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 近年、千葉県では、女性の雇用労働者数や共働き世帯数が年々増加するなど、  

働く女性が増える一方、女性は「家事・育児・介護」の多くを担っていることなど

から、男性と比べて非正規雇用労働者となる割合が高い状況にあります。 

また、今般の新型コロナウイルス感染拡大に起因する外出自粛や休業等に 

より、非正規雇用労働者への影響、とりわけ女性の雇用や生活面への影響や、

生活不安やストレスからのＤＶ等の増加・深刻化などが懸念されています。 

こうした中、豊かで活力ある社会を築いていくためには、男女が互いにその 

人権を尊重しつつ、ともに責任を分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会を実現することが重要です。 

本県では、千葉県総合計画「次世代への飛躍 輝け！ちば元気プラン」に  

おいて、男女共同参画についての理解・浸透を図る広報・啓発の充実に取り組む  

とともに、女性人材の育成や多様な働き方の促進など女性の活躍を推進して 

います。 

そのため、「第４次千葉県男女共同参画計画」により、市町村や民間団体など

と連携・協力しながら、ワーク・ライフ・バランスの普及促進や意識改革など

をテーマとしたシンポジウムなど、様々な施策を総合的・計画的に推進してい

るところです。 

今後もこうした取組を進めていくためには、男女共同参画に関する様々な状況

を統計データ等により分かりやすく「見える化」するとともに、行政が取り  

組む施策について広く周知していくことが重要です。 

そこで、本県における男女共同参画の推進状況と、令和元年度における男女

共同参画計画に位置付けられている全事業の実施状況や重点的取組事業に対す

る評価等を白書として取りまとめました。 

本白書が、皆様にとって、本県における男女共同参画の状況や施策等に対する

理解と関心を深めるとともに、家庭や地域、職場、学校など身近なところから

取組を進めていただくための一助となれば幸いです。 
 

 

令和３年３月 

千葉県総合企画部長  鎌形 悦弘 
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第１部 本県における男女共同参画の現状について、グラフや表を 

用いて解説しています。 

第２部 令和元年度に実施した本県の男女共同参画施策について、 

第４次計画の施策の方向に基づき、取りまとめています。 

第３部 本県の男女共同参画センターの事業について掲載しています。 

 



● ● ● 目   次 ● ● ● 

 

【はじめに】 

 

1 第１部  

【千葉県における男女共同参画の状況】 

Ⅰ 人口                  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  1  
Ⅱ 意識                  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  4 
Ⅲ 政策・方針決定過程における女性の参画  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 12 
Ⅳ 労働                  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 21 
Ⅴ 福祉                  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39 
Ⅵ 人権                  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43 
Ⅶ 健康                  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52 
Ⅷ 教育                  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59 
Ⅸ 国際                                  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 61 
 

【県内市町村における男女共同参画の状況】 

（１）推進体制                ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  63 
（２）男女共同参画担当課           ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 64  
（３）男女共同参画に係る計画策定・条例制定状況  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  66  
（４）男女共同参画のための総合的な施設設置状況  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 68 
（５）審議会等における女性委員の登用状況   ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 70 
（６）市町村職員における女性管理職の在職状況  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  72 
 

1 第２部  

【第４次千葉県男女共同参画計画の概要】     ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥74 
【第４次千葉県男女共同参画計画に係る事業の実績】 

第４次千葉県男女共同参画計画施策進行管理票    ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 77 
【第４次千葉県男女共同参画計画の評価について】   

第４次千葉県男女共同参画計画の評価について  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥99 
重点的取組等に対する評価               ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 101 

【第４次千葉県男女共同参画計画に記載されている指標の令和元年度実績】  

                       ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥165 
【第４次千葉県男女共同参画計画関係事業 令和元年度予算額・決算額 

及び 令和元年度・令和２年度当初予算額比較】 

 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥167 

 
1 第３部   

【千葉県男女共同参画センター事業一覧】       ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥169 

 





図表№ データ名 ページ

Ⅰ 　人　口

1 人口の推移 1

2 人口ピラミッド 2

3 年齢３区分別人口の推移 3

4 高齢化率の推移（千葉県・全国） 3

5 ６５歳以上の年齢階級別男女の割合（千葉県） 3

Ⅱ 　意　識

6 男女の平等意識（千葉県） 4

7 男女の平等意識（千葉県・全国） 5

8 男女の平等意識の推移（千葉県） 5

9 言葉の認知度（千葉県）〔新規〕 6

10 「男は仕事，女は家庭」の考え方の推移（全国） 7

11 「男は仕事，女は家庭」の考え方（千葉県） 7

12 家事等の役割分担（千葉県） 8

13 家事関連時間（週全体平均）（千葉県・全国） 8

14 曜日別家事関連時間（千葉県） 8

15 子どもの教育における男女平等の意識（千葉県） 9

16 結婚・離婚についての考え方（千葉県） 10

17 非婚化について（千葉県） 11

Ⅲ 　政策・方針決定過程における女性の参画

18 都道府県議会における女性議員割合の推移（全国） 12

19 千葉県議会における女性議員割合の推移 12

20 全国市議会における女性議員割合の推移 13

21 千葉県の市議会における女性議員割合の推移 13

22 全国町村議会における女性議員割合の推移 14

23 千葉県の町村議会における女性議員割合の推移 14

24 国・千葉県・千葉県内市町村の審議会等における女性委員割合の推移 15

25 政策や企画、方針決定に関わる女性の割合が少ない理由〔新規〕 16

26 職種別県職員数（千葉県） 17

27 千葉県職員における女性職員の管理職への登用率の推移 17

28 市町村職員における女性職員の管理職への登用率の推移（千葉県・全国） 18

29 本務教員に占める女性教員の割合（千葉県・全国） 18

30 産業別男女別役員数の推移（千葉県） 19

31 一事業所あたりの女性管理職の割合（千葉県） 19

32 女性農業委員数の推移（千葉県） 20

33 農協・漁協における女性役員数とその推移（千葉県） 20

34 自治会長に占める女性の割合（千葉県・全国） 20

令和２年度千葉県男女共同参画データ　目次



図表№ データ名 ページ

Ⅳ 　労　働

35 年齢階級別男女別有業率及び就業希望率（千葉県） 21

36 年齢５歳階級別労働力率の推移（千葉県  女性） 21

37 労働力率の推移（千葉県） 22

38 雇用者数の推移（千葉県） 22

39 非正規の職員・従業員の割合の推移（千葉県）〔新規〕 23

40 共働き等世帯数の推移（全国） 23

41 女性１５歳以上人口の就業状況（千葉県・全国） 24

42 年齢階級別・雇用形態別雇用者数（千葉県　女性） 25

43 年齢階級別・雇用形態別雇用者数（千葉県　男性） 25

44 従業上の地位別・男女別就業者数の推移（千葉県） 26

45 男女労働者の１時間あたり平均所定内給与額格差(千葉県） 26

46 男女雇用者の給与額の推移と賃金格差の推移（千葉県） 27

47 調査対象事業所における育児休業の取得状況（千葉県） 27

48 男女別育児休業取得率(全国） 27

49
県職員における男性の育児休業取得率（「女性の職業生活における活躍の推進に関する法
律第１９条第６項に基づく特定事業行動主行動計画の実施状況の公表及び同法第２１条に
基づく女性の職業選択に資する情報公表」による）

28

50 男性の育児休暇取得の義務化に関する考え（千葉県）［新規］ 28

51 男性の育児休暇取得の義務化に賛成する理由・反対する理由（千葉県）［新規］ 29

52 ワーク・ライフ・バランスの実現度（千葉県） 29

53 仕事と家庭生活の両立のために必要な環境整備（千葉県） 30

54 有給休暇、育児・介護休業の取りやすさ（千葉県） 31

55 出生率低下の原因(千葉県） 32

56 家族経営協定締結数の推移（千葉県・全国） 33

57 男女別農業経営者数（千葉県・全国） 34

58 農林漁業関連起業活動において女性が主たる経営を担っている経営体数の推移（千葉県） 34

59 女性の起業に関する考え方（千葉県） 35

60 女性の活躍についての考え方（千葉県）[新規] 36

61 女性の活躍推進に賛成する理由・反対する理由（千葉県）[新規] 36

62 職場で仕事内容や待遇面の運用などで男性が優遇されていると思うこと〔新規〕 37

63 職場で仕事内容や待遇面の運用などで女性が優遇されていると思うこと〔新規〕 38

Ⅴ 　福　祉

64 保育所等の数と定員数の推移（千葉県） 39

65 保育所等の定員と入所児童と待機児童数（千葉県） 39

66 延長保育を実施している保育所等の数の推移（千葉県） 40

67 放課後児童クラブの設置状況（千葉県） 40

68 母子世帯数・父子世帯数の推移（千葉県・全国） 41

69 ６５歳以上のいる一般世帯数・構成割合（千葉県・全国） 41

70 要支援・要介護認定者の状況（千葉県） 42



図表№ データ名

Ⅵ 　人　権 ページ

71 県における相談受理件数 43

72 令和元年度相談形態別件数及び割合 43

73 専門相談件数 43

74 一時保護件数の年次推移 44

75 市町村におけるＤＶ相談受理状況 44

76 千葉県警察におけるＤＶ事案の相談受理状況 45

77 千葉県警察における措置状況 45

78 保護命令の発令状況 45

79 千葉県警察本部相談サポートコーナーで受理した性犯罪の相談件数の推移 46

80 強制性交等・強制わいせつの認知件数（千葉県） 46

81 売春防止法違反の送致状況（千葉県） 47

82 ストーカー事案の認知件数及び措置状況（千葉県） 47

83 千葉労働局におけるセクシュアル・ハラスメントの相談・指導件数の推移（千葉県・全国） 48

84 女性の人権が侵害されていると感じること（千葉県） 49

85 ＤＶの被害経験(千葉県)[新規] 50

86 ＤＶの被害経験(千葉県・全国)[新規] 51

87 ＤＶ被害の相談有無(千葉県)[新規] 51

88 ＤＶ被害の相談有無(千葉県・全国)[新規] 51

Ⅶ 　健　康

89 合計特殊出生率の推移（千葉県・全国） 52

90 母の年齢階級別出生数の推移（千葉県） 52

91 乳児死亡率の推移（千葉県・全国） 53

92 新生児死亡率の推移（千葉県・全国） 53

93 周産期死亡率の推移（千葉県・全国） 54

94 年齢階級別人工妊娠中絶の状況（千葉県） 54

95 千葉県における主要死因の構成割合（女性・男性別） 55

96 各がんの早世死亡件数の男女比較（千葉県） 56

97 各がんの早世係数の男女比較（千葉県） 56

98 男女別ＨＩＶ感染者・ＡＩＤＳ患者届出状況（千葉県） 57

99 男女別、年齢別自殺者数（千葉県） 57

100 自殺者数の推移（千葉県） 58

Ⅷ 　教　育

101 高等学校卒業者の大学・短大への進学者数の推移（千葉県） 59

102 大学における専攻分野別に見た学生数の推移（全国　女性・男性別） 60

Ⅸ 　国　際

103 ジェンダーギャップ指数 61

104 就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合 61

105 女性の年齢階級別労働力率の国際比較 62

106 ６歳未満の子どもを持つ夫の１日あたり家事・育児時間の国際比較 62





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅰ　人口

１　千葉県における人口の推移

資料出所：総務省「国勢調査」（各年10月1日現在）　　

　千葉県の人口は60年で2.8倍に増加しました。しかし近年は，増加の幅が小さくなっていま
す。

図表１　人口の推移
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅰ　人口

２　人口の構成

資料出所：千葉県統計課「千葉県年齢別・町丁字別人口」（令和2年4月1日現在）

図表２　人口ピラミッド

　年少人口（0歳～14歳），生産年齢人口（15歳～64歳）は減少し，老年人口（65歳～）は増
加しています。また，年少人口，生産年齢人口では男女の構成比の差は見られませんが，
老年人口では年齢階級が上がるにつれ女性の比率が増えています。

（人）

 2



千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅰ　人口

図表３　年齢３区分別人口の推移

資料出所：総務省「国勢調査」（各年10月1日現在）　　
※割合については，分母から年齢「不詳」の数を除いて算出している。

資料出所：総務省「国勢調査」 (各年10月1日現在) ※　年齢不詳を除く
＊　総人口に占める65歳以上人口の割合

資料出所：総務省「国勢調査」（平成27年10月1日現在）　　

図表４　高齢化率＊の推移（千葉県・全国）

図表５　65歳以上の年齢階級別男女の割合（千葉県）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅱ　意識

１　男女共同参画全般について

（１）男女の平等意識

図表６　男女の平等意識（千葉県）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　令和元年１１月に実施した県の男女共同参画に関する意識調査において，男女平等
意識について聞いたところ，どの分野においても，『男性が優遇されている（計）』が 『女
性が優遇されている（計）』を上回っています。
　特に、『男性が優遇されている（計）』分野は，"（キ）社会通念・慣習で(風潮・しきたり
等)"が最も高く，次いで"（オ）政治の場で"，"（ウ）職場のなかで"の順となっています。
　また，「平等」と思う分野は，"（エ）学校教育の場で"が最も高く、次いで"（ク）地域活
動の場で(自治会・PTA・ボランティア等)"，"（イ）家庭のなかで"の順に高く，"（オ）政治
の場で"が最も低いです。

資料出所：千葉県男女共同参画課
　　　　　　　「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）
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活動

の場で

（ア）社会
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（カ）法律や

制度の
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（キ）社会

通念・
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（ウ）職場の
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Ⅱ 意識

男性優遇（計） 平等 女性優遇（計）

（イ）家庭の
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（エ）学校

教育

の場で
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅱ　意識

図表７　男女の平等意識（千葉県・全国）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図表８　男女の平等意識の推移（千葉県）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   "（ア）社会全体で"の男女平等意識をH26 調査と比較すると，大きな差異はみられま
せん。

　千葉県と全国を比較すると，千葉県は全国よりも『男性が優遇されている（計）』が低く，
『女性が優遇されている（計）』が高いです。また， 「平等」は，千葉県が全国よりも7.6 ポ
イント低いです。

資料出所：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和元年9月）
　　　　　　  千葉県男女共同参画課
　　　　 　 　「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

資料出所：千葉県男女共同参画課
　　　　　　　「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）
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女性の方が非常に優遇されている わからない・無回答
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平等 どちらかといえば女性が優遇されている

女性が非常に優遇されている どちらともいえない

無回答

男性優遇（計） 平等 女性優遇（計）

全
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女
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男
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1.6
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅱ　意識

（２）言葉の認知度[新規]

図表９　言葉の認知度（千葉県）

資料出所：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査」（令和元年11月）

資料出所：千葉県男女共同参画課
　　　　　　　「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

　言葉の認知度は「ＤＶ」が85.4%で最も高く，次いで「男女雇用機会均等法」が83.5％，
「配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律（ＤＶ防止法）」が80.7％と
なっています。

85.4

83.5

80.7

62.7

58.1

51.6

44.8

44.4

42.5

28.3

27.9

27.2

11.4

1.6

3.4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

DV

男女雇用機会均等法

配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に関する法律（DV防止法）

LGBT（性的マイノリティ）

ジェンダー（社会的文化的につくられた性別）

男女共同参画社会基本法

JKビジネス

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律（女性活躍推進法）

デートDV

政治分野における男女共同参画の

推進に関する法律（候補者男女均等法）

女子差別撤廃条約

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）

見たり聞いたりしたものはない

無回答

ｎ＝（756）

（％）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅱ　意識

２　男女の役割分担

図表１０　「男は仕事，女は家庭」の考え方の推移（全国）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※平成26年8月のみ内閣府「女性の活躍推進に関する世論調査」

  

図表１１　「男は仕事，女は家庭」の考え方（千葉県）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　　

 　｢男は仕事，女は家庭｣という固定的性別役割分担意識について，令和元年度の内
閣府調査では，『そう思わない』と回答する割合が『そう思う』と回答した割合を上回って
います。
　 既婚者に日常的な家庭の仕事について，主に誰が分担しているかを聞いたところ，
ほとんど全ての項目で『主に妻が行う』の割合が高くなっています。
　

資料出所：内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」（令和元年9月）

　「男は仕事，女は家庭」という男女の役割分担意識について聞いたところ，「賛成」が
9.3％，「反対」が41.4％と，「反対」が「賛成」を大きく上回っています。
　性別でみると，「賛成」は男性が女性よりも5.2ポイント高くなっています。

資料出所：千葉県男女共同参画課
　　　　 　　「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅱ　意識

図表１２　家事等の役割分担（千葉県）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

図表１３　 家事関連時間＊（週全体平均）（千葉県・全国） 図表１４　曜日別家事関連時間＊（千葉県）

（単位：時間，分）

女 性 男 性

女 性 男 性 女 性 男 性 3:34 0:35

2:34 0:20 2:24 0:19 3:52 1:07

0:04 0:02 0:06 0:02 3:51 1:16

0:25 0:05 0:24 0:06

0:36 0:19 0:34 0:17

3:39 0:46 3:28 0:44

介 護 ・ 看 護

育 児

合 計

＊ここでいう「家事関連時間」とは，10歳以上の人で「家事」,「介護・看護」,「育児」,「買い物」を行ってい
る時間を指す。

千　葉　県 全　　　国

　　

（単位：時間，分）

家事等の役割分担の現実
「主に夫が行う」は，"（エ）役所等への用事・書類の作成"が35.6％で最も高くなっていま
す。
　「主に妻が行う」は，"（ア）食事の支度・あとかたづけ"が77.0％で最も高く，次いで"（イ）
掃除・洗濯"が76.6％，"（オ）乳児・幼児の世話（現在、または過去に）"が75.4％となって
います。
　「夫婦とも同じくらい行う」は，"（ウ）食料品・日用品等の買物"が29.2％で最も高く，次い
で"（エ）役所等への用事・書類の作成"が25.4％，"（キ）子どもの送迎、勉強や遊びの世
話"が23.9％となっています。

資料出所：千葉県男女共同参画課
　　　　　　　「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

資料出所：総務省「社会生活基本調査」（平成28年）
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役所等への用事・書類の作成

乳児・幼児の世話

（現在、または過去に）

子どもの学校行事等への参加

子どもの送迎、勉強や遊びの世

話

高齢者の世話（介護）

（％）

主に夫が行う 主に妻が行う 夫婦とも同じくらい行う

主にその他の人が行う 子どもや高齢者はいない 無回答

3.1
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅱ　意識

３　子どもの教育における男女平等の意識

図表１５　子どもの教育における男女平等の意識(千葉県)　　　　　　

資料出所：千葉県男女共同参画課
　　　　　　　「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

　子どもの教育における男女平等の意識について，『そう思う（計）』は，"（ア）男の子は
男の子らしく，女の子は女の子らしく育てる方がよい"が55.8％，"（イ）性別にとらわれ
ず，男の子も女の子も炊事・掃除・洗濯など生活に必要な技術を身につけることが必要
である"が90.4％，"（ウ）理系は，男性の方が向いている"が23.2％となっています。
　『そう思わない（計）』は，"（ア）男の子は男の子らしく，女の子は女の子らしく育てる方
がよい"が33.9％，"（イ）性別にとらわれず，男の子も女の子も炊事・掃除・洗濯など生
活に必要な技術を身につけることが必要である"が5.1％，"（ウ）理系は，男性の方が向
いている"が59.4％となっています。

18.4

24.9 

58.1

61.7 

5.7

37.4

39.5 

32.3

30.7 

17.5

14.2

10.4 

3.2

3.1 

13.9

19.7

15.9 

1.9

1.1 

45.5

6.1 

5.1 

1.3 

0.9 

12.8 

4.2

4.1 

3.3

2.5 

4.6

今回調査(756)

前回調査(799)

今回調査(756)

前回調査(799)

今回調査(756)

（％）

そう思う どちらかといえばそう思う どちらかといえばそう思わない

そう思わない わからない 無回答

そう思わない（計）【33.9】

（ア） 男の子は男の子らしく，

女の子は女の子らしく

育てる方がよい

（イ） 性別にとらわれず，男の

子も女の子も炊事・掃除

洗濯など生活に必要な

技術を身につけることが

必要である

（ウ） 理系は，男性の方が

向いている

そう思う（計）【55.8】

そう思う（計）【90.4】

そう思う（計）【23.2】 そう思わない（計）【59.4】

無し
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅱ　意識

　

図表１６　結婚・離婚についての考え方（千葉県）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

資料出所：千葉県男女共同参画課
　　　　　　「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

４　結婚・離婚についての考え方

　結婚についての考えは，『そう思う（計）』は，¨（イ）結婚する，しないは，個人の自由で
ある¨が85.8％で最も高く，次いで¨（ア）女性も男性も結婚した方がよい¨が69.2，¨（オ）
結婚したら子供を持つ方がよい¨が67.7％となっています。一方，『そう思わない（計）』
は，¨（ウ）結婚は個人の自由を束縛するものだから，一生結婚しない方がよいが81.2％
で最も高く，次いで¨（カ）子供を産み育てるのに，戸籍の上で結婚しているかどうかは
関係ない¨が60.4％，¨（ク）結婚した以上離婚すべきではない¨が54.1％となっていま
す。
　性別でみると，『そう思う（計）』は¨（オ）結婚したら子供を持つ方がよい¨で男性が女性
よりも16.8ポイント高くなっています。¨（ア）女性も男性も結婚した方がよい¨が13.7ポイ
ント，¨（ク）結婚した以上は離婚すべきではない¨も男性が12.3ポイント高くなっていま
す。一方，『そう思わない（計）』は¨（ク）結婚した以上離婚すべきではない¨で女性が男
性よりも14.0ポイント高く，¨（オ）結婚したら子供を持つ方がよい¨も女性が6.4ポイント高
くなっています。

（％）中途退職型

そう思わない どちらともいえない
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3.7 

5.0 

2.3 

20.6 
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13.5 

15.2 
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14.2 
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11.0 

11.7 
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3.4 
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4.4 
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29.9 
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5.5 
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42.6 
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18.5 

28.0 

27.5 
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43.1 

48.9 

36.4 

17.5 
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11.4 

3.3 

4.0 

2.0 
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14.5 

11.4 

18.7 

20.0 

16.9 

19.8 
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14.3 

10.7 

13.5 

7.6 

22.5 

26.4 

17.8 

23.9 

27.2 

20.4 

19.4 

18.7 

20.4 

0.7 

0.7 

0.6 

1.9 

2.5 

1.2 

1.9 

1.7 

1.5 

2.1 

2.7 

1.2 

1.3 

1.2 

1.5 

2.0 

1.7 

2.0 

1.7 

1.7 

1.5 

1.5 

1.2 

1.5 

1.3 

1.2 

1.2 

全体

女性

男性

全体

女性

男性

全体

女性

男性

全体

女性

男性

全体

女性

男性

全体

女性

男性

全体

女性

男性

全体

女性

男性

全体

女性

男性

そう思う どちらかといえばそう思う
どちらかといえばそう思わない そう思わない
どちらともいえない 無回答

そう思わない（計）
どちらとも

いえないそう思う（計）

1.2

（％）

そう思う（計） そう思わない（計）
どちらとも

いえない

（ア）女性も男性も

結婚した方が

よい

（イ）結婚する、

しないは、個人

の自由である

（ウ）結婚は個人の

自由を束縛するも

のだから、一生結婚

しない方がよい

（エ）結婚と性的

関係は別である

（オ）結婚したら

子どもを持つ方が

よい

（カ）子どもを産み

育てるのに、戸籍の

上で結婚しているか

どうかは関係ない

（キ）夫婦が別姓を

名乗るのを認めた

方がよい

（ケ）結婚をした

以上、離婚すべ

きではない

【離婚】

【結婚】

（ク）子供ができたら

結婚すればよい
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅱ　意識

図表１７　非婚化について（千葉県）　

　非婚化する理由は，「結婚の必要性を感じない人が増えたから」が65.9％で最も高く，
次いで「収入が不安定で，結婚後の生活が不安だからが56.0％，「自由や気楽さを失い
たくないという人が増えたから」が51.2％となっています。
　性別でみると、「結婚すると家事・育児・介護（以下、「家事等」という。）の家事責任を担
わないといけないから」は女性が男性よりも7.0ポイント高くなっています。一方，「収入が
不安定で，結婚後の生活が不安だから」は男性が女性よりも4.4ポイント高くなっていま
す。

資料出所：千葉県男女共同参画課
　　　　　　　「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

65.9 

56.0 

51.2 

25.8 

25.4 

23.4 

14.7 

14.6 

10.8 

3.7 

1.5 

66.6 

53.6 

52.9 

29.2 

24.4 

22.9 

14.0 

13.7 

11.5 

3.0 

1.5 

65.6 

58.0 

49.9 

22.2 

26.5 

24.5 

15.2 

15.5 

9.9 

4.7 

1.2 

0 20 40 60 80

結婚の必要性を感じない人が増えたから

収入が不安定で，結婚後の生活が不安だから

自由や気楽さを失いたくないという人が増えたから

結婚すると家事等の家庭責任を担わないといけない

から

結婚後も女性が働き続けられる環境が整っていない

から

異性とうまくコミュニケーションをとることが

できない人が増えたから

結婚相手に対する理想が高すぎるから

若い人達が異性と出会えるような機会が少ないから

親や世間が結婚することを強く勧めなくなったから

その他

無回答

（％）

全体（ｎ=756）

女性（ｎ=401）

男性（ｎ=343）

％
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

１　議会に占める女性の割合

図表１８　　都道府県議会における女性議員割合の推移（全国）

資料出所：総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」（各年12月末現在）　　

図表１９　千葉県議会における女性議員割合の推移　　

資料出所：千葉県選挙管理委員会

（１）都道府県議会の女性議員（全国・千葉県）

　都道府県議会の女性議員比率は，約１割と依然低い水準にあります。
　千葉県は，前回より4.3ポイント増加し13.8%となり，全国平均を2.4ポイント上回って
います。

Ⅲ 政策・方針決定過程における女性の参画
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

図表２０　全国市議会における女性議員割合の推移

資料出所：総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」（各年12月末現在）　　

図表２１　千葉県の市議会における女性議員割合の推移

資料出所：千葉県市町村課「市町村資料集」（各年12月末現在）　

　全国の市議会における女性議員比率は，年々向上してきていますが，依然２割を下回り
低い水準にあります。
　千葉県においては，前年より0.2ポイント増加し19.6％となり，全国平均を3.7ポイント
上回っています。

（２）市議会の女性議員（全国・千葉県）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

図表２２　全国町村議会における女性議員割合の推移

資料出所：総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調等」（各年12月末現在）　　

図表２３千葉県の町村議会における女性議員割合の推移

資料出所：千葉県市町村課「市町村資料集」（各年12月末現在）

　全国の町村議会における女性議員比率は，年々向上してきていますが，約１割となって
おり，市議会と比べて低い水準にあります。
　千葉県においては，前年より4.0ポイント増加し14.5%となり，全国平均を3.4ポイント
上回っています。

（３）町村議会の女性議員（全国・千葉県）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

２　審議会等に占める女性の割合

図表２４　国・千葉県・千葉県内市町村の審議会等における女性委員割合の推移

資料出所：内閣府「国の審議会等における女性委員の参画状況調べ」
　　　　　　　内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」

※国は各年9月30日現在，千葉県及び千葉県内市町村については，各年4月1日現在
※都道府県は，目標の対象である審議会等委員に対する女性登用の割合
　市町村は，法律，政令及び条例により設置された審議会等委員に対する女性登用の割合を表示

　千葉県では，政策・方針決定の場へ女性の参画を進めるため，県の審議会等への女性委
員割合の目標を40％として取り組んでいますが，全国平均と比べて低い状況です。
　令和2年4月1日現在の県の審議会等への女性委員の登用率は，30.3％（平成31年は
30.4％）であり，また，市町村の女性委員の登用率は，26.4％（平成31年は25.7％）と
なっています。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

図表２５　政策や企画、方針決定に関わる女性の割合が少ない理由〔新規〕

　政策や企画，方針決定に関わる女性の割合が少ない理由は，「社会的慣習により，男性優位に組
織が運営されているから」が74.3％で最も高く，次いで「育児・介護休業制度の充実や長時間労働
の是正など両立のための環境整備が不十分だから」が53.7％，「女性の参画を積極的に進めていこ
うと意識している人が少ないから」が49.5％となっています。
　性別でみると，「性別役割分担や性差別の意識があるから」は女性が男性よりも14.6 ポイント高
く，「家庭の支援・協力が得られないから」も女性が9.5 ポイント，「クオータ制度導入の遅れや，
議員の育児休業の取得に対する社会の理解が得られていないから」も女性が5.5 ポイント高くなっ
ている。一方，「女性自身があらゆる分野に参画することに対して積極的でないから」は男性が女
性よりも6.3 ポイント高く，「女性の参画を積極的に進めていこうと意識している人が少ないから」
も男性が6.2 ポイント高くなっています。

資料出所：千葉県男女共同参画課
　　　　　　「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）
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社会的慣習により、男性優位に組織が

運営されているから

育児・介護休業制度の充実や長時間労働の是

正など両立のための環境整備が不十分だから

女性の参画を積極的に進めていこうと意識してい

る人が少ないから

性別役割分担や性差別の意識があるから

女性の就業や社会参加を支援する施設や

サービスが十分でないから

家庭の支援・協力が得られないから

女性自身があらゆる分野に参画することに

対して積極的でないから

ワーク・ライフ・バランスに配慮した組織運営がな

されていないから

女性の能力開発に必要な経験や機会が十分で

ないから

クオータ制度導入の遅れや、議員の育児休業の

取得に対する社会の理解が得られていないから

その他

無回答

全体(n=756)

女性(n=401)

男性(n=343)

（％）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

３　管理職等への女性の登用

（１）　県職員における女性管理職の状況

図表２６　職種別県職員数（千葉県）
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

63,650 63,617 63,240 64,025 64,225 63,998 59,554 59,664 59,293 59,058
女性 26,081 26,226 26,141 26,787 25,956 27,006 24,537 24,650 24,832 24,916
比率 41.0 41.2 41.3 41.8 40.4 42.2 41.2 41.3 41.9 42.2

11,434 11,199 11,031 10,969 11,060 11,027 10,839 11,135 11,296 11,399
女性 3,900 3,871 3,867 3,863 3,916 3,915 3,809 3,947 4,019 4,063
比率 34.1 34.6 35.1 35.2 35.4 35.5 35.1 35.4 35.6 35.6

11,465 11,576 11,607 11,692 11,703 11,664 11,764 11,763 11,335 11,181
女性 788 855 909 962 0 1,056 1,098 1,094 1,196 1,230
比率 6.9 7.4 7.8 8.2 0.0 9.1 9.3 9.3 10.6 11.0

37,185 37,289 37,122 37,872 38,013 37,883 33,612 33,396 33,261 33,044
女性 19,030 19,154 19,072 19,642 19,783 19,803 17,476 17,435 17,409 17,382
比率 51.2 51.4 51.4 51.9 52.0 52.3 52.0 52.2 52.3 52.6

433 429 423 416 415 418 421 419 404 393
女性 85 88 89 98 101 104 109 106 113 114
比率 19.6 20.5 21.0 23.6 24.3 24.9 25.9 25.3 28.0 29.0

2,912 2,907 2,845 2,859 2,817 2,795 2,706 2,723 2,756 2,791
女性 2,173 2,154 2,102 2,120 2,052 2,032 1,940 1,960 1,987 2,018
比率 74.6 74.1 73.9 74.2 72.8 72.7 71.7 72.0 72.1 72.3

79 75 71 70 69 69 66 65 68 63
女性 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
比率 2.5 2.7 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6

142 142 141 147 148 142 146 163 173 187
女性 103 102 101 101 103 95 104 107 107 108
比率 72.5 71.8 71.6 68.7 69.6 66.9 71.2 65.6 61.8 57.8

資料出所：千葉県人事委員会（各年4月1日現在）

図表２７　千葉県職員における女性職員の管理職への登用率の推移

※課長及び課長相当職以上の職員を対象とする。
※令和元年度の数値は，下記内閣府の資料と異なっているが，本白書の数値が最終結果となる。
資料出所： 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」
（各年4月1日現在）

海事職

　令和2年4月1日現在の県職員数のうち女性職員は約4割です。
　職種別にみると女性の割合が大きいものは，医療職，福祉職，教育職です。

総　数

研究職

　千葉県職員における女性職員の管理職への登用率については，令和元年度より0.6ポイント増加
し，7.6％となっています。

（イ）女性職員の管理職への登用

　（ア）　千葉県の女性職員の職種別比率

教育職

※県職員数
　（公営企業職員並びに市町村立学校職員給与負担法〔昭和23年法律第135号〕第１条及び第２条に規定する職員を含む）

行政職

　福祉職

（単位：人，％）

公安職

医療職
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

図表２８　市町村職員における女性職員の管理職への登用率の推移（千葉県・全国）

資料出所： 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」
　　　　　　　（各年4月1日現在）

　

図表２９　本務教員に占める女性教員の割合（千葉県・全国）

（２）　市町村職員における女性管理職の状況

※課長及び課長相当職以上の職員を対象とする。

　市町村職員における女性職員の管理職への登用率については増加傾向にあり，千葉県は
令和2年4月1日現在11.8％となっています。

（３）　学校職員における女性管理職の状況

　令和2年度の公立学校の女性の校長・副校長・教頭といった管理職の割合は，学校の種別
によりやや差がありますが低い状況であることが分かります。

資料出所：文部科学省「学校基本調査」（令和2年）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

　（ア）　女性役員，役職者の状況

図表３０　産業別男女別役員数の推移　（千葉県） （単位：人，％）

女性 男性 合計 女性割合 女性 男性 合計 女性割合
29,200 117,404 146,604 19.9% 28,478 105,098 133,576 21.3%

298 1,017 1,315 22.7% 383 1,187 1,570 24.4%

22 76 98 22.4% 16 74 90 17.8%

16 93 109 14.7% 16 99 115 13.9%

4,975 23,631 28,606 17.4% 5,008 22,400 27,408 18.3%

2,939 16,136 19,075 15.4% 2,740 14,438 17,178 16.0%

10 164 174 5.7% 22 170 192 11.5%

731 6,380 7,111 10.3% 752 0 6,685 11.2%

905 5,310 6,215 14.6% 880 4,610 5,490 16.0%

7,416 26,103 33,519 22.1% 6,309 20,658 26,967 23.4%

413 2,603 3,016 13.7% 379 2,346 2,725 13.9%

3,021 7,235 10,256 29.5% 3,376 7,024 10,400 32.5%

1,521 8,464 9,985 15.2% 1,539 7,506 9,045 17.0%

1,317 3,094 4,411 29.9% 1,184 2,671 3,855 30.7%

1,245 2,865 4,110 30.3% 1,215 2,540 3,755 32.4%

549 1,391 1,940 28.3% 547 1,280 1,827 29.9%

1,627 2,759 4,386 37.1% 2,038 3,236 5,274 38.6%
7 163 170 4.1% 3 169 172 1.7%

1,758 8,603 10,361 17.0% 1,727 7,767 9,494 18.2%
- - - - - - - -

430 1,317 1,747 24.6% 344 990 1,334 25.8%

　（イ）　事業所あたりの女性管理職の割合
図表３１　一事業所あたりの女性管理職の割合（千葉県）

学術研究，専門・
技術サービス業

宿泊業・飲食
サービス業

生活関連サー
ビス業・娯楽業

教育・学習支援業

医療・福祉

区分

総数

農業・林業    

漁業    

平成27年

鉱業・採石業・砂利採取業    

建設業    

製造業

電気・ガス・
熱供給・水道業

複合サービス事業

その他サービス業

公務

分類不能の産業    

情報通信業

運輸業・
郵便業

卸売業・
小売業

金融業・
保険業

不動産業・
物品賃貸業

平成22年

資料出所：千葉県雇用労働課：「ワーク・ライフ・バランス取組状況調査」（令和2年2月）

資料出所：総務省「国勢調査」（各年10月1日現在）
※表中の「－」は該当数字がないものを示す。
※ここでいう「役員」とは，会社の社長・取締役・監査役，団体の理事・監事，公団や事業団の総裁・理事・監
事などを指す。
※「公務」とは，他に分類されないもの。

(４)　企業団体等における女性管理職の状況

　平成27年の「国勢調査」(総務省)によると，千葉県における女性の役員割合は，平成22
年に比べて増加し，21.3％となっています。しかし、分野によって差が見られます。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅲ　政策・方針決定過程における女性の参画

図表３２　女性農業委員数の推移（千葉県）

総　数
う ち 女 性
役 員 数 女性割合 総　数

う ち 女 性
役 員 数 女性割合

721 1 0.1% 433 2 0.5%
685 6 0.9% 424 2 0.5%
677 6 0.9% 417 2 0.5%
668 10 1.5% 415 2 0.5%
635 10 1.6% 406 2 0.5%
602 10 1.7% 394 1 0.3%
574 10 1.7% 330 1 0.3%
573 10 1.7% 325 1 0.3%
573 20 3.5% 323 1 0.3%
581 25 4.3% 325 1 0.3%
587 34 5.8% 313 1 0.3%
589 37 6.3% 314 1 0.3%
590 39 6.6% 300 1 0.3%
563 38 6.7% 294 1 0.3%
566 43 7.6% 278 1 0.4%
537 45 8.4% 277 1 0.4%

 資料出所：千葉県団体指導課（令和2年4月）

資料出所： 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」
　　　　　　　（各年4月1日現在）

図表３４　自治会長に占める女性の割合（千葉県・全国）

（６）　自治会における女性会長の状況

事業年度

 図表３３　農協・漁協における女性役員数とその推移（千葉県）

平成26年度
平成27年度
平成28年度

平成30年度

平成25年度

令和元年度

平成23年度
平成24年度

平成29年度

平成21年度
平成22年度

平成16年度
平成17年度
平成18年度
平成19年度
平成20年度

（５）　農業委員における女性委員の状況

（単位：人，％）

農協役員数 漁協役員数

資料出所：千葉県農地・農村振興課「農業委員会実態調査」（各年10月1日時点）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

１　労働力率　

（１）男女別労働力率の推移

図表３５　年齢階級別男女別有業率及び就業希望率（千葉県）

資料出所：総務省「平成29年就業構造基本調査」（平成29年10月1日現在）

図表３６　年齢５歳階級別労働力率＊の推移（千葉県　女性）

資料出所：総務省「国勢調査」（各年10月1日現在）

※15歳以上人口に占める労働力人口の割合（分母から労働力状態「不詳」の数を除いて算出している。）

※労働力人口：満15歳以上の人口のうち，労働の意思と能力をもつ者の人口。就業者(休業者も含む。）と完全失業者（仕
事についておらず，仕事があればすぐつくことができ，仕事を探す活動をしていた者）の合計

　女性は30代で有業率が下がり，いわゆる「Ｍ字カーブ＊」を描いています。一方，女性の就業希
望率は30歳代から40歳代前半で高くなっています。
　男性は20歳代後半から50歳代までほぼ変わりません。

＊ 日本の女性労働力人口比率を年齢階級別にグラフ化したとき，30歳代を谷とし，20歳代後半と40歳代後半が
　　山になり，アルファベットのMのような形になる。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

図表３７　労働力率の推移（千葉県）

資料出所：総務省「国勢調査」（各年10月1日現在）

（２）雇用者数の推移

図表３８　雇用者数の推移（千葉県）

資料出所：総務省「就業構造基本調査」（各年10月1日現在）

　女性の雇用者数は，年々増加しています。
　また，雇用者総数に占める女性の割合も，年々増加しています。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

（３）非正規の職員・従業員の割合の推移

図表３９　非正規の職員・従業員の割合の推移（千葉県）

資料出所：総務省「就業構造基本調査」（各年10月1日現在）

（４）　共働き世帯数

図表４０　共働き等世帯数の推移（全国）

　「パート」や「アルバイト」などの「非正規の職員・従業員」の割合をみると，男性は増加傾向にあり
ますが，女性は平成１９年をピークに緩やかに下降しており，平成２４年と比べて１．６ポイント減少
しています。

　平成９年以降，共働き世帯数は夫のみ就業世帯数を上回り，その後も徐々に増加しています。

資料出所：総務省「労働力調査」（各年平均）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

２　労働者の状況

（１）女性の有業率，無業率

図表４１　女性１５歳以上人口の就業状況　（千葉県・全国）
　 　　　　　

　女性の有業率（15歳以上人口に占める有業者の割合）は，平成24年度と比べて千葉県，全国と
もに上昇しています。
　また，平成24年は無業率が有業率を若干上回っていましたが，平成29年は全国で有業率が無
業率を上回り，千葉県は有業率と無業率が同率となっています。

資料出所：総務省「就業構造基本調査」（各年10月1日現在）

＊1 有業者：ふだん収入を得ることを目的として仕事をしており，調査日以降もしていくことになっている者，
　　　　　  及び仕事は持っているが，現在は休んでいる者。なお，家族従業者は，収入を得ていなくても，
　　　　 　 ふだんの状態として仕事をしていれば有業者としている。
＊2 無業者：ふだん収入を得ることを目的として仕事をしていない者，すなわち，ふだん全く仕事をしていない
　　　　  　者及び時々臨時的にしか仕事をしていない者。

33.3%

31.8%

31.2%

30.0%

17.4%

16.4%

18.8%

18.0%

32.0%

34.5%

35.2%

37.1%

5.4%

5.5%

4.9%

5.3%

11.9%

11.8%

9.9%

9.6%

平成29年（全国）

平成24年（全国）

平成29年（千葉県）

平成24年（千葉県）

仕事が主な者 仕事が従な者 家事をしている者 通学している者 その他

無業者*²有業者*¹
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

（２）雇用形態別女性雇用者数

図表４２　年齢階級別・雇用形態別雇用者数（千葉県　女性）

（３）雇用形態別男性雇用者数

　男性については，50歳代までは正規の職員・従業員が圧倒的に多く，女性との雇用形態の違い
が明らかです。

　女性の雇用形態としては，30歳代の前半までは正規の職員・従業員が多くなっていますが，30
歳代後半からは非正規の職員・従業員が正規の職員・従業員を上回っています。

資料出所：総務省「平成29年就業構造基本調査」（平成29年10月1日現在）

資料出所：総務省「平成29年就業構造基本調査」（平成29年10月1日現在）

図表４３　年齢階級別・雇用形態別雇用者数（千葉県　男性）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

（４）　女性の従業上の地位

　

図表４４　従業上の地位別･男女別就業者数の推移　（千葉県） （単位：人，％）

女　性 割　合 男　性 割　合 計 女　性 割　合 男　性 割　合 計

自営業主 46,686 4.1 165,695 10.1 212,381 47,895 4.1 157,557 9.9 205,452

役員 29,200 2.6 117,404 7.1 146,604 28,478 2.4 105,098 6.6 133,576

家族従業者 68,232 6.0 19,691 1.2 87,923 57,927 4.9 17,152 1.1 75,079

雇用者 997,067 87.1 1,342,831 81.6 2,339,898 1,042,976 88.4 1,312,265 82.4 2,355,241

家庭内職者 3,433 0.3 401 0.0 3,834 2,521 0.2 374 0.0 2,895

就業者計＊ 1,144,618 100.0 1,646,022 100.0 2,790,640 1,179,797 100 1,592,446 100.0 2,772,243

資料出所：総務省「国勢調査」（各年10月1日現在）
＊従業上の地位「不詳」を除く。

３　労働条件

（１）賃金

図表４５　男女労働者の１時間あたり平均所定内給与額格差（千葉県）

平成22年 平成27年

　｢国勢調査｣によると，千葉県内の女性の就業者の就業上の地位は男性に比べて自営業主，役
員が少なく，家族従業者，雇用者が多くなっています。

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

　パートタイム（短時間）労働者を除く女性一般労働者の所定内給与額は，男性の約８割弱となっ
ており，依然低い状況です。
　また，パートタイム（短時間）労働者間においても男性と比べて，女性の方が低くなっています。

※給与の指数は，男性一般労働者の１時間あたり平均所定額を100として，各区分の１時間あたりの平均所定内
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

図表４６　男女雇用者の給与額の推移と賃金格差の推移（千葉県）

平均年齢 平均年齢

37.2 40.2 67.6

37.6 40.7 70.6

39.1 41.4 70.3

39.4 41.9 67.6

39.0 41.4 68.1

41.0 41.6 70.8

39.9 42.1 74.5

40.6 42.2 73.5

40.4 42.3 74.5

41.1 43.0 77.2

41.6 42.8 74.2

41.3 43.6 75.9

40.7 43.2 76.9

41.0 43.8 78.5

42.1 43.9 76.9

資料出所：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

※賃金の男女間格差は，男性を100とした場合の女性の割合。

（２）育児休業制度の状況

 資料出所：千葉県雇用労働課「出産・子育て期における男女労働実態フォロー調査（中間）」（平成20年3月）
千葉県雇用労働課「出産・子育て期における男女労働実態フォロー調査（最終）」（平成22年3月）
千葉県雇用労働課「ワーク・ライフ・バランス取組状況調査」（平成24年3月）
千葉県雇用労働課「ワーク・ライフ・バランス取組状況調査」（平成26年1月）
千葉県雇用労働課「ワーク・ライフ・バランス取組状況調査」（平成28年1月）
千葉県雇用労働課「ワーク・ライフ・バランス取組状況調査」（平成30年1月）
千葉県雇用労働課「ワーク・ライフ・バランス取組状況調査」（令和2年2月）

図表４８　男女別育児休業取得率（全国）

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元

女性 83.0% 86.6% 81.5% 81.8% 83.2% 82.2% 83.0%

男性 2.03% 2.30% 2.65% 3.16% 5.14% 6.16% 7.48%

資料出所：厚生労働省「雇用均等基本調査」
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215人1,796人

229.4

241.5 324.3

322.9

260.4 338.7

図表４７　調査対象事業所における育児休業の取得状況（千葉県）
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245.2平成28年

240.7
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99.5% 624人
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243.6
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平成27年
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3.8% 2,240人
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1.7% 1,021人
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平成24年3月
平成26年1月
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254.9令和元年
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女
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性

平成20年3月
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平成30年1月
令和2年2月
平成20年3月

331.3

　県の調査によると，事業所において育児休業を取得する従業員は，近年，女性は90％を超える取
得率ですが，男性はまだ少ない状況です。

平成29年

平成30年
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

図表５０　男性の育児休暇取得の義務化に関する考え（千葉県）［新規］

資料出所：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

　　男性の育児休業取得の義務化についての考えを聞いたところ、『賛成（計）』が67.0％、
『反対（計）』が16.2％となっており、『賛成（計）』が『反対（計）』を大きく上回っています。
　　性別でみると、『反対（計）』は男性が女性よりも7.9 ポイント高くなっています。

資料出所：「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第１９条第６項に基づく
　　　     　特定事業行動計画の実施状況の公表及び同法第２１条に基づく女性の職業選択に資する情報公表」

図表４９　県職員における男性の育児休暇取得率（「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第１９条
　　　　　第６項に基づく特定事業行動計画の実施状況の公表及び同法第２１条に基づく女性の職業選択に資する
　　　　　情報公表」による） （千葉県）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

図表５１　男性の育児休暇取得の義務化に賛成する理由・反対する理由（千葉県）［新規］

〈賛成〉 ｎ＝５０６（複数回答可）

順位 件数 （％）

1 391 77.3

2 382 75.5

3 345 68.2

〈反対〉 ｎ＝１２３（複数回答可）

順位 件数 （％）

1 100 81.3

2 53 43.1

3 42 34.1

資料出所：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

４　ワーク・ライフ・バランスの実現(働き方の見直し）

（1）ワーク・ライフ・バランスの実現度

図表５２　ワーク・ライフ・バランスの実現度（千葉県）

資料：千葉県「第57回県政に関する世論調査」（平成30年）

　男性の育児休業取得の義務化に賛成する理由は，「女性の子育てに対する負担が軽くなると思う
から」が77.3％で最も高く，次いで「子育ては夫婦で行うものだと思うから」が75.5％，義務化すると取
りやすい雰囲気ができるから」が68.2％となっています。
　男性の育児休暇取得の義務化に反対する理由は、「義務ではなく，夫婦の選択・判断で行うべき」
が81.3％で最も高く，次いで「同僚への負担が増えるから」が43.1％，「収入が減少するから」が
34.1％となっています。

男性の育児休暇取得の義務化に賛成する理由

　女性の子育てに対する負担が軽くなると思うから

　子育ては夫婦で行うものだと思うから

　収入が減少するから

　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現度を調査したところ，「十分実現できていると
思う」（５．２％）と「どちらかといえば実現できていると思う」（４１．２％）を合わせた『実現できている
（計）』が　　４６．４％となっています。一方，「どちらかといえば実現できているとは思わない」（２７．
２％）と「全く実現できているとは思わない」　（８．７％）を合わせた『実現できていない（計）』が３５．
９％でした。

　義務化すると、取りやすい雰囲気ができるから

男性の育児休暇取得の義務化に反対する理由

　義務ではなく、夫婦の選択・判断で行うべき

　同僚への負担が増えるから

5.2 41.2 27.2 8.7 14.3 3.5

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

全体（1,212）

十分実現できていると思う

どちらかといえば実現できていると思う

どちらかといえば実現できていると思わない

全く実現できていると思わない

わからない

無回答

（％）

実現できている（計）【46.4％】 実現できていない（計）【35.9％】
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

（２）仕事と家庭生活の両立のために必要な環境整備

図表５３　仕事と家庭生活の両立のために必要な環境整備（千葉県）　　　　　　　

資料出所：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

　仕事と家庭生活の両立のために必要と思う環境整備は，「男女が共に家事等の家庭的責任を負う
という意識改革」が45.2％で最も高く，次いで「男女が共に仕事と家庭を両立していくことに対する，
職場・家族など周囲の理解があること」が37.7％，「地域や職場内の保育所，学童保育の整備，保育
時間の延長など保育内容を充実すること」が32.7％となっています。
　性別でみると，「管理職の意識，代替要員の確保など，制度を利用しやすい職場環境を整備する
こと」は男性が女性よりも8.0 ポイント高くなっています。　一方、「男女が共に仕事と家庭を両立して
いくことに対する，職場・家族など周囲の理解があること」は女性が男性よりも4.8 ポイント高くなって
います。
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図表５４ 　有給休暇、育児・介護休業の取りやすさ（千葉県）　　　　　　　

【男性職員】

【女性職員】

資料出所：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

（ｎ＝２１０）

（ｎ＝１８９）

　有給休暇，育児・介護休業の取りやすさは，『取りやすい（計）』は，どの休暇・休業も女性が男性よ
りも高くなっており，女性社員・女性職員は，有給休暇が51.2％，育児休業が43.4％，介護休業が
30.8％，男性社員・男性職員は，有給休暇が44.2％，育児休業が20.8％，介護休業が21.1％となっ
ています。『取りにくい（計）』は，男性社員・男性職員の，育児休業が34.1％，介護休業が30.8％と
なっています。
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取りやすい（計） 取りにくい（計）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

（３）　ワーク・ライフ・バランスと少子高齢化

図表５５　出生率低下の原因（千葉県）

資料出所：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

　出生率が低下している原因は，「結婚しない人が増えた」が69.0％で最も高く，次いで
「収入が低く自分の生活に精いっぱいで子供を持つ余裕がない（子育てに経費が掛か
る）」が60.1％，女性が子育てと仕事を両立させる社会的な仕組み（保育・勤務時間・休
暇制度等）が整っていない」が42.9％となっています。
　性別でみると，「出産・子育てに対する男性の理解・協力が足りず，女性の精神的・肉
体的負担が大きい」は女性が男性よりも7.0ポイント高く，「結婚しない人が増えた」も女
性が6.1ポイント，「女性の高学歴化や社会進出により，結婚年齢が上昇した」も女性が
5.7ポイント高くなっています。
　一方，「収入が低く自分の生活に精いっぱいで子供を持つ余裕がない（子育てに経費が
掛かる）」，「楽をしたい，子育てが面倒という人が増えた」は男性が女性よりも6.5ポイ
ント高く，「男性が子育てと仕事を両立させる社会的な仕組み（保育・勤務時間・休暇制
度等）が整っていない」も男性が4.3ポイント高くなっています。
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42.9 

41.1 

20.6 

18.4 

16.4 

13.0 

4.1 

72.6

57.1

43.1

43.9

18.0

18.5

19.5

11.2

2.5

66.5

63.6

42.9

38.2

24.5

18.4

12.5

15.5

6.1

0% 20% 40% 60% 80%

結婚しない人が増えた

収入が低く，自分の生活に精いっぱいで子供を持つ余裕がな

い（子育てに経費が掛かる）

女性が子育てと仕事を両立させる
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

５　自営業者，家族従業者，起業家等に対する支援

（１）　家族経営協定締結数の推移

図表５６　家族経営協定締結数の推移（千葉県・全国）　

※令和2年の千葉県の家族経営協定締結数の内訳：農業2,038、漁業1
資料出所：千葉県担い手支援課（各年3月31日現在）

資料出所：農林水産省「家族経営協定に関する実態調査」（各年3月31日現在）

＊家族で取り組む農業・漁業経営において，家族の話し合いに基づき経営方針や役割分担，就業条件，就
業環境（労働時間，報酬等）などについて取り決めたもの

　千葉県の家族経営協定＊締結数は，年々増加しています。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

（２）　経営者数及び女性起業数

図表５７　男女別農業経営者数（千葉県・全国）
　（単位：人）

図表５８　農林漁業関連起業活動において女性が主たる経営を担っている経営体数の推移（千葉県）

資料出所：千葉県担い手支援課（各年3月31日現在）

資料出所：農林水産省「2015年農林業センサス」（平成27年2月1日現在）

　「2015年農林業センサス」によると，千葉県の農業経営者に占める女性の割合は6.5％（全国
6.7％）となっています。
　また，担い手支援課の調査によると，地域産物を利用した加工品づくりや直売所での販売，農家レ
ストラン経営などの農林漁業関連起業活動で，女性が主たる経営を担っている経営体数は，高齢化
等により横ばい傾向にあります。その一方で，６次産業化の推進により，経営の多角化を目指す動き
があります。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

６　女性の起業に関する考え方

図表５９　女性の起業に関する考え方（千葉県）

資料出所：千葉県男女共同参画課｢男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

　女性の起業についての考え方を聞いたところ，最も『そう思う※1』と回答した割合が高かったのは
「女性の潜在労働力を活かすことができ，雇用の拡大や社会の活力に資する」で，女性(71.1％)，

男性(73.8％)で，特に男性で『そう思う※1』と回答した割合が高くなっています。

　女性では，「趣味や資格を活かし，好きな仕事ができる」についても『そう思う※1』(69.5％)，『そう

思う※1』と回答した割合は男性(63.6％)に比べ5.9 ポイント高くなっています。

　一方，最も『そう思わない※2』という回答の割合が高かったのは，「時間を有効に使うことができ，

子育て等家庭との両立が図りやすい」で，男女双方とも『そう思う※1』(女性41.9%，男性35.2%)より，

『そう思わない※2』(女性32.7%，男性37.6%)と回答した割合が高くなっています。

※1　ここでいう「そう思う」は，「どちらかといえばそう思う」を含む。
※2　ここでいう「そう思わない」は，「どちらかといえばそう思わない」を含む。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

７　女性活躍の推進についての考え［新規］

図表６０　女性の活躍についての考え方（千葉県）

図表６１　女性の活躍推進に賛成する理由・反対する理由（千葉県）［上位３項目］

〈賛成〉

順位 件数 （％）

1 498 79.6

2 408 65.2

3 328 52.4

〈反対〉

順位 件数 （％）

1 31 62.0

2 21 42.0

3 17 34.0

ｎ＝50（複数回答可）

女性の活躍を推進しない方が良い理由

　女性の活躍についての考えは,『そう思う（計）』が82.8％，『そう思わない（計）』が6.7％と，『そう思
う（計）』が『そう思わない（計）』を大きく上回っています。
　性別でみると,『そう思う（計）』,『そう思わない（計）』で大きな差異はみられないですが,「そう思う」
は，男性が女性よりも7.3ポイント高くなっています。

資料出所：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

   女性の活躍を推進した方がよい理由は，「女性の意見が反映されることにより，多様な視点が加
わり，新たな価値や商品サービスが創造される」が79.6％で最も高く，次いで「男女問わず活躍で
きるようになる」が65.2％，「人材・労働力の確保につながり，社会全体に活力を与えることができ
る」が52.4％となっています。
   女性の活躍を推進しない方がよい理由は，「昇進等は，性別にかかわらず，能力に応じて行うべ
きである」が62.0％で最も高く，次いで「家事も立派な仕事であり，必ずしも外で働く必要はない」が
42.0％，「今より仕事が優先され，家庭生活に支障を来すことが多くなる」が34.0％となっていま
す。

ｎ＝626（複数回答可）

女性の活躍を推進した方が良い理由

　女性の意見が反映されることにより、多様な視点が加わり、新たな価値や商
品サービスが創造される

　男女問わず活躍できるようになる

　人材・労働力の確保につながり、社会全体に活力を与えることができる

　昇進等は、性別にかかわらず、能力に応じて行うべきである

　家事も立派な仕事であり、必ずしも外で働く必要はない

　今より仕事が優先され、家庭生活に支障をきたすことが多くなる

資料出所：千葉県男女共同参画課
　　　　　　「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）
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そう思わない（計）そう思う（計） （％）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

図表６２　職場で仕事内容や待遇面の運用などで男性が優遇されていると思うこと

   職場で仕事内容や待遇面の運用などで男性が優遇されていると思うことは，「昇進、昇格・幹部役
員への登用」が34.6％で最も高く，次いで「賃金」が24.8％，「仕事の内容」が17.3％となって
います。
   性別でみると，「採用」は男性が女性よりも7.0 ポイント高く，「配属先・転勤」も男性が6.0 ポ
イント，「結婚・出産（育児休業）を機とした退職の勧奨がない」も男性が5.8 ポイント，「仕事の
内容」も男性が5.7 ポイント高くなっています。一方，昇進，昇格・幹部役員への登用」は女性が
男性よりも5.7 ポイント高く，「賃金」も女性が5.1 ポイント高くなっています。

資料出所：千葉県男女共同参画課
　　　　　  　「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）
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（％）

37



千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅳ　労働

図表６３　職場で仕事の内容や待遇面の運用や実態で、女性が優遇されていると思うこと

　 職場で仕事内容や待遇面の運用などで女性が優遇されていると思うことは，「時間外労働の負
担」が21.1％で最も高く，次いで「休暇等の取りやすさ」が19.5％，「仕事の内容」が16.0％となってい
ます。
   性別でみると，「時間外労働の負担」は男性が女性よりも16.8 ポイント高く，「休暇等の取りや
すさ」も男性が11.0 ポイント，「仕事の内容」も男性が9.4 ポイント高くなっています。

資料出所：千葉県男女共同参画課
　　　　　　「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅴ　福祉

（１）　保育所等の数と定員数

図表６４　保育所等の数と定員数の推移（千葉県）

　「保育所等利用待機児童数調査」（各年4月1日）   ※H27から認定こども園及び地域型保育事業を含む

図表６５　保育所等の定員と入所児童と待機児童数（千葉県）

資料出所：千葉県子育て支援課　「福祉行政報告例」（各年4月1日）

「保育所入所待機児童数調査（H26まで）」「保育所等利用待機児童数調査（H27から）」

（各年4月1日）　※H27から認定こども園（2・3号）及び地域型保育事業を含む

１　社会全体での子育て，介護支援の促進

　保育所等の数，定員数とも近年大幅に増加する一方，入所を希望する児童数も増加
しています。待機児童数については833人と年々減少していますが，都市部を中心にな
お解消されていません。

資料出所：千葉県子育て支援課　「福祉行政報告例」　（各年4月1日）　※H27から幼保連携型認定こども園(2・3号)を含む

Ⅴ 福祉
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅴ　福祉

図表６６　延長保育を実施している保育所等の数の推移（千葉県）

　　※平成27年度から幼保連携型認定こども園を含む
　　※平成29年度から認定こども園及び地域型保育事業を含む
　　資料出所：千葉県子育て支援課　「市町村保育状況調査」  (各年4月1日）

図表６７　放課後児童クラブの設置状況（千葉県）

※平成27年度から千葉市，船橋市，柏市を含む。

資料出所：千葉県子育て支援課，厚生労働省「放課後児童健全育成事業実施状況調査」 （各年5月1日）　

延長保育＊を実施している保育所等の数は増加傾向にあります。

＊保護者の就労と子育ての両立を支援するため，保育所等で設定する利用時間を超えて児童を預か
ること。

（２）　延長保育の状況

　千葉県の放課後児童クラブ＊の総数は，年々増加しています。

＊市町村を実施主体とし，昼間保護者のいない家庭の小学校の児童等について，遊びを主体とした
支援を行う組織で，学校の空き教室や児童館，保育所，団地の集会所など身近な既存の施設を活用
し，放課後児童支援員等を中心に運営されている。

（３）　放課後児童クラブの状況
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅴ　福祉

（１）　家族形態別に見た高齢者のいる一般世帯割合

女性 男性 夫婦のみの世帯 その他

平成17年 2,304 716 136 91 45 385 208 177 145 48
平成22年 2,512 875 191 125 65 500 270 230 129 54
平成27年 2,604 1,028 258 161 96 605 327 278 109 54

平成17年 100.0 31.1 5.9 4.0 2.0 16.7 9.1 7.7 6.3 2.1
平成22年 100.0 34.9 7.6 5.0 2.6 19.9 10.8 9.2 5.1 2.2
平成27年 100.0 39.5 9.9 6.2 3.7 23.3 12.6 10.7 4.2 2.1

女性 男性 夫婦のみの世帯 その他

平成17年 49,062 17,204 3,864 2,813 1,051 8,414 4,779 3,635 3,647 1,277
平成22年 51,842 19,337 4,790 3,405 1,385 10,011 5,525 4,486 3,174 1,360
平成27年 53,331 21,713 5,927 4,003 1,924 11,740 6,420 5,320 2,701 1,344

平成17年 100.0 35.1 7.9 5.7 2.1 17.2 9.7 7.4 7.4 2.6
平成22年 100.0 37.3 9.2 6.6 2.7 19.3 10.7 8.7 6.1 2.6
平成27年 100.0 40.7 11.1 7.5 3.6 22.0 12.0 10.0 5.1 2.5

資料出所：総務省「国勢調査」（各年10月１日現在）をもとに作成

　国勢調査によると，平成27年の千葉県の65歳以上の者のいる一般世帯は，以下のと
おりです。全国と比較すると高齢者のいる世帯割合が増加していることから，高齢化が
進んでいることが分かります。

図表６９　65歳以上のいる一般世帯数・構成割合（千葉県・全国）

構　　　成　　　割　　　合　　　（単位：％）

世　　帯　　数　（単位：千世帯）

資料出所：総務省「国勢調査」（各年10月１日現在）をもとに作成

65歳以上
の者のいる
一般世帯

単独世帯

構　　　成　　　割　　　合　　　（単位：％）

年　　次

資料出所：総務省　「国勢調査」（各年10月1日現在）

３　高齢者への生活の支援

図表６８　母子世帯数・父子世帯数の推移（千葉県・全国）

２　ひとり親家庭等の状況

　国勢調査によると全国の母子世帯，父子世帯は，ほぼ横ばい状態ですが，千葉県は
若干増加しています。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅴ　福祉

　

　資料出所：厚生労働省「介護保険事業状況報告 月報」（令和2年3月末現在）

図表７０　要支援・要介護認定者の状況（千葉県）

　令和2年3月末の県内の要支援・要介護認定者は，以下のとおりです。75歳以上にな
ると，男性に比べて女性の増加が目立ち，また男性は80歳代前半をピークに減少に転
じるのに対し，女性では80歳代後半まで増え続け，90歳代になると減少していきます。

（２）　年齢階級別の要支援・要介護認定者数
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千葉県における男女共同参画の現状　　Ⅵ　人権

（１）千葉県における相談，一時保護の状況

図表７１　県における相談受理件数 （件）

総数 うちDV 総数 うちDV 総数 うちDV 総数 うちDV

6,542 1,048

(458) (39)

7,306 1,117

(509) (27)

8,016 1,197

(789) (45)

7,253 1,196

(632) (39)

7,688 1,257

(735) (40)

7,514 1,410

(671) (40)

 図表７２　令和元年度相談形態別件数及び割合 （件）

電話相談 うちDV 面接相談 うちDV 総数 うちDV

件数 7,384 2,595 37 35 7,421 2,630

割合 99.5% 98.7% 0.5% 1.3% 100% 100%

件数 6,679 867 835 543 7,514 1,410

割合 88.9% 61.5% 11.1% 38.5% 100% 100%

件数 1,669 962 424 384 2,093 1,346

割合 79.7% 71.5% 20.3% 28.5% 100% 100%

件数 15,732 4,424 1,296 962 17,028 5,386

割合 92.4% 82.1% 7.6% 17.9% 100% 100%

(単位：件）

法律
相談

うちＤＶ
心とからだの

健康
相談

うちＤＶ カウンセリング うちＤＶ
こころの

相談 うちＤＶ

89 74 1 1 496 181 32 16

111 102 0 0 513 185 34 14

75 64 23 18 501 235 26 9

80 72 0 0 377 180 26 15

80 71 0 0 447 260 28 12

73 70 0 0 439 266 31 27

※２ 男性のＤＶ相談件数は被害者のみ。

資料出所：千葉県児童家庭課
※相談件数については，男性女性を含む。

※女性サポートセンターの相談については，専門相談を含み，女性のみ。

※男女共同参画センターの相談については，専門相談を含む。

資料出所：千葉県児童家庭課
※カウンセリングの件数については，男性女性を含む。
 　専門相談は，男女共同参画センター，女性サポートセンターで実施

１．DVについて

○相談件数及び一時保護件数の年次推移

　千葉県における相談件数は１万７千件を超えています。そのうちＤＶについての相談は約５千件あ
り，相談件数全体の約３割となっています。

区分
女性サポートセンター

（婦人相談所）※１
男女共同参画センター
(　）はうち男性件数※２ 健康福祉センター 合　　計

ＤＶ相談の割合

25.5%

２８年度

26.4%

5,344

26.3%

２７年度 2,400 2,276 1,827 20,92711,345

10,091

平成２６年度 12,112 2,781 2,359 1,710 21,013 5,539

2,441 2,162 1,687 20,269 5,325

男女共同参画センター

健康福祉センター

4,748 27.6%

相談形態 合計

女性サポートセンター
（婦人相談所）※

5,027 28.8%

２９年度 7,876 2,149 2,048 1,403 17,177

３０年度 7,680 2,433 2,075 1,337 17,443

資料出所：千葉県児童家庭課
※１ 女性サポートセンター及び男女共同参画センターの相談受理件数は専門相談も含む。

平成30年度

令和元年度

平成29年度

令和元年度 7,421 2,630 2,093 1,346 17,028 5,386 31.6%

合　計

図表７３　専門相談件数

平成26年度

平成27年度

平成28年度

Ⅵ 人権
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千葉県における男女共同参画の現状　　Ⅵ　人権

図表７４　一時保護件数の年次推移

資料出所：千葉県児童家庭課

（２）市町村におけるDV相談受理状況
　

婦人
相談所

警　　察 その他

26年度
8,463
(87.7%)

766
(7.9%)

102
(1.1%)

64
(0.7%)

253
(2.6%)

27年度
7,872
(84.0%)

1,154
(12.3%)

71
(0.8%)

69
(0.7%)

209
(2.2%)

28年度
8,147
(87.7%)

844
(9.1%)

66
(0.7%)

78
(0.8%)

162
(1.7%)

29年度
7,648
(86.6%)

822
(9.3%)

96
(1.1%)

68
(0.8%)

198
(2.2%)

30年度
7,754
(87.6%)

809
(9.1%)

64
(0.7%)

70
(0.8%)

156
(1.8%)

令和元年度
7,888

（86.3%）
924

（10.1%）
89

（1.0%）
67

（0.7%）
172

（1.9%）

資料出所：千葉県児童家庭課

4,939
(52.7%)

4,436
(47.3%)

9,297
4,420
(47.5%)

4,877
(52.5%)

8,853
4,256
(48.1%)

4,597
(51.9%)

4,892
(50.7%)

4,365
(49.4%)

4,467
(50.6%)

8,832

9,648

9,375

年度 総    数

相 談 方 法 処　理　状　況

電  話 来  所
相談情報
提供のみ

庁内機関
処理

他 機 関 へ の 引 継

図表７５　市町村におけるDV相談受理件数 (単位：件）

　令和2年4月現在，54市町村全てにおいてＤＶ相談窓口を整備しています。また，市町村では，相談
窓口以外でもＤＶ相談を受け付けており，ここ数年のＤＶ相談の総数は９千件前後となっています。

4,502
（49.3%）

4,638
（50.7%）
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（３）千葉県警察におけるＤＶ事案の取扱状況

婚姻 1,939 86.8% 女性 2,079 93.0%
内縁 296 13.2% 男性 156 7.0%
婚姻 1,681 88.8% 女性 1,787 94.4%
内縁 213 11.2% 男性 107 5.6%
婚姻 1,860 79.0% 女性 2,155 91.5%
内縁 494 21.0% 男性 199 8.5%
婚姻 2,176 79.8% 女性 2,389 87.6%
内縁 551 20.2% 男性 338 12.4%
婚姻 2,634 79.6% 女性 2,673 80.7%
内縁 677 20.4% 男性 638 19.3%
婚姻 2,534 80.1% 女性 2,516 79.5%
内縁 631 19.9% 男性 649 20.5%
婚姻 2,573 78.4% 女性 2,551 77.8%
内縁 707 21.6% 男性 729 22.2%
婚姻 2,880 77.3% 女性 2,803 75.2%
内縁 845 22.7% 男性 922 24.8%

（単位：件）

事件化 防犯指導
加害者への
指導警告

他機関
引継

保護命令
制度教示

援助 その他

240 1925 1017 227 1212 541 611

163 1861 851 173 832 490 606

242 2,336 1,176 228 980 587 579

238 2,717 1,509 777 800 560 530

287 3,266 1,993 320 498 267 734

253 3,133 2,033 328 466 223 812

213 3,258 2,260 305 432 191 479

231 3,720 2,665 372 271 231 201

資料出所：千葉県警察本部

（４）保護命令の発令状況
　

資料出所：最高裁判所事務総局民事局　（千葉県児童家庭課）
※ＤＶ防止法施行から令和2年3月までの累計

令和元年 7,691

東京 1,806

4

平成28年 7,365

平成29年 7,248

平成25年

5 仙台 1,186

3

1,945

千葉 1,225

計

平成24年 5,773

4,976

平成26年 6,128

平成27年 7,131

保護命令発令件数

　平成13年10月の「ＤＶ防止法」の施行により，被害者の安全確保のため，裁判所は，被害者の申立
てにより加害者を被害者から引き離す「保護命令」が出せることになりました。
　平成13年10月～令和2年3月までの千葉地方裁判所管内の保護命令発令件数は1,225件で，全国
で4番目となっています。

図表７８　保護命令の発令状況 （単位：件）

順位 地方裁判所管内

7,138

資料出所：千葉県警察本部

図表７７　千葉県警察における措置状況（複数計上）

平成28年 3,311

平成29年 3,165

平成30年 3,280

※26年以降は，内縁の件数に，同棲関係にある件数を含む（26年にDV防止法が一部改正され，同棲関係にある相手からの暴力
がDV事案の対象となったため）。

令和元年 3,725

(単位：件）

平成26年 2,354

平成27年 2,727

総　数（対応票作成件数） 加害者との関係

1 大阪 4,292

2 神戸

被害者の性別

平成24年 2,235

　千葉県警察における令和元年のＤＶ事案の相談件数は3,725件で，前年と比べ増加しています。そ
のうち加害者と婚姻関係（元婚姻関係を含む。）にあるものが約８割であり，被害者は女性が多くなっ
ています。また，防犯指導や加害者への指導警告の措置件数は増加しています。

平成25年 1,894

図表７６　千葉県警察におけるＤＶ事案の相談受理状況

平成30年
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２　性犯罪(女性に対する性的暴行事案等）

（１）相談件数

図表７９　千葉県警察本部相談サポートコーナーで受理した性犯罪の相談件数の推移

資料出所：千葉県警察本部

（２）性犯罪の認知件数

図表８０　強制性交等・強制わいせつの認知件数（千葉県）

資料出所：千葉県警察本部

　千葉県における令和元年の強制性交等の認知件数は70件で，強制わいせつの認知件数は261件
であり, 前年と比べ, 強制性交等の認知件数は増加しているが，強制わいせつの認知件数は減少し
ています。

　千葉県警察本部相談サポートコーナーで受理した性犯罪の相談件数は，下のグラフのとおりです。
　性犯罪は，犯罪被害者の心理的ダメージが大きく，他人に相談しにくいことから相談をためらうなど，
潜在性が高いといわれています。
　千葉県警察本部では，女性専用の犯罪被害等の相談窓口「女性被害110番」を運用していたとこ
ろ，平成29年8月3日から性犯罪被害者がより相談しやすい体制を構築するため，各都道府県警察の
性犯罪被害者相談電話窓口につながる全国共通の短縮ダイヤル番号「#8103（ハートさん）」を導入し
たものです。#8103にダイヤルすると発信された地域を管轄する各都道府県警察の性犯罪相談窓口
につながります。性犯罪被害者に対して「あなたの心（ハート）に寄り添う相談電話があるから相談して
みて」という思いを込め，性犯罪110番を設けて性犯罪被害に関する相談対応をしています。

※刑法の一部が改正（平成29年7月13日施行）され，強姦の罪名，構成要件等が改められたことに伴い，「強姦」を「強制性交等」
に変更した。
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図表８１　売春防止法違反の送致状況（千葉県）

３　ストーカー

図表８２　ストーカー事案の認知件数及び措置状況（千葉県） （単位：件）

計 他法令

124 106

110 79

80 56

87 58

113 86

84 64

95 70

74 58

159 1,140

平成25年 550

532 51 819

18

31

24

29

115 677

平成24年 971

平成27年 529 140

平成28年 651 122 1,031

25

27

86 1,142平成29年 731 20

平成30年

資料出所：千葉県警察本部
※ストーカー規制法によらない措置は，複数計上である。

令和元年 437 16 44 707

  千葉県における令和元年のストーカー事案の認知件数は437件であり，前年と比べて減少していま
す。また，ストーカー規制法による警告等の行政措置の件数及びストーカー規制法によらない防犯指
導等の措置の件数についても減少しています。

認知件数

検　　挙 ストーカー規制法に
よる行政措置
（警告・援助）

ストーカー規制法に
よらない措置

（防犯指導・警ら等）ストーカー規制法

資料出所：千葉県警察本部
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図表８３　千葉労働局におけるセクシュアル・ハラスメントの相談・指導件数の推移（千葉県・全国）

セクシュアル・ハラスメント相談・指導件数

千葉労働局 全国 千葉労働局 全国 千葉労働局 全国 千葉労働局 全国

158 7,526 180 6,808 197 7,639 189 7,323

230 3,860 157 4,458 182 4,953 153 4,671

資料出所：千葉労働局 雇用環境・均等室
※セクシュアルハラスメントについて，平成27年度以前と平成28年度以降で算定方法が異なるため，単純比較できない。
※相談者の男女別の件数は把握していない。

　平成19年４月１日に改正男女雇用機会均等法が施行され，事業主に義務づけられてきた職場にお
けるセクシュアル・ハラスメントに関して雇用管理上必要な措置が拡充されるとともに，紛争解決の援
助制度が利用できるようになりました。そのため，平成19年度に相談件数が急増し，その後は減少傾
向にあります。
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図表８４　女性の人権が侵害されていると感じること（千葉県）

資料出所：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

５　女性の人権が侵害されていると感じること

　人権が侵害されていると感じることは,「レイプ（強制性交等）などの性暴力」が86.1％で最も高く，次
いで｢職場等におけるハラスメント」が79.0％，「痴漢等のわいせつな行為」が77.2％となっています。
　性別でみると，「女性の体の一部などを，内容と無関係に使用した広告は女性が男性よりも9.8ポイン
ト高く，「売春・買春・援助交際」も女性が5.8ポイント高くなっています。一方，「つきまといなどのストー
カー行為」は男性が女性よりも3.1ポイント高くなっています。
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６．DVの被害について[新規]

（１）DVの被害経験

図表８５　DVの被害経験（千葉県）

資料出所：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

(ア)身体的暴行：なぐったり，けったり，物を投げつけたり，突飛ばしたりするなど。
(イ)心理的攻撃：人格を否定するような暴言，交友関係や行き先，電話・メールなどを細かく監視したり，
　　　　　　　　長期間無視するなどの精神的嫌がらせ，あるいは，あなたもしくはあなたの家族に危害が
　　　　　　　　加えられるのではないかと恐怖を感じるような脅迫など。
(ウ)性的強要：嫌がっているのに，性的な行為を強要される，見たくないのにポルノ映像等を見せられる，
　　　　　　　避妊に協力しないなど。
(エ)経済的圧迫：生活費を渡されない，貯金を勝手に使われる，外で働くことを妨害されるなど。

　DVの被害経験の全体¨（ア）～（エ）配偶者からの被害経験の有無¨は，『経験がある（計）』が約３人に
１人，「まったくない」が約７割弱となっています。
　性別でみると，¨（ア）～（エ）配偶者からの被害経験の有無¨，各行為全てで『経験がある（計）』は女性
が男性よりも高くなっており，¨（ア）～（エ）配偶者からの被害経験の有無¨を比較すると，女性が14.0ポ
イント高くなっています。
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図表８６　DVの被害経験（千葉県・全国）

図表８７　DV被害の相談有無（千葉県）

図表８８　DV被害の相談有無（千葉県・全国）

資料出所：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

資料出所：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

資料出所：千葉県男女共同参画課「男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査報告書」（令和元年11月）

　内閣府調査と比較すると，「相談した」は，全国では約５割，千葉県では２割半ばとなっており，「相談
しなかった」は，県調査が内閣府調査より21.8ポイント高くなっています。

　DV被害の相談の有無について全体総数で見ると，「相談した」は２割半ば，「相談できなかった」が２
割弱，「相談しようと思わなかった」が５割を超えています。

　内閣府調査と比較すると，『経験がある（計）』は¨（ア）～（エ）配偶者からの経験被害の有無¨で県調
査が内閣府調査よりも5.5ポイント高くなっています。各行為をみると，¨（イ）心理的攻撃¨は県調査が内
閣府調査よりも4.1ポイント¨（ウ）性的強要も県調査が3.3ポイント，¨（エ）経済的圧迫¨も県調査が3.8ポ
イント高くなっています。
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図表８９　合計特殊出生率の推移（千葉県・全国）

資料出所：千葉県健康福祉指導課「千葉県衛生統計年報」，厚生労働省「人口動態統計」

（２）　母の年齢階級別出生数の推移

資料出所：厚生労働省「人口動態統計」

１　出産等に関する状況

　母親の出産年齢と出生数について10年前と比較したところ，平成21年，令和元年とも
30歳から34歳の階級が最も多くなっております。令和元年は20歳～39歳の各階級で減
少している一方，40歳から49歳の各階級が増加しております。

図表９０　母の年齢階級別出生数の推移 （千葉県）                         　　        

（１）　合計特殊出生率の推移

　「人口動態統計」によると，千葉県における合計特殊出生率(一人の女性がその年齢
別出生率で一生の間に生むとしたときの子どもの数に相当)は，平成22年以降はほぼ横
ばいで推移しています。令和元年は 1.28で，前年より減少しています。

Ⅶ 健康

3
355

3,158

10,062

15,065

9,554

2,521

2 0
2

641

5,108

14,283

19,192

10,973

1,602 0 1

0

5,000

10,000

15,000

20,000

～14歳 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 50歳～ 不詳

（出生数・人）

（年齢・歳）

令和元年

平成21年

2.13 
2.31 

2.28 2.03 

1.74 1.75 
1.47 1.36 

1.22 
1.34 1.33 1.32 1.38 1.35 1.34 1.34 1.28 

3.65 

2.37 

2.00 
2.14 2.13 

1.91 
1.75 1.76 

1.54 
1.42 

1.26 1.39 1.43 1.42 1.45 1.44 1.43 1.42 1.36 

 0.5

 1.0

 1.5

 2.0

 2.5

 3.0

 3.5

 4.0

千葉県

全国

52
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図表９１　乳児死亡率
＊ 

の推移（千葉県・全国）

＊乳児死亡：生後１年未満の死亡

図表９２　新生児死亡率
＊ 

の推移（千葉県・全国）

＊新生児死亡：生後４週間未満の死亡
資料出所：厚生労働省「人口動態統計」

（３）　乳児・新生児死亡率の推移

　｢人口動態統計」によると，昭和50年頃まで千葉県の乳児死亡率と新生児死亡率はと
もに急速に低下し，乳児死亡率は平成25年からは2.0～2.3で，新生児死亡率は平成25
年から0.9～1.1で推移しています。

＊乳児死亡：生後１年未満の死亡

資料出所：厚生労働省「人口動態統計」
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅶ　健康

図表９３　周産期死亡率
＊ 

の推移（千葉県・全国）

図表９４　年齢階級別人工妊娠中絶の状況（千葉県）

資料出所：厚生労働省「衛生行政報告例」

＊周産期死亡率：【年間周産期死亡数】÷【年間出産数(出生数＋妊娠満22週以降の死産数)】×1,000
出産1000に対する周産期死亡（妊娠22週以後の死産数に早期新生児死亡を加えたもの）の割合で，国又は地方の産科医療の
水準を表す指標の一つとされている。

資料出所：厚生労働省「人口動態統計」

　令和元年の｢人口動態統計」によると，千葉県の周産期死亡率は3.3であり，ここ数年
はほぼ横ばいです。

（４）　周産期死亡率の推移

　｢衛生行政報告例｣により，千葉県における年齢階級別人工妊娠中絶の状況をみる
と，平成21年から減少し，平成25年からはほぼ横ばいで推移しています。

（５）　人工妊娠中絶の状況
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅶ　健康

資料出所：厚生労働省「人口動態統計」（令和元年）

２　こころとからだの健康

（１）主な死因の構成割合

　令和元年の男女別の死因をみると，男女ともに「悪性新生物（がん）」「心疾患」による
死亡が多くなっており，特に男性でその傾向が強くなっています。

図表９５　千葉県における主要死因の構成割合（女性・男性別）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅶ　健康

資料出所：厚生労働省「令和元年(2019)人口動態統計（確定数）」（令和2年9月17日）

資料出所：厚生労働省「令和元年(2019)人口動態統計（確定数）」（令和2年9月17日）

図表９６　各がんの早世死亡件数の男女比較（千葉県）

図表９７　各がんの早世係数の男女比較（千葉県）

　がんについて，令和元年の早世死亡の件数（65歳未満の死亡数）と早世係数（ある
がんの全死亡に占める早世の比率）を男女で比較すると，女性は，乳がんが件数にお
いて最も多く，子宮がん，卵巣がんとともに女性に特有ながんでは早世係数が他のがん
と比較して，高くなっています。
　一方，男性では，女性に比べ大腸がん，肝臓がん，膵臓がんが件数及び早世係数の
いずれにおいても上回っており，胃がん，肺がんについては早世死亡の件数が多いも
のの，早世係数に大きな男女差はみられません。

（２）各がんの早世死亡数等
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅶ　健康

資料出所：千葉県疾病対策課

資料出所：厚生労働省「人口動態統計」（令和元年）

図表９８　男女別HIV感染者・AIDS患者届出状況（千葉県）

図表９９　男女別，年齢別自殺者数（千葉県）

　自殺者を男女別にみると，全ての年代で男性の割合が高くなっています。
　また，自殺者総数の推移をみると，平成25年から減少傾向となっており，平成30年で
増加に転じましたが，令和元年で再び減少しています。

（４）自殺者の年齢階級別推移

（３）ＨＩＶ感染者・ＡＩＤＳ患者の数

　ＨＩＶ感染者･ＡＩＤＳ患者の新規届出の90％以上を男性が占めています。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅶ　健康

資料出所：厚生労働省「人口動態統計」

図表１００　自殺者数の推移（千葉県）
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅷ　教育

図表１０１　高等学校卒業者の大学・短大への進学者数の推移（千葉県）

資料出所：千葉県統計課「学校基本調査」 （各年3月）

１　大学等への進学の状況

　近年，大学への進学者数は上昇していましたが，この３年間は横ばいの状態が続いて
います。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅷ　教育

図表１０２　大学における専攻分野別に見た学生数の推移（全国 女性・男性別）

資料出所：文部科学省｢学校基本調査（高等教育機関）」（各年3月）をもとに算出

２　専攻分野の状況

　大学進学の専攻分野別にみた学生数の推移をみると，女性は保健分野が増加してい
ます。
男性については平成９年以降，保健分野が増加し，社会科学分野が緩やかに減少して
います。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅸ　国際

１　政策方針決定過程への女性の参画

図表１０３　ジェンダーギャップ指数

経済 教育 健康 政治

0.839 0.999 0.968 0.701

0.798 1.000 0.972 0.598

0.788 1.000 0.977 0.563

0.790 0.996 0.969 0.525

0.671 1.000 0.980 0.565

0.753 1.000 0.970 0.474

0.732 0.998 0.970 0.493

0.681 0.998 0.972 0.527

0.672 0.957 0.973 0.563

0.723 0.972 0.973 0.477

0.691 1.000 0.974 0.459

0.751 1.000 0.971 0.365

0.704 0.999 0.970 0.396

0.756 1.000 0.976 0.164

0.595 0.997 0.969 0.267

0.749 1.000 0.980 0.095

0.651 0.973 0.926 0.154

0.555 0.973 0.980 0.179

0.598 0.983 0.979 0.049

資料出所：世界経済フォーラム「The Gender Gap Report  2020」

＊ 経済分野，教育分野，健康分野及び政治分野のデータから作成され，0が完全不平等，1が完全平等を意味する。

図表１０４　就業者及び管理的職業従事者に占める女性の割合
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数ＧＧＩ（ジェンダーギャップ指数＊）では，2020年日本は153か国中121位であり，
特に経済及び政治の分野において，遅れが目立っています。
　就業の分野では，就業者の女性割合は他国と比べほぼ同じ水準ですが，管理
的職業従事者の女性割合は，他国が３～４割に対し，日本と韓国は１割程度に留
まっています。
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資料出所：内閣府「男女共同参画白書」（令和2年6月）

（備考） １． 総務省「労働力調査（基本集計）」（令和元年），その他の国はILO “ILOSTAT”より作成。

２． 日本，フランス，スウェーデン，ノルウェー，米国，英国，ドイツ及びフィリピンは令和元（2019）年，オーストラリア，シンガ

ポール， 韓国及びマレーシアは平成30（2018）年の値。

３． 総務省「労働力調査」では，「管理的職業従事者」とは，就業者のうち，会社役員，企業の課長相当職以上，

管理的公務員等。また，「管理的職業従事者」の定義は国によって異なる。
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千葉県における男女共同参画の状況　　Ⅸ　国際

２　就業の分野における男女共同参画

図表１０５　女性の年齢階級別労働力率の国際比較

３　家庭における男女共同参画

　我が国の男性が家事や育児に費やす時間は，世界的にみても最低の水準です。

図表１０６　６歳未満の子どもを持つ夫の1日あたり家事・育児時間の国際比較

　日本では依然として結婚，出産，子育て期に就業を中断する女性が多くおり，これ

をいわゆる「Ｍ字カーブ＊」といいます。しかし近年は台形に変わりつつあります。
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資料出所：内閣府男女共同参画局（令和2年6月）

（備考）１． 日本は総務省「労働力調査（基本集計）」（令和元年），その他の国はILO “ILOSTAT”より作成。

いずれの国も令和元（2019）年の値。

２． 労働力率は，「労働力人口（就業者＋完全失業者）」／「15歳以上人口」×100。

３．米国の15～19歳の値は、16～19歳の値。

資料出所：内閣府「男女共同参画白書」（令和2年6月）

（備考）１． 総務省「社会生活基本調査」（平成28年），Bureau of Labor Statistics of the U.S. “American Time Use Survey″（2016）

及びEurostat “How Europeans Spend Their Time Everyday Life of Women and Men″（2004）より作成。

２． 日本の値は，「夫婦と子供の世帯」に限定した夫と妻の１日当たりの「家事」，「介護・看護」，「育児」及び「買い物」の

合計時間（週全体平均）。
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県内市町村における男女共同参画の状況

① 男女共同参画・女性等を名称に冠した男女共同参画業務担当課設置　　５市
　

② 上記以外で男女共同参画の担当部署が組織上位置付けられている　　４９市町村

令和２年度 市町村推進体制

令和2年4月1日現在
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市 町 村 の 状 況
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県内市町村における男女共同参画の状況

令和２年度　千葉県市町村男女共同参画担当課

市町村名 担当課名 住所 ＴＥＬ

千葉市
市民局　生活文化スポーツ部
男女共同参画課

〒260-8722
　千葉市中央区千葉港1-1

043-245-5060

令和2年4月1日現在

船橋市 市民生活部　市民協働課
〒273-0085
　船橋市湊町2-10-25

047-436-2107

館山市 総合政策部　企画課
〒294-8601
　館山市北条1145-1

0470-22-3147直

銚子市 企画財政課　企画室　企画政策班
〒288-8601
　銚子市若宮町1-1

0479-24-8904

市川市
総務部
多様性社会推進課

〒272-0034
　市川市市川1-24-2

047-322-6700

野田市
児童家庭部
人権・男女共同参画推進課

〒278-8550
　野田市鶴奉7-1

04-7125-1111代

茂原市
企画財政部　企画政策課
男女共同・国際化係

〒297-8511
　茂原市道表1

0475-20-1651

木更津市 企画部　地方創生推進課
〒292-8501
　木更津市富士見1-2-1
  スパークルシティ木更津8階

0438-23-8049

松戸市 総務部　男女共同参画課
〒271-0091
　松戸市本町14-10

047-364-8783

東金市 企画政策部　企画課
〒283-8511
　東金市東岩崎1-1

0475-50-1122

旭市 市民生活課　市民生活支援班
〒289-2595
　旭市ニの1920

0479-62-5396

成田市
市民生活部　市民協働課
男女共同参画係

〒286-8585
　成田市花崎町760

0476-20-1507

佐倉市
市民部自治人権推進課
人権・男女平等参画推進班

〒285-8501
　佐倉市海隣寺町97

043-484-1948直

勝浦市 企画課
〒299-5292
　勝浦市新官1343-1

0470-73-6654

市原市
スポーツ国際交流部
人権・国際課

〒290-8501
　市原市国分寺台中央1-1-1

0436-23-9826

習志野市
協働経済部
男女共同参画センター

〒275-0016
　習志野市津田沼5-12-12
　サンロード津田沼5階

047-453-9307

柏市
地域づくり推進部　協働推進課
協働・国際・男女共同参画担当

〒277-0005
　柏市柏1-7-1-301
   DayOneタワー3階パレット柏内

04-7167-1127直

我孫子市
総務部　秘書広報課
男女共同参画室

〒270-1192
　我孫子市我孫子1858

04-7185-1752

鴨川市 経営企画部　経営企画課
〒296-8601
　鴨川市横渚1450

04-7093-7827

流山市
総合政策部　企画政策課
男女共同参画室

〒270-0192
　流山市平和台1-1-1

04-7150-6064

八千代市
企画部　企画経営課
男女共同参画センター

〒276-0033
　八千代市八千代台南1-11-6

047-485-7088

富津市 総務部　企画課
〒293-8506
　富津市下飯野2443

0439-80-1223

浦安市 企画部　多様性社会推進課
〒279-0004
　浦安市猫実1-1-2

047-712-6803

鎌ケ谷市
市民生活部　市民活動推進課
男女共同参画室

〒273-0195
　鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1

047-445-1277直

君津市 市民環境部　市民生活課
〒299-1192
　君津市久保2-13-1

0439-56-1483

四街道市 経営企画部　政策推進課
〒284-8555
　四街道市鹿渡無番地

043-421-6161

袖ケ浦市 市民健康部　市民活動支援課
〒299-0292
　袖ケ浦市坂戸市場1-1

0438-62-3102
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県内市町村における男女共同参画の状況

市町村名 担当課名 住所 ＴＥＬ

八街市 総務部　企画政策課　企画政策班
〒289-1192
　八街市八街ほ35-29

043-443-1114

富里市 総務部　企画課
〒286-0292
　富里市七栄652-1

0476-93-1118

南房総市 市民生活部　市民課
〒299-2492
　南房総市富浦町青木28

0470-33-1005

印西市 市民部  市民活動推進課
〒270-1396
　印西市大森2364-2

0476-33-4431

白井市
市民環境経済部
市民活動支援課
市民活動支援係

〒270-1492
　白井市復1123

047-401-4078

山武市
総務部　企画政策課
企画係

〒289-1392
　山武市殿台296

0475-80-1131

いすみ市 企画政策課　企画班
〒298-8501
　いすみ市大原7400-1

0470-62-1382

匝瑳市 企画課　企画調整班
〒289-2198
　匝瑳市八日市場ハ793-2

0479-73-0081

香取市 生活経済部 市民協働課
〒287-8501
　香取市佐原ロ2127

0478-54-1138

栄町 環境協働課 協働推進室
〒270-1592
　栄町安食台1-2

0476-33-7710直

神崎町 まちづくり課
〒289-0292
　神崎町神崎本宿163

0478-72-2114

大網白里市 地域づくり課　市民協働推進班
〒299-3292
　大網白里市大網115-2

0475-70-0342

酒々井町 住民協働課　活動推進班
〒285-8510
　酒々井町中央台4-11

043-496-1171
（内）362

九十九里町 企画財政課　企画係
〒283-0195
　九十九里町片貝4099

0475-70-3121

芝山町 総務課　行政係
〒289-1692
　芝山町小池992

0479-77-3901

多古町 企画空港政策課　企画政策係
〒289-2292
　多古町多古584

0479-76-5409

東庄町 総務課 庶務係
〒289-0692
　東庄町笹川い4713-131

0478-86-6082

睦沢町 総務課　総務班
〒299-4492
　睦沢町下之郷1650-1

0475-44-2500

長生村 総務課　庶務係
〒299-4394
　長生村本郷1-77

0475-32-2111

横芝光町 企画空港課 企画政策班
〒289-1793
　横芝光町宮川 11902

0479-84-1279

一宮町 企画課　企画係
〒299-4396
　一宮町一宮2457

0475-42-2113

長南町 企画政策課　広報統計係
〒297-0192
　長南町長南2110

0475-46-2113

大多喜町 企画課　企画政策係
〒298-0292
　大多喜町大多喜93

0470-82-2112

白子町 総務課　情報統計係
〒299-4292
　白子町関5074-2

0475-33-2110

長柄町 総務課　庶務秘書係
〒297-0298
　長柄町桜谷712

0475-35-2111

御宿町 企画財政課　企画係
〒299-5192
　御宿町須賀1522

0470-68-2512

鋸南町 総務企画課 企画財政室
〒299-2192
　鋸南町下佐久間3458

0470-55-4801
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県内市町村における男女共同参画の状況

令和２年度　男女共同参画に係る計画策定・条例制定状況

１　市町村における男女共同参画計画策定状況

市町村名
女性活躍推

進
計画の有無

1 千葉市 ○

2 銚子市 ○

3 市川市 ○

4 船橋市 ○

5 館山市 ○

6 木更津市 ○

7 松戸市 ○

8 野田市 ○

9 茂原市 ○

10 成田市

11 佐倉市 ○

12 東金市 ○

13 旭市 ○

14 習志野市 ○

15 柏市 ○

16 勝浦市 ○

17 市原市 ○

18 流山市 ○

19 八千代市

20 我孫子市 ○

21 鴨川市 ○

22 鎌ケ谷市

23 君津市 ○

24 浦安市 ○

25 四街道市

26 袖ケ浦市 ○

27 八街市 ○

28 印西市 ○

29 白井市 ○

30 富里市 ○

31 南房総市 ○

32 匝瑳市 ○

33 香取市 ○

34 山武市 ○

35 いすみ市 ○

36 大網白里市 ○

37 酒々井町 ○

38 多古町 ○

39 東庄町 ○

40 横芝光町 ○

41 大多喜町 ○

２　市町村における男女共同参画条例制定状況

市町村名

1 千葉市

2 市川市

3 佐倉市

4 習志野市

5 市原市

6 我孫子市

7 富津市

男女計画策定市町村　41市町（策定率75.9％）
女性活躍推進計画策定市町村　3７市町（策定率68.5％）

計画名 計画期間

ちば男女共同参画基本計画・第４次ハーモニープラン 平成28年度～令和3年度

第３次銚子市男女共同参画計画 平成30年度～令和4年度

令和2年4月1日現在

木更津市男女共同参画計画（第４次） ～きさらづ共に輝くハートフルプラン～ 平成29年度～令和3年度

松戸市男女共同参画プラン第５次実施計画 平成30年度～令和4年度

第４次野田市男女共同参画計画 令和2年度～令和6年度

市川市男女共同参画基本計画 平成20年度～令和7年度

第３次船橋市男女共同参画計画「ｆプラン」 平成29年度～令和3年度

第４期館山市男女共同参画推進プラン ～誰もがいきいきと活躍できるまちへ～ 平成30年度～令和4年度

第２次東金市男女共同参画プラン 平成28年度～令和2年度

第２次旭市男女共同参画計画 令和元年度～令和5年度

習志野市第３次男女共同参画基本計画 令和2年度～令和7年度

男女ハートフル共生プラン ～茂原市男女共同参画計画（第３次）～ 平成28年度～令和2年度

第３次成田市男女共同参画計画　成田市ＤＶ対策基本計画 平成28年度～令和2年度

佐倉市男女平等参画基本計画（第４期） 平成2年度～令和13年度

流山市第４次男女共同参画プラン 令和2年度～令和6年度

やちよ男女共同参画プラン 平成23年度～令和2年度

我孫子市第３次男女共同参画プラン 令和元年度～令和10年度

第三次柏市男女共同参画推進計画 平成28年度～令和7年度

第２次勝浦市男女共同参画計画 平成30年度～令和8年度

いちはら男女共同参画社会づくりプラン 平成29年度～令和8年度

改訂第２次うらやす男女共同参画プラン 平成29年度～令和3年度

第３次四街道市男女共同参画推進計画 平成26年度～令和3年度

第４次袖ケ浦市男女共同参画計画はっぴープラン 令和元年度～令和5年度

第２次鴨川市男女共同参画計画 平成28年度～令和2年度

鎌ケ谷市男女共同参画推進計画第２次実施計画 平成28年度～令和元年度

第４次君津市男女共同参画計画 平成30年度～令和4年度

富里市男女共同参画計画（第２次）改訂版 平成30年度～令和4年度

第３次南房総市男女共同参画推進計画 令和元年度～令和5年度

第２次香取市男女共同参画計画 令和2年度～令和8年度

第２次八街市男女共同参画計画 平成28年度～令和3年度

第３次印西市男女共同参画プラン 令和元年度～令和5年度

白井市男女平等推進行動計画 平成28年度～令和6年度

第２次匝瑳市男女共同参画計画 平成29年度～令和3年度

東庄町男女共同参画計画 平成28年度～令和2年度

第２次横芝光町男女共同参画計画 令和元年度～令和5年度

条例制定市町村　7市（制定率13.0％）

条例名称 施行日

第３次山武市男女共同参画計画 令和元年度～令和5年度

第２次いすみ男女共同参画プラン 平成29年度～令和3年度

大網白里市男女共同参画計画 平成28年度～令和2年度

多古町男女共同参画推進プラン 平成29年度～令和2年度

酒々井町男女共同参画計画 平成30年度～令和3年度

大多喜町男女共同参画計画 平成28年度～令和2年度

令和2年4月1日現在

習志野市男女共同参画推進条例 平成16年7月1日

市原市男女共同参画社会づくり条例 平成17年4月1日

我孫子市男女共同参画条例 平成18年7月1日

千葉市男女共同参画ハーモニー条例 平成15年4月1日

市川市男女共同参画社会基本条例 平成19年4月1日

佐倉市男女平等参画推進条例 平成15年4月1日

富津市男女共同参画のまちづくり条例 平成21年4月1日
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県内市町村における男女共同参画の状況

① 男女共同参画計画策定市町村　　４１市町

② ①のうち女性活躍推進計画策定市町村　　３７市町

③ 男女共同参画計画未策定市町村　　１３市町村

令和２年度　男女共同参画に係る計画策定状況

令和2年4月1日現在

銚子市

東庄町

多古町

芝山町

栄町

富
里
市

印西市

我孫子市

白井市

柏市

野田市

流
山
市

松
戸
市 鎌ケ谷市

市川市 船橋市

佐倉市

酒
々
井
町

八
千
代
市

習志野市

四街道市

浦安市
千葉市

八
街
市

東金市

九十九里町

大網白里市

茂原市 白子町

長生村

長柄町

一宮町

睦沢町

大多喜町

御宿町

勝浦市

市原市

袖ケ浦市

木更津市

君津市

富津市

館山市

南房総市

香取市

神崎町

成田市

旭市

横芝光町

匝瑳市

長南町

鴨川市

鋸南町

山武市

いすみ市
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県内市町村における男女共同参画の状況

令和２年度　男女共同参画のための総合的な施設設置状況

電話番号

ＦＡＸ番号

043-
209-8771

043-
209-8776

047－322-
6700

047-
322-6888

047-
423-0757

047-
423-3436

047－
364-8783

047-
364-7888

043-
460-2580

043-
460-2582

047-
453-9307

047-
453-9327

04-7167-
1127

04-7165-
7323

047-
485-7088

047-
485-7398

047-
401-0891

047-
401-0892

047-
712-6803

047-
353-1145

市町村名
名　　称

（愛称・通称）

所　在　地　等

郵便番号
ホームページ

住　所

令和2年4月1日現在

船橋市
船橋市男女共同参画
センター

273-0005

船橋市本町1-3-1
フェイスビル5階

https://www.city.funabashi.lg.jp/s
hisetsu/shiminkatsudo/0002/000
3/0001/p011270.html

松戸市
松戸市女性センター
（ゆうまつど）

271-0091

松戸市本町14-10

http://www.city.matsudo.chiba.jp/
shisetsu-
guide/kaikan_hole/yuu_matsudo/

千葉市
千葉市男女共同参画
センター

260-0844
千葉市中央区千葉寺
町1208-2　千葉市
ハーモニープラザ内

http://www.chp.or.jp/danjo/

市川市
市川市男女共同参画
センター　（ウィズ）

272-0034

市川市市川
1-24-2

http://www.city.ichikawa.lg.jp/gen
05/1111000001.html

柏市
柏市男女共同参画セ
ンター

277-0005

柏市柏1-7-1-301
DayOneタワー3階
パレット柏内

http://www.city.kashiwa.lg.jp/sank
akueye/

佐倉市
佐倉市男女平等参画
推進センター（ミウズ）

285-0837

佐倉市王子台1-23
レイクピアウスイ3階

http://www.mews.shiteikanri-
sakura.jp/

習志野市
習志野市男女共同参
画センター
（ステップならしの）

275-0016

習志野市津田沼5-12-
12サンロード津田沼5
階

https://www.city.narashino.lg.jp/j
oho/danjokyodo/index.html

浦安市
浦安市男女共同参画
センター（ルピナス）

279-0004

浦安市猫実1-1-2
浦安市文化会館2階

http://www.city.urayasu.lg.jp/todo
kede/danjo/index.html

八千代市
八千代市男女共同参
画センター

276-0033

八千代市八千代台南
1-11-6　八千代台東
南公共センター4階

http://www.city.yachiyo.chiba.jp/1
02500/index.html

鎌ケ谷市
鎌ケ谷市男女共同参
画推進センター

273-0101

鎌ケ谷市富岡1-1-3
ショッピングプラザ鎌ケ
谷3階

http://www.city.kamagaya.chiba.jp
/sesakumidashi/sesaku-
danjokyoudo/danjo_center/
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県内市町村における男女共同参画の状況

施設設置市町村　　１０市

   

令和２年度　男女共同参画のための総合的な施設設置状況

令和2年4月1日現在

銚子市

東庄町

旭市

匝瑳市

横芝光町

香取市

神崎町

多古町

芝山町

栄町

富
里
市

印西市

我孫子市

白井市

柏市

野田市

松
戸
市 鎌ケ谷市

市川市 船橋市

佐倉市

八
千
代
市

習志野市

四街道市

浦安市 千葉市

八
街
市 山武市

東金市

九十九里町

大網白里市

茂原市 白子町

長生村

長柄町

長南町 一宮町
睦沢町

大多喜町

御宿町

勝浦市

市原市

袖ケ浦市

木更津市

君津市

富津市

鴨川市

鋸南町

館山市

流
山
市

いすみ市

南房総市

酒
々
井
町

成田市
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県内市町村における男女共同参画の状況

令和２年度　審議会等における女性委員の登用状況

102 95 1538 443

23 16 278 63
52 47 773 230
41 35 784 235
36 35 463 132
43 38 614 146
63 59 828 234
44 41 668 275
50 38 597 128
41 33 511 128
39 36 526 140
24 20 297 54
26 25 302 71
43 40 578 168
56 53 915 314
17 15 158 36
67 53 840 198
33 32 504 174
16 15 283 76
60 58 680 229
31 21 260 58
35 27 403 101
37 26 484 107
25 19 313 59
27 24 284 94
36 30 408 125
29 28 409 122
33 22 349 80
38 35 449 108
46 42 545 167
39 33 406 111
30 15 371 54
32 22 406 83
29 23 407 88
31 28 393 102
21 13 226 34
21 17 236 63
15 13 160 34
25 19 246 55
7 3 58 11

21 16 244 39
22 21 236 64
11 8 137 22
7 6 91 19

18 15 249 39
9 7 129 26

12 9 175 33
21 16 266 59
7 5 57 13

13 11 132 29
20 18 232 38
21 17 175 48
14 10 148 26

8 6 71 15

1,667 1,409 21,292 5,600
資料出所：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」

千葉市 28.8

銚子市 22.7
市川市 29.8

地方自治法（第202条の３）に基づく審議会等における登用状況

市町村名
審議会等

数
総委員数

女性比率
（％）

うち
女性委員
を含む数

うち
女性委員
　　　等数

令和2年4月1日現在

松戸市 28.3
野田市 41.2
茂原市 21.4

船橋市 30.0
館山市 28.5

木更津市 23.8

旭市 23.5
習志野市 29.1

柏市 34.3

成田市 25.0
佐倉市 26.6
東金市 18.2

八千代市 26.9
我孫子市 33.7
鴨川市 22.3

勝浦市 22.8
市原市 23.6
流山市 34.5

浦安市 33.1
四街道市 30.6
袖ケ浦市 29.8

鎌ケ谷市 25.1
君津市 22.1
富津市 18.8

富里市 27.3
南房総市 14.6
匝瑳市 20.4

八街市 22.9
印西市 24.1
白井市 30.6

大網白里市 26.7
酒々井町 21.3

栄町 22.4

香取市 21.6
山武市 26.0

いすみ市 15.0

九十九里町 16.1
芝山町 20.9

横芝光町 15.7

神崎町 19.0
多古町 16.0
東庄町 27.1

白子町 22.8
長柄町 22.0
長南町 16.4

一宮町 20.2
睦沢町 18.9
長生村 22.2

26.3

大多喜町 27.4
御宿町 17.6

鋸南町 21.1
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県内市町村における男女共同参画の状況

①

②

③

令和２年度　審議会等における女性委員の登用状況

女性比率３０％以上　　８市町

女性比率２０％～３０％未満　　３５市町村

女性比率１０％～２０％未満　　１１市町

令和2年4月1日現在

銚子市

東庄町

旭市

芝山町

栄町

富
里
市

印西市

我孫子市

白井市

柏市

野田市

松
戸
市 鎌ケ谷市

市
川
市

佐倉市

八
千
代
市

習志野市
四街道市

浦安市 千葉市

八
街
市

東金市

大網白里市

茂原市 白子町

長生村

長柄町

長南町 一宮町
睦沢町

大多喜町

御宿町

勝浦市

市原市

袖ケ浦市

木更津市

君津市

富津市

鴨川市

鋸南町

館山市

流
山
市

いすみ市

南房総市

成田市

香取市
神崎町

匝瑳市

山武市

横芝光町
船橋市

多古町
酒
々
井
町

九十九里町
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県内市町村における男女共同参画の状況

令和２年度　市町村職員における女性管理職の在職状況

448 55 332 37 11.1
31 2 26 2 7.7

186 19 167 18 10.8
182 15 125 14 11.2
41 3 37 2 5.4

127 7 108 7 6.5
342 55 194 22 11.3
97 5 82 5 6.1
54 7 54 7 13.0
94 11 68 8 11.8
86 12 74 12 16.2
46 0 42 0 0.0
30 2 26 2 7.7

201 33 123 20 16.3
259 37 130 19 14.6
17 1 15 1 6.7

160 12 145 12 8.3
88 6 66 3 4.5

121 21 85 6 7.1
101 16 86 16 18.6
32 2 30 1 3.3
91 21 68 14 20.6
87 6 70 6 8.6
54 3 39 3 7.7

126 18 110 18 16.4
71 3 55 1 1.8
92 11 78 6 7.7
44 7 39 6 15.4
62 7 56 7 12.5
39 5 39 5 12.8
38 2 30 1 3.3
39 2 37 2 5.4
33 7 25 3 12.0
44 6 39 5 12.8
49 5 44 4 9.1
24 1 21 1 4.8
46 4 27 1 3.7
25 5 20 2 10.0
28 2 23 2 8.7
9 1 9 1 11.1

38 9 16 1 6.3
11 1 11 1 9.1
14 2 12 1 8.3
14 1 14 1 7.1
25 3 20 1 5.0
17 5 15 3 20.0
10 2 10 2 20.0
14 3 14 3 21.4
16 1 13 1 7.7
10 2 10 2 20.0
16 1 12 1 8.3
14 0 12 0 0.0
12 1 10 1 10.0

9 0 7 0 0.0

3,964 468 3,020 320 10.6
資料出所：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」

令和2年4月1日現在

千葉市 12.3
銚子市 6.5
市川市 10.2

市町村名

管理職の在職状況

管理職
総数

女性比率（％）

うち一般行政職

うち女性
管理職数

管理職
総数

女性比率
（％）

うち女性
管理職数

松戸市 16.1
野田市 5.2
茂原市 13.0

船橋市 8.2
館山市 7.3

木更津市 5.5

旭市 6.7
習志野市 16.4

柏市 14.3

成田市 11.7
佐倉市 14.0
東金市 0.0

八千代市 17.4
我孫子市 15.8
鴨川市 6.3

勝浦市 5.9
市原市 7.5
流山市 6.8

浦安市 14.3
四街道市 4.2
袖ケ浦市 12.0

鎌ケ谷市 23.1
君津市 6.9
富津市 5.6

富里市 5.3
南房総市 5.1
匝瑳市 21.2

八街市 15.9
印西市 11.3
白井市 12.8

大網白里市 8.7
酒々井町 20.0

栄町 7.1

香取市 13.6
山武市 10.2

いすみ市 4.2

九十九里町 14.3
芝山町 7.1

横芝光町 12.0

神崎町 11.1
多古町 23.7
東庄町 9.1

白子町 6.3
長柄町 20.0
長南町 6.3

一宮町 29.4
睦沢町 20.0
長生村 21.4

11.8

大多喜町 0.0
御宿町 8.3

鋸南町 0.0
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県内市町村における男女共同参画の状況

①

②

③

④ 女性管理職なし　３市町

令和２年度　女性管理職の登用状況

女性比率２０％以上　８市町村

女性比率１０％～２０％未満　２０市町

女性比率１％～１０％未満　２３市町

令和2年4月1日現在

銚子市

東庄町

旭市

芝山町

栄町

富
里
市

印西市
白井市

柏市

野田市

佐倉市

八
千
代
市

四街道市

千葉市

八
街
市

茂原市
白子町

長生村

長柄町

長南町
一宮町

睦沢町

大多喜町

御宿町

勝浦市

袖ケ浦市

富津市

鋸南町

館山市

流
山
市

いすみ市

南房総市

香取市

神崎町

匝瑳市

山武市

木更津市

成田市

船橋市

習志野市

浦安市

松
戸
市

横芝光町

多古町

酒
々
井
町

東金市

九十九里町

我孫子市

市
川
市

市原市

鴨川市

君津市

鎌ケ谷市

大網白里市
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● ● ● 第４次千葉県男女共同参画計画の概要 ● ● ● 
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１１  計計画画策策定定のの趣趣旨旨  

第３次千葉県男女共同参画計画の策定から５年が経過し、この間、少子高齢化が急速に進展し、労働力

人口が減少していく中で、地域社会の活性化を図るためには、男女がともに活躍できる環境づくりがます

ます重要となるなど、男女共同参画を取り巻く状況は大きく変化しています。 

こうした中、男女がともに働きやすく、子育てなどがしやすい環境づくりに向けて、子育て・介護への

支援やワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の普及促進等に、より重点的に取り組む必要が      

あります。また、深刻化するＤＶ・児童虐待等の根絶と被害者への支援や、男女共同参画の視点を取り   

入れた防災対策など、昨今の社会状況を踏まえた取組を一層進めていく必要があります。 

本県では、こうした社会環境の変化や課題に対応するため、第４次千葉県男女共同参画計画を策定しま

した。 

２２  計計画画のの位位置置付付けけ  

（１）「男女共同参画社会基本法」に基づく法定計画です。 

また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく推進計画としても位置付けて

います。（該当部分：第２章及び第３章の基本的な課題１～３・７・８、第４章） 

（２）千葉県総合計画「新 輝け！ちば元気プラン」や県の関連諸計画との整合性を図っています。 

３３  計計画画のの期期間間  

○ 基本計画：令和７年度までの１０年間 

○ 事業計画：平成２８年度から令和２年度までの５年間 

誰誰ももがが光光りり輝輝くく元元気気なな千千葉葉県県をを目目指指ししてて  

 

元気で活力ある社会を築いていくためには、 

男女が互いにその人権を尊重しつつ、ともに責任も分かち合い、男性も  

女性も個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会を実現

することが必要です。 

男女がともに認め合い、支え合うパートナーとして、いきいきと活躍でき

る男女共同参画社会は、誰もが大切にされる社会、そして活力ある社会です。 

県では、そうした社会の実現に向け、県民の皆様、団体や企業の方々、  

市町村などと力を合わせ、取り組んでいきます。 

みんなで「誰もが光り輝く元気な千葉県」をつくっていきましょう。 
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計計画画のの体体系系  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 政策・方針決定  
過程における  
男女共同参画の
促進 

〔基本理念〕 
日本国憲法（個人の尊重と法の下の平等） 
男女共同参画社会基本法の５つの基本理念（「男女の人権の尊重」「社会における制度又は慣行についての  
配慮」「政策等の立案及び決定への共同参画」「家庭生活における活動と他の活動の両立」「国際的協調」） 

目標 

６ 生涯を通じた健
康づくりの促進 

① 生涯を通じた男女の健康支援の推進 
② 妊娠・出産等に関する健康支援 

① ひとり親家庭等様々な困難な状況に置かれ
ている人々への対応 

② 高齢者・障害者の自立した生活に対する支援 
③ 外国人が安心して暮らせる環境づくり 

５ 誰もが安心して  
暮らせる環境の 
整備 

Ⅱ安全・安心に
暮らせる社会
づくり 

男
女
が
と
も
に
認
め
合
い
、
支
え
合
い
、
元
気
な
千
葉
の
実
現
を
目
指
し
ま
す 

基本目標 施 策 の 方 向 

 

① ＤＶ・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と 
被害者への支援重点的取組 

② 性に起因する人権侵害を許さない社会環境づくり 
③ メディアにおける女性や子どもの人権への配慮 

４ あらゆる暴力の 
根絶と人権の  
尊重 

８ 男女共同参画の 
視点に立った   
教育・学習の充実 

① 政策・方針決定過程への男女共同参画 
の促進重点的取組 
② 女性の能力発揮への支援 

① 雇用の分野における男女の均等な機会と 
待遇の確保 

② 農林水産業における男女共同参画の促進 
③ 自営業者、家族従業者、起業家等に対する支援 
④ 意欲と能力を生かす再就職に向けた支援 
⑤ 多様な働き方に対する支援 

① 子育て・介護への支援 重点的取組 
② ワーク･ライフ･バランス（仕事と生活の調和）
の普及促進重点的取組 

③ 誰もが健康で安心して働ける環境の整備 
④ 家庭生活における男女共同参画の促進 
⑤ 地域活動における男女共同参画の促進 

重点的取組 

Ⅰあらゆる分野で
男女がともに
活躍できる
環境づくり 

１ ライフステージに
応じた仕事と生
活の調和の促進 

２ 労働の場におけ
る男女共同参画
の促進 

基本的な課題 

① 男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の促進 

② 消防・防災活動における女性の活躍促進 

Ⅲ男女共同参
画社会の実
現に向けた
基盤づくり 

① あらゆる人々にとっての男女共同参画の推進 

重点的取組 
② 男女共同参画に関する調査研究、情報の  

収集・整備・提供 

７ 男女共同参画へ
の意識づくり 

① 学校教育・社会教育等における男女共同参画
の啓発・推進 

② 多様な選択を可能にし、個性を伸ばす教育・  
学習の充実 

９ 防災分野におけ
る男女共同参画
の促進 



● ● ● 第４次千葉県男女共同参画計画の概要 ● ● ● 
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重重点点的的取取組組  

（１）子育て・介護への支援 

家庭において子育て・介護を行う家族の支え合いを補い、子育て・介護を行う人の孤立感・負担感

を軽減するため、支援を行う体制の整備に努めます。 

（２）ワーク･ライフ･バランス（仕事と生活の調和）の普及促進 

仕事と生活の両立がしやすい環境づくりに向けた意識啓発等に取り組みます。 

（３）地域活動における男女共同参画の促進 

男女双方の積極的な地域活動への参画を促進し、地域の活性化を図ります。 

（４）政策・方針決定過程への男女共同参画の促進 

県の審議会等における女性委員の積極的登用など、政策・方針決定過程への男女共同参画を促進  

します。 

（５）ＤＶ・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援 

ＤＶや児童虐待等、あらゆる暴力の根絶を図るための広報啓発に努めるとともに、被害者支援に 

関わる関係機関の連携を強化し、支援の充実を図ります。 

（６）あらゆる人々にとっての男女共同参画の推進 

男女共同参画が、女性、男性、高齢者、若者、子ども等あらゆる人々にとって必要だということを

理解してもらうため、積極的に広報啓発活動を推進します。 

 

千
葉
県
男
女
共
同
参
画
推
進
懇
話
会 

国・他都道府県 

連携・協力 

市町村・県民・民間団体 

・千葉県男女共同参画推進連携会議 
・千葉県男女共同参画推進連携会議 女性活躍推進特別部会 
（女性活躍推進法に基づく協議会に位置付け） 

・千葉県男女共同参画社会づくりネットワーク会議 
・千葉県男女共同参画地域推進員 

男女共同参画課 

男女共同参画センター 

推推進進体体制制  

千葉県 

連携・協働 

千葉県 

男女共同参画 

推進本部 





 

 

第４次千葉県男女共同参画

計画に係る事業の実績 

 





事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

1 ○
保育所施設整備の助成
【子育て支援課】

14市69か所に対し助成予定 16市町68か所

2 ○
認定こども園施設整備の助
成
【子育て支援課】

14市25か所に対し助成予定 10市15か所

3 ○
放課後児童クラブへの助成
【子育て支援課】

54市町村1,446か所に対し助成予定 ５４市町村１，４７８か所 2,281,000 2,135,362

4 ○
病児保育事業への助成
【子育て支援課】

36市町184か所に対し助成予定 ３７市町村２１８か所 409,000 414,383

5 ○

幼稚園・小学校の教員､保
育士等による研究協議等の
実施
【（教）学習指導課 】

公私立幼稚園教諭、小学校の教員、保育士等を
参加対象とする幼稚園教育課程研究協議会を
年2回実施する。

令和元年度第１回幼稚園教育課程研究協議会
では、１７５名の幼稚園教諭等が参加し、各
テーマに基づいて協議を行った。また、第２回
幼稚園教育課程研究協議会では、１０４名の幼
稚園教諭等に対し、幼児期の運動習慣の重要
性や障害のある幼児への対応についての講義
を実施した。

0 0

6 ○
幼稚園における預かり保育
の推進
【学事課】

幼稚園の教育時間の前後や休業期間中（土日
祝日・長期休業）に、園児を幼稚園内で過ごさせ
る「預かり保育」を実施する学校法人立等幼稚
園に対し人件費を補助することにより、保護者の
育児負担の軽減及び仕事と生活の調和の促進
を図る。

通常日預かり保育に対する人件費の補助【257
園／277,727千円】
長期休業日預かり保育に対する補助【223園／
69,955千円】
土日祝日預かり保育に対する補助【18園／
3,307千円】
合計258園に対し350,989千円を交付

383,000 350,989

7 ○
放課後等デイサービス事業
の充実
【障害福祉事業課】

新規事業所の指定、既存事業所を含め、必要に
応じ管理・運営の適性化のため指導を行い、提
供されるサービスの充実を目指す。

新規事業所の指定により、放課後等デイサー
ビス事業者の量的拡大を図るとともに、サービ
ス内容に係る情報提供・運営体制等に関する
自己評価、保護者による評価、評価及び改善
内容の公表が各事業者に浸透するよう指導を
行った。

0 0

8 ○
障害児短期入所の充実
【障害福祉事業課】

強度行動障害者（児）や重症心身障害者（児）を
受け入れた短期入所事業所に対し報酬の加算
を行う。

強度行動障害者（児）や重症心身障害者（児）
を受け入れた短期入所事業所に対し報酬の加
算を行いました。

6,000 5,147

9 ○
「ちばMy Style Diary」事業
【子育て支援課】

結婚から妊娠・出産、子育てまでの切れ目のな
い支援として、県や市町村からの支援情報の提
供や、健康・育児に関する相談受付などを行うス
マートフォン用アプリを配信する。

アプリダウンロード者数
21,683人
（令和2年3月31日時点）
※アンインストール数を含まない

18,000 17,594

10 ○
子どもの医療費助成の実施
【児童家庭課】

子どもの保健施策の充実及び保護者の経済的
負担の軽減を図るため、子どもの疾病に係る医
療費について、市町村が行う医療費助成に要す
る経費を助成する。
・助成対象
入院　中学校３年生まで・　通院　小学校３年生
まで
・自己負担　入院１日、通院１回につき300円・所
得制限　児童手当に準拠・支給方法　現物給付

給付実績
・延べ件数   6,978,826 件
・延べ日数   9,719,936 日
（県基準）入院：中学校3年生まで、通院：小学
校3年生まで
・所得制限　児童手当に準拠

6,700,000 5,733,503

11 ○
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護サービスの普及
【高齢者福祉課】

介護を必要とする高齢者の在宅生活を支えるた
め、日中と夜間を通じて介護と看護の両方の
サービスを受けることができる「定期巡回・随時
対応型訪問介護看護」サービスの普及を図る。
○「市町村が実施する施設整備事業」又は「民
間事業者が実施する施設整備事業に対し市町
村が補助する事業」に対して市町村に交付す
る。
○開設時から安定した質の高いサービスを提供
する体制整備等を支援するため、施設開設の６
か月前の準備に必要な人件費等の経費につい
て、市町村が自ら運営する施設のために充当又
は民間事業者に補助する事業に対して市町村
に交付する。

○民間事業者が実施した施設整備事業1市1施
設に対する市の補助事業に対して交付金を交
付した。（5,940千円）
○民間事業者が新たに施設を開設した4市5施
設に対する市の開設準備経費補助に対して交
付金を交付した。（66,588千円）

341,460 78,198

12 ○
特別養護老人ホーム等の
施設整備
【高齢者福祉課】

社会福祉法人及び市町村が整備する定員30名
以上の広域型特別養護老人ホーム等に対して
補助を行う。

社会福祉法人が整備する特別養護老人ホーム
6市7施設516床の整備に対して補助を行った。
（2,130,300千円）
R2年度に完成する特別養護老人ホーム8市10
施設790床の整備に対して概算払を行った。
（355,500千円）

2,670,300 2,485,800

13 ○
福祉・介護人材の確保と定
着促進
【健康福祉指導課】

2025年に約28千人の介護職員が不足すると言
われている中、就業促進事業、潜在有資格者再
就業促進事業、マッチング機能強化事業、キャリ
アアップ研修支援事業、千葉県留学生受入プロ
グラムによる外国人介護人材の就業促進等の
福祉・介護人材の確保・定着事業を実施する。

就業促進事業、マッチング機能強化事業、キャ
リアアップ研修支援事業、千葉県留学生受入プ
ログラムによる外国人介護人材の就業促進等
の福祉・介護人材の確保・定着事業を実施し
た。

291,293 127,735

第４次千葉県男女共同参画計画　施策進行管理票

事業
番号

1,744,365

【基本目標Ⅰ　あらゆる分野で男女がともに活躍できる環境づくり】
　基本的な課題１　ライフステージに応じた仕事と生活の調和の促進
　　施策の方向①　子育て・介護への支援

重点 事業名

令和元年度

3,982,000
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事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

14 ○

男女共同参画に積極的に
取り組んでいる事業所の表
彰
【男女共同参画課】

女性の登用・職域拡大や仕事と家庭の両立支
援等に積極的に取組んでいる県内の事業所を
公募により募集し、表彰を行う。
また、受賞事業所については、千葉県男女共同
参画推進連携会議 産業部会において、取組の
発表等を行い、県のホームページに掲載するな
ど幅広く周知する。

令和元年度は、3事業所より応募があり、審査
の結果、学校法人東邦大学（医療センター佐倉
病院・習志野キャンパス）が知事賞、社会福祉
法人光福祉会　ひかり保育園、土佐工業株式
会社が奨励賞を受賞した。

47 28

15 ○

普及セミナーの開催
（平成29年度より「ワーク・ラ
イフ・バランスセミナーの開
催」）
【雇用労働課】

事業番号16と統合。 ━ 0 ━

16 ○

両立支援アドバイザーの企
業派遣
（平成29年度より「働き方改
革アドバイザーの養成及び
派遣」）
【雇用労働課】

働き方改革への取り組みを希望する企業に対し
て、働き方改革アドバイザーを派遣し、業務改善
等のアドバイスを行う。
併せて、働き方改革アドバイザー派遣事業の活
用を促すことを兼ねて、働き方の見直しに関心
のある企業等を対象としたセミナー・シンポジウ
ムを計３回開催する。
また、テレワーク体験付きセミナーの開催等、テ
レワークの導入支援も実施する。

働き方改革への取り組みを希望する企業に対
して、働き方改革アドバイザーを派遣し、業務
改善等のアドバイスを行った。
併せて、働き方改革アドバイザー派遣事業の
活用を促すことを兼ねて、働き方の見直しに関
心のある企業等を対象としたセミナー・シンポジ
ウムを計3回行った。
○アドバイザー派遣：23社（延べ82回）
○企業向け働き方改革セミナー
専門家によるセミナーを2回開催した。
○ちば「働き方改革」公労使シンポジウム
働き方改革に関する有識者による基調講演、
企業の事例発表、パネルディスカッションを内
容とするシンポジウムを1回開催した。
また、テレワーク体験付きセミナーの開催等、
企業におけるテレワークの導入支援も実施し
た。
○テレワーク体験付きセミナー
疑似体験付きセミナーを1回開催した。
○テレワークの専門家派遣：3社（延べ9回）

15,400 14,805

17 ○
“社員いきいき！元気な会
社”宣言企業の募集・公表
【雇用労働課】

社員の仕事と家庭の両立支援に積極的に取り
組んでいる企業を募集し、県のホームページ等
で「“社員いきいき！元気な会社”宣言企業」とし
て広く紹介する。

社員の仕事と家庭の両立支援に積極的に取り
組んでいる企業を募集し、県のホームページ等
で「“社員いきいき！元気な会社”宣言企業」と
して広く紹介した。
令和元年度宣言企業72社公表
延べ889社公表

200 0

18 ○
両立支援制度に関する周知
広報
【雇用労働課】

企業の人事労務担当者等を対象とした働き方改
革に関するセミナー等の中で、両立支援に関す
る制度や助成金を周知する。

企業の人事労務担当者等を対象とした働き方
改革に関するセミナーの中で、両立支援に関す
る制度や助成金を周知した。

0 0

19 ○

県職場における仕事と家庭
の両立が可能な職場環境
の整備
【総務課】
【（教）教育総務課】
【（教）教職員課】
【（警）警務課】

・「千葉県職員育児・看護のための両立支援ハ
ンドブック」や新規採用職員研修、育児休業取得
者セミナー等により、更なる制度の周知及び啓
発に努めていく。【総務課】
・在宅勤務及びサテライトオフィス勤務につい
て、試行の実施により明らかになった、事前事後
の手続きが煩雑である等の課題に対応したうえ
で、再度試行を実施し、本格導入を目指す。【行
政改革推進課】
・「千葉県教育委員会職員育児・看護のための
両立支援ハンドブック」の掲載内容について見
直しを行うとともに、庁内ホームページや所属へ
の通知等を通じて、更なる制度の周知及び啓発
に努めていく。【（教）教育総務課】
・職員の意思を尊重しつつ、必要な配慮や支援
を行うことで、育児・介護等をしながら活躍できる
環境の整備を推進する。
・育児休業を取得した職員の復職前の不安払拭
に努め、円滑な職場復帰を支援するため研修会
を実施する。【（警）警務課】

【（教）教育総務課】「千葉県教育委員会職員育
児・看護のための両立支援ハンドブック」や新
規採用職員研修、育児休業取得者セミナー等
により、制度の周知及び啓発に努めた。
【総務課】・「千葉県職員育児・看護のための両
立支援ハンドブック」や新規採用職員研修、育
児休業取得者セミナー等により、更なる制度の
周知及び啓発に努めた。
・在宅勤務及びサテライトオフィス勤務の試行
(R1.7.22～R2.3.31)を実施し、効果や課題を把
握した。また、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大防止のため、在宅勤務を積極的に推進
した。【行政改革推進課】
【警務課】　仕事と育児・介護との両立に対する
理解を浸透させるため、幹部職員に対する部
外講師教養のほか、育児休業者及びその配偶
者（警察職員）に対する「仕事と育児の両立支
援セミナー」を実施し、円滑な職場復帰を支援
するとともに、男性職員の育児参画の必要性の
理解を促進した。

395

【(教)教育総務
課】

0

【総務課】
275

20
労働安全衛生に係る意識高
揚の促進
【雇用労働課】

全国労働衛生週間に合わせて市町村及び県の
関係機関に趣旨の周知と広報の協力を依頼す
る。千葉県産業安全衛生会議の関係機関と協
力して活動する。

全国労働衛生週間に合わせて市町村及び県
の関係機関に趣旨の周知と広報の協力を依頼
した。千葉県産業安全衛生会議の関係機関と
協力して活動した。

100 100

21
働く人のメンタルヘルス特別
相談の実施
【雇用労働課】

労働者の不安やストレスなどの心の健康に関す
る相談に、メンタルヘルスの専門家が対応する。

労働者のメンタルヘルスに関する相談14件に
対応した。

施策コード33
の予算に含む

施策コード33
の予算に含む

22
ワークルール講座の開催
【雇用労働課】

安心して長く働き続けられるためには、実際の
就労に役立つ労働法の基礎知識を身につける
ことが大切であることから、若者を対象に、労働
法の基礎等ワークルールを学ぶ機会を提供す
る。

○県立高校12校に社会保険労務士を派遣し、
ワークルール講座を開催した。 442 441

　　施策の方向③　誰もが健康で安心して働ける環境の整備

　　施策の方向②　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の普及促進
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事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

23
子育て支援講座､親子講座
の開催
【（教）生涯学習課】

5講座実施予定。
・子育て広場「すくすく」24回
・子育て講演会1回
・おはなし夢空間11回
・子ども科学教室4回
・親子ものづくり教室3回

5講座28回実施（中止16回）。
・子育て広場「すくすく」14回（中止10回）
・子育て講演会（中止）
・おはなし夢空間6回（中止５回）
・子ども科学教室4回
・親子ものづくり教室4回
※中止は，消防設備故障による休所のため

350 259

25 ○
千葉県男女共同参画地域
推進員制度の充実
【男女共同参画課】

各市町村で活躍する地域推進員を増やす。
・地域推進員設置市町村数：43市町村 63名
(H30.12.31現在)
・県内6地域で推進員の企画によるフォーラム等
を実施予定 12事業程度

県内６地域で、推進員の企画によるフォーラム
等を13実施した。

2,307 1,033

26 ○
ちば県民活動ＰＲ月間
（11/23～12/23）の実施
【県民生活・文化課】

多くの県民にNPOやボランティアのことを知って
いただくため、「ちば県民活動PR月間（11/23～
12/23）」を設けて、市町村やNPOと連携・協力
し、普及啓発活動を県内各地域で集中的に展開
する。

ちば県民活動ＰＲ月間賛同行事として、期間内
に開催される市町村・市民活動団体の普及啓
発イベントの広報支援を、18市町で行われた20
行事、市民活動団体3団体に行った。

0 0

27 ○
ホームページ､メールマガジ
ンを活用した広報啓発
【県民生活・文化課】

県内のNPO・ボランティア団体の運営や活動を
進めるうえで必要な情報を収集し、提供するとと
もに、県民が自主的な地域貢献活動に参加しや
すくするため、NPOやボランティアに関する情報
を「千葉県NPO・ボランティア情報ネット」やメー
ルマガジンにより配信する。

【アクセス件数】
・県ホームページ（「千葉県NPO・ボランティア情
報ネット」関連ページ）ページビュー数：388,964
件
【情報発信件数】
・民間団体等からの助成情報：90件
・千葉県が募集しているボランティア情報：22件

0 0

28 ○
地域づくり情報広場におけ
る情報提供
【政策企画課】

インターネットを通じて、各地域で活動している
地域づくり団体の特色ある取組を中心に地域活
動等の情報提供を行う。

地域づくり情報広場に、特色ある地域活動団体
を284団体掲載した。また、本サイトへの令和元
年度のアクセス件数は64,786件となった。

0 0

29 ○
高齢者等の地域活動への
参画支援
【高齢者福祉課】

千葉県生涯大学校において、
○地域活動につながる学習内容とする。
○指定管理者と県で管理運営について連携を
図る。
○指定管理者、市町村と連絡会議を開催し、情
報共有を図る。
○各学園にコーディネーターを配置し、卒業生
の地域活動の参加を支援する。
○各学園で卒業生団体を組織化するよう努め
る。

千葉県生涯大学校において、
○学習について、地域活動につながる実践的
な学習内容に見直した。
○運営協議会において、指定管理者と県で管
理運営について意見を交わし、連携を図った。
○各学園にコーディネーターを９ 名配置し、卒
業生の地域活動の参加を支援した。
○各学園で卒業生団体の組織化を進めた。

285,000 285,000

30 ○
観光人材の育成支援
【観光企画課】

増加が見込まれる外国人観光客等にも満足い
ただけるような先進的なおもてなしについて情報
を共有する研修「海外観光ゲストへのおもてなし
力向上事業」及び外国語観光ボランティアガイド
の養成講座を実施する。

外国人観光客等にも満足いただけるような先
進的なおもてなしについて情報を共有する研修
「海外観光ゲストへのおもてなし力向上研修」
(全18回、受講者356名)を実施し、また、外国人
観光客の受入体制整備を図るため、「外国語
観光ボランティア養成講座」（4地域各1回開催
受講者135名）を実施した。

12,500 12,056

施策コード169
の予算に含む

　　施策の方向④　家庭生活における男女共同参画の推進

　　施策の方向⑤　地域活動における男女共同参画の促進

【男女共同参画シンポジウム＆ネットワーク会
議】
　講演会として、油井　文江先生による「誰もが
活躍チャレンジ！いまどき仕事の選び方、働き
方」と堀　正仁先生による「副業が福業を呼ぶ
あなたの働き方改革」と、ネットワーク会議を
行った。
【関係機関との連携講座】
・大学等との連携
千葉商科大学、日本政策金融公庫、一般財団
法人ＳＦＣフォーラム、はじめてＷＥＢと連携し、
「女性のための起業チャレンジセミナー」と題
し、女性の起業支援講座を２日間実施した。１
日目は、上田　将史先生による講義を行い、２
日目には上田　将史先生による講義の他に、
パソコンを使った実習の時間を設けた。実習の
講師には、山本　和泉先生をお呼びした。
・地域団体との連携
千葉県医師会と連携して、「人生の選択と終い
方」をテーマに、医師による講演とお話し会を実
施した。
【女性リーダー養成講座】
地域活動の場などにおいて、リーダーとして活
躍する人材育成を目的とし、「女性が働くこと」
をテーマに、それぞれの女性の目標に合わせ
て、就労・就農・起業とジャンルを分けて講座を
行った。　（全５回）

男女共同参画の意識啓発のためのシンポジウ
ム、自己啓発（スキルアップ）講座及び関係機関
と連携した専門的講座を開催し、男女共同参画
についての啓発と県民の交流を図る。
○男女共同参画シンポジウム&ネットワーク会議
○関係機関と連携した男女共同参画に関する
専門講座
・大学等との連携講座
・地域団体等との連携講座
○女性リーダー養成講座
・女性の起業・就労・就農支援講座
・防災女性リーダー養成のための講座実施事業

男女共同参画センターにお
ける学習・研修の実施
【男女共同参画課】

24
施策コード169
の予算に含む

79



事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

31
女性の活躍推進セミナー等
の開催
【雇用労働課】

企業の人事労務担当者や一般県民を対象に実
施する、「労働大学講座」の一科目として、女性
の活躍推進に資するような内容の講座を扱う。

「労働大学講座」において、女性活躍推進を含
む働き方改革の講座を実施し、77名が参加し
た。

88
77

（講座1回分）

32

男女共同参画に積極的に
取り組んでいる事業所の表
彰
【男女共同参画課】

女性の登用・職域拡大や仕事と家庭の両立支
援等に積極的に取組んでいる県内の事業所を
公募により募集し、表彰を行う。
また、受賞事業所については、千葉県男女共同
参画推進連携会議 産業部会において、取組の
発表等を行い、県のホームページに掲載するな
ど幅広く周知する。

令和元年度は、3事業所より応募があり、審査
の結果、学校法人東邦大学（医療センター佐倉
病院・習志野キャンパス）が知事賞、社会福祉
法人光福祉会　ひかり保育園、土佐工業株式
会社が奨励賞を受賞した。

47 28

33
労働相談の実施
【雇用労働課】

専門の相談員が労働問題全般について、労働
問題解決に向け具体的なアドバイスを行う。

労働相談実績
○一般労働相談（2,125件）
○特別労働相談（45件）
・弁護士による特別労働相談(31件)
・働く人のメンタルヘルス相談(14件)

9,709
8,632

34
“社員いきいき！元気な会
社”宣言企業の募集と公表
【雇用労働課】

社員の仕事と家庭の両立支援に積極的に取り
組んでいる企業を募集し、県のホームページ等
で「“社員いきいき！元気な会社”宣言企業」とし
て広く紹介する。

社員の仕事と家庭の両立支援に積極的に取り
組んでいる企業を募集し、県のホームページ等
で「“社員いきいき！元気な会社”宣言企業」と
して広く紹介した。
令和元年度宣言企業72社公表
延べ889社公表

200 0

35
事例発表会（セミナー）の開
催
【雇用労働課】

働き方改革について普及啓発を図るため、働き
方の見直しに関心のある企業等を対象としたセ
ミナー・シンポジウムを開催する。

働き方改革について普及啓発を図るため、働き
方の見直しに関心のある企業等を対象としたセ
ミナーを開催した。
○企業向け働き方改革セミナー
専門家によるセミナーを2回開催した。
○ちば「働き方改革」公労使シンポジウム
働き方改革に関する有識者による基調講演、
企業の事例発表、パネルディスカッションを内
容とするシンポジウムを1回開催した。

施策コード
16の予算に含

む

施策コード
16の予算に含

む

36
農山漁村女性団体ネット
ワークの活動支援
【担い手支援課】

　農業・畜産業・林業・水産業の各分野の女性団
体が連携して農林水産業での男女共同参画を
推進するため、各団体と関係機関で構成される
ネットワーク組織「千葉県農山漁村女性団体ネッ
トワーク」における、リーダー会議や研修会の開
催などの活動を支援する。

千葉県農山漁村女性団体ネットワークの幹事
会であるリーダー会議を開催し、団体の活動方
針等を協議した。
研修会には、団体会員のほか関係機関など計
174名の参加があり、経営の多角化に女性の
活力を生かすため、食農ビジネスの先進事例
の講演と県内農林漁業者の優良事例発表を行
い、男女共同参画に対する意識の向上を図っ
た。
また、改選を控えている市町村及び農業協同
組合に対し、女性登用の要望書を提出した。

230 207

37

農山漁村男女共同参画地
区推進会議の運営
【担い手支援課】

　農山漁村の男女共同参画の推進母体である
農山漁村男女共同参画地区推進会議は、県、
市町村、関係団体等により構成され、事務局とし
て農業事務所が運営に当たっている。農業事務
所は、地区ごとの実情に合わせて男女共同参画
の推進に関する関係機関・団体等との連携活動
や研修会等を実施する。

県内１０農業事務所において、農山漁村男女共
同参画地区推進会議やセミナーを開催した。地
区推進会議では、地区の実情に合わせて、農
業・畜産業・林業・水産業の代表者が参加し、
合意形成を図った。
男女共同参画を推進するための地区セミナー
では、地域で活躍している女性が事例発表や
講演を行い、女性の経営参画及び社会参画推
進等の意識向上を図った。

440 280

38
農山漁村の女性リーダー等
の活動支援
【担い手支援課】

　農山漁村における男女共同参画推進のリー
ダーである農山漁村いきいきアドバイザーをは
じめとした地域リーダー等の活動の支援を行う。

女性の農林水産業従事者の経営参画及び社
会参画を促進するため、県域女性農業者組織
の活動支援及び国や団体等が開催する研修
会へ派遣を行った。

170 10

39
パートナーシップ型農業経
営体の育成
【担い手支援課】

　作業効率化や就業条件整備等の農業労働改
善をめざす研修会、６次産業化につながる起業
活動についての研修会等を実施し、パートナー
シップ型農業経営体の育成を目指す。

女性農業者の経営参画促進のための研修会、
起業家や起業志向者を対象とした技術向上研
修会、労働生産性向上のための作業環境等に
関する研修会等を県域及び各地区で開催し、
パートナーシップ型農業経営体の育成を図っ
た。

2,210 961

　基本的な課題２　労働の場における男女共同参画の促進
　　施策の方向①　雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保

　　施策の方向②　農林水産業における男女共同参画の促進
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事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

40
次世代女性農業者育成の
ための研修会の開催
【担い手支援課】

　若手女性農業者の資質向上研修、交流会等を
開催し、県内若手女性農業者の掘り起こしと主
体的な経営参画の推進を図る。

若手女性農業者を育成するための研修会を各
地域で開催し、経営参画に必要な知識・技術の
習得、交流会の開催による情報交換等の支援
を行った。

350 546

41
林業関係女性活動グループ
の支援
【森林課】

林業女性グループによる、地域活動・生産活動
等を支援する。（林業普及指導事業の一部）

イベント出展支援及び他県のグループの活動
に係る情報提供を行った。

60 49

42
指導的林業者育成支援
【森林課】

林業経営に関して他の模範となるような知識・技
術を持ち、林業後継者の指導にも意欲のある女
性を指導林家・林業士として認定する。また、林
業技術の普及及び林業経営向上のための支援
を行う。（林業普及指導事業の一部）

女性を含む林業活動グループに対し、林業技
術に関する知識・技術の向上のための支援等
を行った。

160 95

43

女性漁業者の経営参画およ
び地域活動促進に向けた研
修会の開催
【水産課】

漁村女性の積極的な漁業経営や地域社会づくり
への参加を促進させて、漁村地域での男女共同
参画の推進を図るため、女性漁業者等を対象と
した男女共同参画研修会を開催する（年1回）。

男女共同参画に係る研修会を1回開催した（６
月）。

50 17

44
女性漁業者の資質向上を図
るための活動支援
【水産課】

女性の積極的な漁業経営への参画、地域社会
活動の活性化を促すため、漁協女性部等、漁村
女性の集団活動等で中心的に活動し、漁村女
性の育成指導に取り組んでいる女性漁業士に
対して、資質向上を目的として女性漁業士交流
会への参加支援（年1回）を行う。

岩手県で開催された女性漁業士交流会に参加
する女性漁業士1名を支援した。

103 93

45
中小企業者及び起業者に
対する経営相談の実施
【経営支援課】

チャレンジ企業支援センターにおいて、公認会
計士、中小企業診断士等の専門家及び職員に
よる指導、助言を行う窓口相談を実施する。

おおむね予定どおり。 4,544 3,967

46
中小企業者及び起業者に
対する融資
【経営支援課】

中小企業の資金繰り支援及び起業・創業の活
性化のため、金融機関、信用保証協会及び商工
団体等と連携し、長期かつ固定金利で融資を行
う。

融資実績は、23,147件（前年度比100.8%）、
246,249百万円（前年度比107.7%）であった。

190,000,000 126,400,000

47

中小企業者及び起業者に
対する創業､経営革新､
事業継続計画及び事業承
継セミナーの開催
【経営支援課】

チャレンジ企業支援センターにおいて、中小企
業者が抱える経営上の課題等の解決のための
セミナーを開催する。

おおむね予定どおり。 1,175 1,440

48
起業機運の向上､起業家の
支援
【経営支援課】

ちば起業家大賞ビジネスプランコンペティション
の実施、起業家応援イベントの開催、地域起業
交流会、フォローアップ、啓発・情報発信を行う。

・ビジコン応募数68件
・起業家応援イベント参加者数2500人
・地域交流会参加者数580人

16,700 16,700

49
市町村等における創業支援
の取組への助成
【経営支援課】

― ―

50
「千葉県ジョブサポートセン
ター」における再就職支援
【雇用労働課】

主に中高年や子育て中の女性の再就職の促進
及び就職後の定着を図るため、就労個別相談、
再就職支援セミナーを実施する。
また、主に正社員での再就職を希望する女性求
職者に対して、女性チャレンジ応援事業として、
個人のニーズや能力に応じた再就職支援プログ
ラム等を実施する。

主に中高年や子育て中の女性を対象とし、就
労相談や再就職支援セミナー、企業と求職者
の交流会等を行ったほか、県内各地でも市町
村と共催の出張セミナーなど各種の就労支援
を実施した。
また、女性チャレンジ応援事業として、個人の
ニーズや能力に応じた再就職支援プログラム
を実施した。

59,232 59,224

51
女性の再就職支援に係る関
連情報の提供
【雇用労働課】

再就職支援のため「働きたい女性のための応援
サイト」での情報発信を実施する。

サイトの内容を充実させるため、一部見直しを
行い、情報発信を行った。

0 0

52
離職者等を対象とした職業
訓練
【産業人材課】

離職者等を対象とした職業訓練コース約２３０
コース　定員４,６００人

離職者等を対象とした職業訓練コース209コー
ス 3,209人

1,433,520 718,391

　　施策の方向③　自営業者､家族従業者､起業家等に対する支援

　　施策の方向④　意欲と能力を生かす再就職に向けた支援
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事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

53
内職求人情報の提供
【雇用労働課】

事業所からの内職求人情報のＷｅｂページ掲載
申込みを受けて、情報を掲載するとともに電話
等の問合わせに対し情報を提供する。

事業所からの内職求人情報のＷｅｂページ掲載
申込みを受けて、情報を掲載するとともに電話
等の問合わせに対し情報を提供した。
令和元年度新規掲載4件
令和元年度電話対応312件

0 0

54
「千葉県ジョブサポートセン
ター」における再就職支援
【雇用労働課】

主に中高年や子育て中の女性の再就職の促進
及び就職後の定着を図るため、就労個別相談、
再就職支援セミナーを実施する。
また、主に正社員での再就職を希望する女性求
職者に対して、女性チャレンジ応援事業として、
個人のニーズや能力に応じた再就職支援プログ
ラム等を実施する。

主に中高年や子育て中の女性を対象とし、就
労相談や再就職支援セミナー、企業と求職者
の交流会等を行ったほか、県内各地でも市町
村と共催の出張セミナーなど各種の就労支援
を実施した。
また、女性チャレンジ応援事業として、個人の
ニーズや能力に応じた再就職支援プログラム
を実施した。

59,232 59,224

55
関連情報の提供
【雇用労働課】

再就職支援のため「シニア＜高齢者＞のための
就労支援サイト」での情報発信を実施する。

サイトの内容を充実させるため、一部見直しを
行い、情報発信を行った。

0 0

56 ○
県が設置する審議会等への
女性登用促進
【男女共同参画課】

委員の改選にあたって、事前協議を実施し、女
性の登用を働きかける。
意識を高めるため、個々の審議会等毎の女性
の登用状況及び女性登用率の低い理由を県Ｈ
Ｐで公表する。

・改選3か月前を目途に、女性委員登用のため
の事前協議を早期に実施するよう、事務連絡を
送付した。
・女性委員の登用状況及び女性登用率の低い
理由を県ホームページで公表した。
・県の審議会委員の改選時の事前協議時期
が、人選が固まった後に実施されていた実態を
改善するため、庁内HP行政改革推進課のペー
ジの中の男女共同参画課の事前協議のページ
において、実施時期の前倒しを明記した「事前
協議実施手順書」を作成するなどの改修を行っ
た。

0 0

57 ○
県の女性人材リストの充実
【男女共同参画課】

県の審議会委員の改選時及び市町村等に女性
人材リストの利用を働きかける。
女性人材リストの充実を図るため、市町村等に
情報提供を依頼し、新たな人材を登録する。

・政策・方針決定の場への女性委員の登用促
進を図るため、県の審議会委員の改選時、千
葉県推進本部幹事会及び市町村担当者会議
で千葉県女性人材リストの活用を働きかけた。

0 0

58 ○
女性職員の登用推進
【総務課､関係各課】

引き続き、職員意向調査等により、職員の個人
的な事情を把握したうえで、任用や人事配置を
図り、女性職員がやりがいを持って働くことので
きる職場環境づくりを推進する。

・女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計
画「千葉県女性職員活躍推進プラン」を平成28
年4月に策定し、管理職又は役付職員に占める
女性割合について数値目標を定め、女性職員
の積極的な登用を推進した。
・令和2年4月の定期人事異動においても、女性
職員についての職域拡大を進め、組織の中枢
となるポストへの配置も行った。

0 0

59 ○
女性警察職員の登用推進
【（警）警務課】

・既存の配置ポストにとらわれることなく、女性警
察官の能力・実績等を踏まえた適材適所の人事
配置を推進する。
・各種研修会の開催により、女性職員の昇任意
欲の醸成を図る。

　女性職員に対し、「リーダー育成セミナー」を
開催し、長期的なキャリア形成の視点を持ち、
ライフプランを想定した業務の在り方等につい
ての教養を実施するなど、昇任意欲の醸成を
図った。

247 140

60 ○
女性教職員の登用推進
【（教）教育総務課､教職員
課】

　県の施策を積極的に展開するため，職員の意
欲・能力等を十分考慮に入れた適材適所の配
置を基本に，男女区別のない登用を促進する。
また，研修による意識改革や人材開発に引き続
き努めるとともに，管理職候補となる主幹教諭を
含めた主任層への女性職員の積極的な登用に
ついて，校長会議等を通じて伝えていく。

　校長・副校長・教頭の女性登用数は，平成２９
年度４２８名，平成３０年度４７０名，令和元年度
５３４名と毎年増加してきている。令和元年度の
割合は１９．１％で前年比２．５ポイント増とな
り，全国平均１８．６％を０．５ポイント上回って
いる。
　令和元年度に主幹教諭として配置した女性職
員は７３名で，前年度より８名の増加となってい
る。引き続き，主幹教諭の機能を生かして，組
織の活性化につながる取組等を進める。

0 0

61 ○

男女共同参画に積極的に
取り組んでいる事業所の表
彰
【男女共同参画課】

女性の登用・職域拡大や仕事と家庭の両立支
援等に積極的に取組んでいる県内の事業所を
公募により募集し、表彰を行う。
また、受賞事業所については、千葉県男女共同
参画推進連携会議 産業部会において、取組の
発表等を行い、県のホームページに掲載するな
ど幅広く周知する。

令和元年度は、3事業所より応募があり、審査
の結果、学校法人東邦大学（医療センター佐倉
病院・習志野キャンパス）が知事賞、社会福祉
法人光福祉会　ひかり保育園、土佐工業株式
会社が奨励賞を受賞した。

47 28

　基本的な課題３　政策・方針決定過程における男女共同参画の促進
　　施策の方向①　政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

　　施策の方向⑤　多様な働き方に対する支援
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事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

62 ○
女性の活躍推進セミナー等
の開催
【雇用労働課】

企業の人事労務担当者や一般県民を対象に実
施する「労働大学講座」の一科目として、女性の
活躍推進に資するような内容の講座を扱う。

「労働大学講座」において、女性活躍推進を含
む働き方改革の講座を実施し、77名が参加し
た。

88
77

（講座1回分）

63 ○
農山漁村女性団体ネット
ワークの活動支援
【担い手支援課】

　農業・畜産業・林業・水産業の各分野の女性団
体が連携して農林水産業での男女共同参画を
推進するため、各団体と関係機関で構成される
ネットワーク組織「千葉県農山漁村女性団体ネッ
トワーク」における、リーダー会議や研修会の開
催などの活動を支援する。

千葉県農山漁村女性団体ネットワークの幹事
会であるリーダー会議を開催し、団体の活動方
針等を協議した。
研修会には、団体会員のほか関係機関など計
174名の参加があり、経営の多角化に女性の
活力を生かすため、食農ビジネスの先進事例
の講演と県内農林漁業者の優良事例発表を行
い、男女共同参画に対する意識の向上を図っ
た。
また、改選を控えている市町村及び農業協同
組合に対し、女性登用の要望書を提出した。

230 207

64 ○

農山漁村男女共同参画地
区推進会議の運営
【担い手支援課】

　農山漁村の男女共同参画の推進母体である
農山漁村男女共同参画地区推進会議は、県、
市町村、関係団体等により構成され、事務局とし
て農業事務所が運営に当たっている。農業事務
所は、地区ごとの実情に合わせて男女共同参画
の推進に関する関係機関・団体等との連携活動
や研修会等を実施する。

県内１０農業事務所において、農山漁村男女共
同参画地区推進会議やセミナーを開催した。地
区推進会議では、地区の実情に合わせて、農
業・畜産業・林業・水産業の代表者が参加し、
合意形成を図った。
男女共同参画を推進するための地区セミナー
では、地域で活躍している女性が事例発表や
講演を行い、女性の経営参画及び社会参画推
進等の意識向上を図った。

440 280

65 ○
農山漁村の女性リーダー等
の活動支援
【担い手支援課】

　農山漁村における男女共同参画推進のリー
ダーである農山漁村いきいきアドバイザーをは
じめとした地域リーダー等の活動の支援を行う。

女性の農林水産業従事者の経営参画及び社
会参画を促進するため、県域女性農業者組織
の活動支援及び国や団体等が開催する研修
会へ派遣を行った。

170 10

66 ○
農業協同組合の女性役員
の登用促進
【団体指導課】

女性農業者は地域農業の振興や農業経営の発
展、6次産業化の展開に重要な役割を担ってお
り、女性の声を事業運営に反映できるよう、政
策・方針の決定過程への女性の参画を一層拡
大する必要がある。農業協同組合における女性
役員の登用拡大を目指し、農業協同組合に女
性役員登用を要請する。

農業協同組合の女性役員の登用について、文
書、検査やヒアリング時に要請を行った。役員
未登用の農業協同組合に対しては、組合長を
訪問し女性役員登用を要請した。

0 0

67 ○
女性農業委員等の登用促
進
【農地・農村振興課】

農業委員の改選時期を迎える市町村に要請を
行うとともに、研修会・会議等の機会を通じて、
女性の参画の必要性等について周知活動を行
う。

・女性の登用ゼロの農業委員会数
　3⇒1
・女性農業委員数
　86⇒89

0 0

68
自己啓発・人材養成セミ
ナーの開催
【男女共同参画課】

男女共同参画センターで、自己啓発（スキルアッ
プ）講座を開催する。
○女性リーダー養成講座

【女性リーダー養成講座】
地域活動の場などにおいて、リーダーとして活
躍する人材育成を目的とし、「女性が働くこと」
をテーマに、それぞれの女性の目標に合わせ
て、就労・就農・起業とジャンルを分けて講座を
行った。　（全５回）

施策コード169
の予算に含む

施策コード169
の予算に含む

　　施策の方向②　女性の能力発揮への支援
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事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

69 ○
DV相談カード等の作成配布
【男女共同参画課】

被害者への相談窓口の周知を図るため、DV相
談カード、相談ステッカーを作成し、市町村や県
の関係機関等に配布する。また、県内高等学校
在学中の１年生を対象にデートDV相談カード
を、３年生を対象にデートDV啓発リーフレットを
配布する。
その他、家庭に向けた啓発用パンフレットを作
成・配布する。

被害者への相談窓口の周知を図るため、ＤＶ相
談カードを作成し、市町村や県内の病院、銀
行、各市町村、健康福祉センター等に約
360,000枚配布した。また、県内高等学校在学
中の生徒（１年生）を対象にデートＤＶ相談カー
ドを、県内高等学校在学中の生徒（３年生）を対
象にデートＤＶ相談リーフレットを約60,000枚づ
つ配布した。
その他、家庭に向けた啓発用パンフレットを作
成し、1歳半健診、就学児健診での配布に加
え、新たに小・中学生、高校生のいる世帯の保
護者向けに配布した。

1,797 1,948

70 ○
街頭キャンペーンの実施等
による県民への意識啓発
【男女共同参画課】

県民に対しDVに対する理解と認識を深めてもら
うことを目的に、11月12日から25日の「女性に対
する暴力をなくす運動」期間中に関係機関等と
協働し、DV防止と児童虐待防止を呼び掛ける街
頭キャンペーンを行うとともに、各市町村と連携
して自治会の回覧板を活用した啓発チラシの供
覧配布などを行い県民の意識の向上を図る。

11月12日から25日の「女性に対する暴力をなく
す運動」期間中の11月12日(火）にそごう千葉
店前広場、11月１７日（日）にニッケコルトンプラ
ザ、１２月７日（土）イオンモール八千代緑ヶ丘
にて、関係機関と協働して、ＤＶ防止と児童虐
待防止を呼び掛ける街頭キャンペーンを行い、
啓発グッズを約６,000セット配布した。また、各
市町村と連携して自治会の回覧板やイベントを
活用したＤＶ防止啓発チラシの供覧配布などを
行い県民に周知を促した。

934 924

71 ○
セミナーの開催等によるDV
予防教育の推進
【男女共同参画課】

DV予防教育の一環として、「若者のためのDV予
防セミナー」を県内の高等学校等のうち参加を
希望した学校に対して実施する。

ＤＶ予防教育の一環として、「若者のためのＤＶ
予防セミナー」を県内の高等学校、大学併せて
54回実施した。参加した生徒の人数は16,944
人で、実施した学校からは高い評価を得てい
る。

1,375 1,350

72 ○
配偶者暴力相談支援セン
ターにおける相談
【男女共同参画課】

県内15ヵ所の配偶者暴力相談支援センターにお
いて、配偶者等からの暴力、子育て、生き方など
女性及び男性が抱える様々な悩みや問題に対
し、相談者自身が自らの力で解決していけるよう
に支援するため、電話や面接、カウンセリングに
よる相談事業を実施する。
また、法律やこころ(精神)に関わる問題につい
て、弁護士や精神科医が助言する女性のため
の専門相談を併せて実施する。

県内15ヵ所の配偶者暴力相談支援センターに
おいて、来所1,296件、電話15,732件、合計
17,028件の相談があった。配偶者等からの暴
力、子育て、生き方など女性及び男性が抱える
様々な悩みや問題に対し、相談者自身が自ら
の力で解決していけるように支援するため、電
話や面接、カウンセリングによる相談事業を実
施した。
また、法律やこころ(精神)に関わる問題につい
て、弁護士や精神科医が助言する女性のため
の専門相談を併せて実施した。

129,215 120,622

73 ○
女性サポートセンターにお
ける一時保護
【男女共同参画課】

DV被害者の状況に応じた適切な一時保護を実
施する。

ＤＶ被害者をはじめとした保護が必要な女性を
一時保護するとともに、関係機関と連携し退所
後の自立に向けたきめ細かい支援を実施し
た。一時保護件数111件（うちＤＶ97件）

54,695 43,680

74 ○
DV職務関係者への研修
【男女共同参画課】

新任基礎３回、新任応用３回、経験者３回、自立
支援スキルアップ１回、被害者支援スキルアップ
１回、DVによる子どもへの影響等に関する研修
１回の職務関係者研修を実施する。

新任基礎3回
　4/17,5/8,5/31　386名参加
新任応用3回
　6/11,6/18,7/9  279名参加
経験者3回
　9/18,10/17, 10/29  161名参加
自立支援スキルアップ1回
          6/24    98名参加
被害者支援スキルアップ１回
　　　　9/17　　98名参加
DVによる子どもへの影響１回
　　　　12/23　　137名参加

683 482

75 ○
DV被害者の生活再建支援
【男女共同参画課】

一時保護を受けたDV被害者が入所中に転宅先
選定に行く際の同行や、退所後に裁判所や役
所、病院等へ行く際の同行、転宅先での生活環
境整備の支援等に加え、支援に当たるサポー
ターの資質向上のための研修を民間支援団体
に委託して実施する。

一時保護を受けたＤＶ被害者が入所中に転宅
先選定に行く際の同行や、退所後に裁判所や
役所、病院等へ行く際の同行、転宅先での生
活環境整備の支援等を民間支援団体に委託し
て実施した。
また、支援に当たるサポーターに対して研修を
実施した。
　コーディネート業務：1件
　同行支援：1回
　研修：1回

1,090 776

基本目標Ⅱ　安全・安心に暮らせる社会づくり
　基本的な課題４　あらゆる暴力の根絶と人権の尊重
　　施策の方向①　DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援
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事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

76 ○

DV・ストーカー事案対策の
推進
【（警）子ども女性安全対策
課】

引き続き、ＤＶ・ストーカー事案対応の推進に努
める。

　ストーカー・DV事案等の被害者に対し、リーフ
レットを活用した法制度や警察がとり得る措
置、防犯対策等の教示及び関係機関と連携し
た一時避難への支援を実施した。また、携帯用
緊急通報装置の貸出しを実施し、被害者の保
護対策に努めた。

1,004 660

77 ○
児童相談所虐待防止体制
の強化
【児童家庭課】

増加・深刻化する児童虐待の防止に向け、児童
相談所体制を整備し、児童虐待の未然防止、早
期発見・対応、被虐待児童及び保護者等への
フォローアップについて総合的な施策の推進を
図る。
・児童虐待等電話相談
・携帯電話による連絡体制の整備
・保護者不在児童等健康診断料
・児童虐待家庭支援専門員の配置
・一時保護所に心理療法担当職員を配置
・被虐待児等訪問心理療法等事業
・被虐待児等へのグループ指導事業
・保護者へのカウンセリング指導
・一時保護児童への歯科医師による診察等事業
・家族関係支援事業
・ふれあい心の友訪問事業

増加・深刻化する児童虐待の防止に向け、児
童相談所体制を整備し、児童虐待の未然防
止、早期発見・対応、被虐待児童及び保護者
等へのフォローアップについて総合的な施策の
推進を図った。
・子ども家庭110番
・児童虐待等電話相談
・携帯電話による連絡体制の整備
　（携帯電話維持費）
・保護者不在児童等健康診断料
・児童安全確認等対応職員の配置
・一時保護所児童処遇改善促進事業
・被虐待児童等へのグループ指導事業
・保護者カウンセリング強化事業
・一時保護児童口腔内衛生改善事業
・家族関係支援事業
・ふれあい心の友訪問事業

109,915 101,837

78 ○
児童相談所専門機能の強
化
【児童家庭課】

増加・深刻化する児童虐待の防止に向け、児童
相談所の専門性を強化し、児童虐待の未然防
止、早期発見・対応、被虐待児童及び保護者等
へのフォローアップについて総合的な施策の推
進を図るとともに関係機関への助言機能の強化
を図る。
・アドバイザー養成研修
・児童相談所職員派遣研修
・児童相談所専門性強化研修
・児童虐待法律アドバイザー
・児童虐待対応専門委員
・児童虐待対応協力医師

増加・深刻化する児童虐待の防止に向け、児
童相談所体制を整備し、児童虐待の未然防
止、早期発見・対応、被虐待児童及び保護者
等へのフォローアップについて総合的な施策の
推進を図った。
・アドバイザー養成研修
・児童相談所職員派遣研修
・児童相談所専門性強化研修
・児童虐待対応法律アドバイザー
・児童虐待対応専門委員
・児童虐待対応協力医師

29,227 39,802

79 ○
児童虐待対策関係機関の
強化
【児童家庭課】

増加・深刻化する児童虐待の防止に向け、児童
虐待の通告窓口となる市町村等関係機関の支
援体制を強化するとともに各機関同士の連携強
化を行い、児童虐待の未然防止、早期発見・対
応、被虐待児童及び保護者等へのフォローアッ
プについて効果的な体制の構築を図る。
・児童虐待対応職員法定研修
・市町村等児童虐待相談職員研修
・児童虐待防止対策担当管理職研修
・市町村母子保健担当者研修
・児童虐待対応地域リーダー養成研修
・関係機関研修（教育・医療機関向け）

増加・深刻化する児童虐待の防止に向け、児
童虐待の通告窓口となる市町村等関係機関の
支援体制を強化するとともに各機関同士の連
携強化を行い、児童虐待の未然防止、早期発
見・対応、被虐待児童及び保護者等へのフォ
ローアップについて効果的な体制の構築を図
る。
・市町村等児童虐待相談職員研修
・児童虐待防止対策担当管理職研修
・市町村母子保健担当者研修
・児童虐待対応地域リーダー養成事業
・教育機関・医療機関研修

10,878
（1,782）

（）内は該当部
分に係る分

9,429
（889）

（）内は該当部
分に係る分

80 ○
子ども虐待防止地域力の強
化
【児童家庭課】

　児童虐待防止に向けた啓発活動「オレンジリ
ボンキャンペーン」を展開し、県民に児童虐待に
ついて正しい知識と理解を深める機会を提供す
るとともに、通告義務や相談機関の周知を図る。

児童虐待防止に向けた啓発活動「オレンジリボ
ンキャンペーン」を展開し、県民に児童虐待に
ついて正しい知識と理解を深める機会を提供
するとともに、通告義務や相談機関を周知し
た。

10,000 31,564

81 ○
児童相談所支援システムの
充実
【児童家庭課】

児童相談所職員が児童相談に迅速かつ漏れな
く対応できるよう、ＩＴ化による児童相談業務の改
善を図り、児童相談所支援システムの適切な運
用管理及び必要な機能の追加を行う。

児童相談所職員が児童相談に迅速かつ漏れ
なく対応できるよう、ＩＴ化による児童相談業務
の改善を図り、児童相談所支援システムの適
切な運用管理及び必要な機能の追加を行っ
た。

9,161 5,916

82 ○
社会福祉審議会社会的養
護検討部会の開催
【児童家庭課】

児童福祉法に基づき、児童虐待の防止及び社
会的養護に関する知事の諮問事項の審議、被
措置児童等虐待の防止等に関する審議を行う。

児童福祉法に基づき、児童虐待の防止及び社
会的養護に関する知事の諮問事項の審議、被
措置児童等虐待の防止等に関する審議を行っ
た。

1,900 4,904

83 ○
家庭等における暴力対策
ネットワーク会議の開催
【児童家庭課】

家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連
絡会議を年１回開催する。

家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連
絡会議１回開催
 1月23日　３０機関参加

0 0

84 ○
市町村DV担当課長会議の
開催
【児童家庭課】

市町村のDV基本計画の策定及び配暴センター
整備にかかる働きかけを行うとともに、DV対策
に係る認識の共有を図り、より円滑な被害者の
支援につなげるため、市町村DV対策担当課長
及び担当者会議を県内４地域で開催する。

市町村ＤＶ対策担当課長及び担当者会議を４
地域で開催し、市町村基本計画策定編、配偶
者暴力相談支援センター機能整備編及び関係
機関との連携を促進するネットワーク編からな
る「市町村応援マニュアル」を活用し、ＤＶ対策
に係る認識の共有を図った。また基本計画未
策定の市町村へ個別訪問による働きかけを
行った。

0 0
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事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

85 ○
市町村児童虐待防止ネット
ワーク機能の強化
【児童家庭課】

専門的人材の確保が困難な市町村に学識経験
者や精神科医等の専門家を派遣して「要保護対
策地域協議会」の実効性を高め、関係機関連携
のネットワークの充実強化を図る。

専門的人材の確保が困難な市町村に学識経
験者や医師等の専門家を派遣して要保護児童
対策地域協議会の実効性を高めるとともに、関
係機関連携のネットワークの充実を図った。

960 655

86 ○
千葉県要保護児童対策協
議会の開催
【児童家庭課】

児童虐待について、平成22年7月に発足した「千
葉県要保護児童対策協議会」を活用し、関係機
関の連携強化及び情報の共有を図る。

児童虐待について、平成22年7月に発足した
「千葉県要保護児童対策協議会」を活用し、関
係機関の連携強化及び情報の共有を図った。

98 0

87 ○
児童虐待防止医療ネット
ワーク事業
【児童家庭課】

児童虐待の早期発見及び深刻化を未然防止す
るため、千葉県こども病院に委託し、中核的な医
療機関を中心として、児童虐待対応のネットワー
ク作りや保健医療従事者の教育等を行い、医療
機関における児童虐待対応の向上を図る。

児童虐待の早期発見及び深刻化を未然防止
するため、千葉県こども病院に委託し、中核的
な医療機関を中心として、児童虐待対応のネッ
トワーク作りや保健医療従事者の教育等を行
い、医療機関における児童虐待対応の向上を
図った。

4,432 4,432

88 ○
児童虐待事案における関係
機関との連携強化
（警）少年課

警察と児童相談所等の連携を強化し、児童の安
全確認と安全確保を最優先とした対応を推進す
る。

　児童相談所等との合同研修を実施し、連携強
化、対応能力の向上を図った。
　警察から児童相談所へ通告した児童数は、
延べ４，６７６人であった（令和元年中）。

118 120

89 ○

犯罪被害者等からの相談等
の充実
【くらし安全推進課】
【（警）警務課】

社会全体で犯罪被害者等（被害者本人及びそ
の家族・遺族）を支援していく体制づくりを進め
る。
・犯罪被害者支援員養成講座
・県・市町村相談関係機関職員研修
・犯罪被害者週間啓発キャンペーン
等の実施。

・「犯罪被害者等のための相談窓口等のご案
内」リーフレット15,000部、ポスター1,000部を作
成・配布した。
・県民向けの犯罪被害者支援員養成講座を実
施した。（入門編59名、初級編20名受講）
・県・市町村相談関係機関職員研修を実施し
た。（合計86名受講）
・犯罪被害者週間に合わせ、ＪＲ千葉駅、ＪＲ船
橋駅、県警音楽隊定期演奏会会場における
キャンペーンのほか、「千葉県民のつどい」
（300名参加）を開催した。
・令和元年度から犯罪被害者支援コーディネー
ト業務を開始し、各々の犯罪被害者等に合った
支援を提供できるように努めた。

5,559 5,466

90 ○
民間被害者支援団体への
相談業務委託
【（警）警務課】

引き続き、被害者支援業務（電話相談業務）を、
公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターに
委託し、適切な相談対応を図る。また、同セン
ターと連携して、カウンセリング、病院・裁判所等
への付添い支援のほか、被害者支援に関する
広報啓発活動等を推進する。

　公益社団法人千葉犯罪被害者支援センター
に被害者支援業務（電話相談業務）を委託し、
適切な相談対応を行った。

4,392 4320

91 ○

社会全体で犯罪被害者を支
える意識を醸成するための
広報活動等の推進
【（警）警務課】

中学校、高等学校、大学、警察署犯罪被害者支
援連絡協議会等において、犯罪被害者遺族等
による講演会を開催し、犯罪被害者支援に関す
る理解や配慮などの意識のかん養を図る。

－ 0 0

92 ○
学校等における犯罪被害者
遺族等による講演会の開催
【（警）警務課】

　県内の中学校、高校、大学及び警察署犯罪
被害者支援連絡協議会において、犯罪被害者
遺族等による講演会を16回開催した。

122 100

93 ○

性暴力・性犯罪被害者に対
するワンストップ支援の体制
の構築
【くらし安全推進課】

ワンストップ支援センターとして性犯罪・性暴力
被害者に対する支援を行っている団体に対して
事業費助成を行うとともに、被害者が安心して相
談できる、きめ細やかな支援を提供するため、
関係機関・団体との連携強化を図る。

・「ちさと」「ＣＶＳ」に対して補助金を交付した。
・協議会、ケース会議、医療従事者連絡会を実
施して、関係機関との連携強化に努めた。

25,287 18,855

94
人権問題講演会やメディア
等による啓発活動
【健康福祉政策課】

差別意識や偏見をもたない「心のバリアフリー」
を達成するため、講演会・研修会の主催や、広
告等の活用等により啓発を行う。

差別意識や偏見をもたない「心のバリアフリー」
を達成するため、人権問題講演会や「ちば・
ハートフルヒューマンフェスタ2019」の開催、交
通広告等を行った。

19,048 8674

95
風俗環境の浄化及び違法
風俗営業店の排除
【（警）風俗保安課】

各種法令を積極的に活用し、違法風俗店や悪
質な客引き・スカウト行為等の取締りを推進する
とともに、関係機関・地域住民等と協働し、繁華
街・歓楽街における安全安心の確保に向けた取
組を推進する。

　県内の繁華街・歓楽街において悪質な客引き
行為等の取締りを実施するとともに、違法風俗
店に対する取締りを行うなど、安全・安心の確
保に向けた風俗環境の浄化を図った。

0 0

　　施策の方向②　性に起因する人権侵害を許さない社会環境づくり

86



事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

96
人身取引（トラフィッキング）
対策
【（警）風俗保安課 】

関係機関と連携した人身取引事犯の的確な把
握、被害者の保護及び取締りを推進する。また、
ポスター、リーフレット等を活用して、人身取引に
関する広報啓発及び情報提供の呼び掛けを行
う。

　ポスター、リーフレット等を活用し、人身取引
の撲滅に関する啓発活動と、潜在化する人身
取引事犯の情報提供の呼びかけを行った。

0 0

97

書店・携帯電話等販売店・カ
ラオケボックス・インターネッ
トカフェ等への立入調査の
実施
【県民生活・文化課】

条例に基づく携帯電話等販売店、書店、カラオ
ケボックス、インターネットカフェ等への立入調査
を実施する。

携帯電話等販売店82（県実施分54）、書店281
（県実施分56）、インターネットカフェ15（県実施
分12）、カラオケボックス41（県実施分26）、等
合計440店舗（県実施分167）について立入調
査を実施した。

108 11

98
フィルタリングの利用促進に
向けた広報・啓発の強化
【県民生活・文化課】

九都県市共同啓発事業として、保護者向けのポ
スターやリーフレットを作成する。

青少年のインターネット適切利用に関するポス
ターを1,200部作成し、教育関係機関や警察、
携帯電話販売店などに配布した。

199 103

99
青少年を取り巻く有害環境
の浄化
【（警）少年課】

引き続き、少年警察ボランティア、サイバーボラ
ンティア等と連携して、少年を取り巻く有害環境
浄化活動を推進する。

　少年警察ボランティア（少年補導員、少年指
導委員）により、有害環境浄化活動を３回、街
頭補導活動を５３０回、広報啓発活動を１１５回
実施し、有害環境の浄化に努めた（令和元年
度中）。
　サイバーボランティアにより、サイバーパト
ロール等を６２回実施し、有害情報を利用する
少年への指導を行った（令和元年度中）。

5,083 4555

100
性的被害を中心とした福祉
犯罪の取締り強化
【（警）少年課】

引き続き、インターネット利用に起因する児童買
春、児童ポルノ等の児童の性的搾取事犯の取
締りを強化する。

　少年の福祉を害する犯罪の検挙活動に努
め、検挙件数は３２７件、検挙人員は３１３人、
被害児童数は２８３人であった（令和元年中）。

91 3

101
非行防止リーフレットの作成
【県民生活・文化課】

インターネット利用の低年齢化を踏まえ、新中学
生の保護者向け及び新高校生向けに加えて、
新たに小学５年生の保護者向け非行防止リーフ
レットを作成する。また、県内の小学５年生、新
中学生及び新高校生全員にそれぞれ配付す
る。
（作成部数）
・小学５年生保護者　６６，０００部
・新中学生保護者    ６６，０００部
・新高校生　　　　　　 ６０，０００部

青少年のインターネットの適正利用を図り、ネッ
トトラブルを防ぐことや、万引、飲酒・喫煙、薬物
乱用等の非行や被害を防止するため、「非行防
止リーフレット」を小学５年生の保護者、新中学
生の保護者及び新高校生向けに作成し、広
報・啓発を行った。
（作成部数）
・小学５年生保護者　６６，０００部
・新中学生保護者　　６６，０００部
・新高校生　　　　　　 ６０，０００部

1,944 1,355

102

学校における非行防止教室
の開催等による非行防止・
立ち直り支援活動の推進
【（警）少年課】

引き続き、学校における非行防止教室の開催や
少年警察ボランティア等と連携した各種体験活
動など、保護者や関係機関・団体と連携した非
行防止、立ち直り支援活動を推進する。

・少年の健全な育成を図るため、非行防止教室
を３６４回開催し、７８，０８１人の児童生徒が聴
講した。
・補導活動等を実施し、県下の補導少年総数
は１８，２７２人であった。
・非行少年を生まない社会づくりを推進するた
め、支援対象少年４１人を選定し、立ち直り支
援活動として少年警察ボランティア等と連携し
た農業体験活動（８回）を実施した（令和元年
中）。

643 440

103
交番等の整備による相談し
やすい環境づくり
【（警）地域課】

相談しやすい環境づくりに向けて女性用仮眠
室、トイレを整備する。　（建替：交番４・駐在４、
設計：交番９・駐在所９、リフォーム：交番５、駐在
所６、女性用休憩室に２段ベッドの設置：１１交
番）

　実施予定のとおり、女性用仮眠室やトイレを
整備し、相談しやすい環境を整備した。

602,218 527,232

104
セクシュアルハラスメント対
策の周知
【雇用労働課】

企業の人事労務担当者や一般県民を対象に、
「労働大学講座」の一科目として、職場のハラス
メント対策講座を実施し、ハラスメントを防止する
ために事業主が講じるべき措置等についての周
知啓発を図る。

「労働大学講座」において、セクシュアルハラス
メントを含む職場のハラスメントの講座を実施
し、62名が参加した。

88
77

（講座1回分）

105

県職場におけるセクシュア
ルハラスメントの防止
【総務課】
【（警）警務課】

・各種教養や研修会等を実施し、セクハラ防止
対策を推進する。
・各所属における意見交換会等を推進するほ
か、被害を受けやすい若手職員に対する個別ア
ンケートを実施する等、報告・相談を挙げやすい
環境整備に努め、被害の潜在化及び深刻化を
防止する。【（警）警務課】

【総務課】セクハラ相談業務
【警務課】・県本部にハラスメント防止対策員を
招致し、研修会を開催した。
・上記研修後、部外講師として社会労務士を講
師に招き、「誰もが活躍できる組織づくりのため
に」と題するハラスメント講演を実施した。
・各種会議、研修等あらゆる機会を活用した教
養を実施した。
・警察学校入校中の学生に対し、セクハラに関
する危機意識を醸成させるためのロールプレイ
ング形式の教養を実施した。
・各所属にて女性職員意見交換会等を実施し、
相談しやすい職場環境づくりに努めた。
・採用時教養終了者全員に対し、直接本部担
当者が集計する職場環境に関するアンケート
調査を実施するなど、相談しやすい環境づくり
に努めた。

850
【総務課】473

【警務課】0

106

公立学校等におけるセク
シュアルハラスメントの防止
【（教）教育総務課】
【（教）教職員課】

・セクシャルハラスメントを含めたハラスメント相
談窓口を継続設置する。
（専門の臨床心理士を配置）

・ハラスメント相談窓口を継続配置した。
（専門の臨床心理士を配置）

455
【(教)教育総務

課】
450

87



事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

107
インターネット上の違法情報
に関する取締りの強化
【（警）サイバー犯罪対策課】

サイバー犯罪が多発し、その手口が悪質・巧妙
化する中、サイバー空間では新たなサービスや
高度な技術が次々と現れており、それらが犯罪
ツールとして悪用される可能性が可能性が拡大
していることから、サイバー犯罪に対する効率的
な取締りを強化する。

　不正アクセス禁止法違反事件等のサイバー
犯罪に対する取締りを推進した。
（令和元年中：検挙件数４２２件）

0 0

108
学校・地域住民等に対する
ネット安全教室の開催
【（警）サイバー犯罪対策課】

サイバー空間が国民の日常生活の一部となる
一方、新たな技術やサービスが次々と出現し、こ
れらが犯罪のツールとして悪用されるなどの危
険性があることから、学校、地域住民等を対象と
したネット安全教室を開催し、サイバー犯罪の情
勢、ソーシャル・ネットワーキング・サービスを利
用した情報発信や交流手段の適正な使い方、情
報セキュリティ対策の重要性等に関する広報啓
発活動を推進する。

　学校、企業等を対象としたネット安全教室を積
極的に開催した。
（令和元年中：実施回数１，１９７回）

0 0

109
情報モラル教育の推進
【（教）学習指導課】
【（教）児童生徒課】

各学校において,情報モラル教育を充実するた
め,直接児童生徒の指導に携わる教員等の指導
力向上の為、実践する。今年度も、昨年度同様
１００回の活動を実施していく。
　研修については,県総合教育センターとの連携
を図り,また,学校訪問における取組については,
指導室長会議や指導主事会議を通じて,各教科
等の視点で検討していく。

各学校において、情報モラル教育を充実するた
め、直接児童生徒の指導に携わる教員等の指
導力向上を図った。
　 なお、本年度9月の台風被害により、南房総
教育事務所管内での実施予定数が大幅に下
回ることとなり、全体でも１００校実施を予定して
いたが、８１校にとどまったため、前年を上回る
ことができなかった。

3,000 1,807

110
教育用コンピュータ整備の
推進
【（教）学習指導課】

102校108コンピュータ教室の保守、管理運用を
行うとともに、うち７校７教室の更新を行う。

コンピュータ教室の保守、管理運用を支障なく
行った。
７校７教室の更新について、機器の供給不足か
ら調達を次年度に延期した。

235,496 228,115

111
教育情報ネットワーク事業
の推進
【（教）学習指導課】

千葉県学校教育情報ネットワーク（ICE-Net）の
保守、管理運用を行う。

千葉県学校教育情報ネットワーク（ICE-Net）の
保守、管理運用を支障なく行った。

358,786 352,953

112
児童扶養手当の支給
【児童家庭課】

児童扶養手当法に基づき、父又は母と生計を同
じくしていない児童の生活の安定と自立の促進
に寄与するため手当を支給する。

年間累計受給者数
15,684人

837,000 837,000

113
母子父子寡婦福祉資金の
貸付
【児童家庭課】

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づき、母
子家庭等の経済的自立と生活意欲の助長を図
るため、母子家庭・父子家庭、寡婦を対象に、修
学資金等の貸し付けを行う。

貸付件数
母子　188件
寡婦　5件
父子　15件

267,340 158,152

114
ひとり親家庭等医療費の助
成
【児童家庭課】

ひとり親家庭等の経済的負担と精神的不安の
軽減を図るため、市町村が行うひとり親家庭等
の医療費等助成事業に対して助成する。

助成対象者数
28,791人

317,000 314,646

115
母子家庭等就業・自立支援
センターによる支援
【児童家庭課】

千葉県母子寡婦福祉連合会に委託して実施し
ている母子家庭等就業・自立支援センター事業
で行う支援事業
主なものとして、母子家庭の母等に対して、就労
支援を柱とした就業支援講習会などの自立支援
サービス、養育費の取り決めなどの専門相談・
面会交流支援事業等がある。

就業相談（随時）
就業支援講習会（３コース）
養育費等相談（１８回、内移動相談６回）（ただ
し、18回のうち３回は予約なしや荒天により不
開催となり実際は15回の開催）
面会交流支援

12,638 9027

116
母子家庭等自立支援給付
金の支給
【児童家庭課】

母子家庭の母又は父子家庭の父の就労をより
効果的に促進するため、自主的に職業能力の
開発を行う母子家庭の母又は父子家庭の父に
対し給付金を支給する。

自立支援教育訓練給付金事業について３１市
実施
高等職業訓練促進給付金事業について３４市
実施
（政令指定都市及び中核市除く）

19,297 8045

117
「ジョブカフェちば」における
就職支援
【雇用労働課】

若年者の就業支援について、「ジョブカフェちば」
を拠点として、適職診断、個別相談、就職セミ
ナーから併設のハローワークによる職業紹介に
至るまでの総合的なサービスを展開するととも
に、企業が若者に自社の魅力をアピールする場
の提供などの中小企業の採用活動支援を併せ
て実施する。

若年者の就業支援について、「ジョブカフェち
ば」を拠点として、適職診断、個別相談、就職セ
ミナーから併設のハローワークによる職業紹介
に至るまでの総合的なサービスを展開するとと
もに、企業が若者に自社の魅力をアピールする
場の提供などの中小企業の採用活動支援を併
せて実施した。
年間利用者数：19,801 名

140,415 138,389

118

「ちば地域若者サポートス
テーション」における自立支
援
【雇用労働課】

○若年無業者（ニート等）を対象として、キャリア
コンサルタントや臨床心理士等による個別相
談、職業的自立支援プログラム（セミナー、職業
体験等）等を実施する。

若年無業者（ニート等）を対象として、キャリアコ
ンサルタントによる個別相談、職業的自立支援
プログラム（セミナー、職業体験等）等を実施し
た。
年間相談件数：1739件
年間プログラム参加者数：延べ3471名

7,605 7,573

　　施策の方向③　メディアにおける女性や子どもの人権への配慮

　基本的な課題５　誰もが安心して暮らせる環境の整備
　　施策の方向①　ひとり親家庭等様々な困難な状況に置かれている人々への対応
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当初予算額

（千円）
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（千円）
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番号
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令和元年度

119
県営住宅における入居の優
遇措置
【住宅課】

県営住宅の入居にあたって、ひとり親世帯及び
ＤＶ被害者等を一般世帯より優遇する措置を講
ずる。

＜ひとり親世帯＞
倍率優遇措置：球数１個→２個
申込世帯数：６８２世帯　入居世帯数：１２３世帯
※令和元年度母子・父子世帯の
   件数を合算
＜DV被害者世帯＞
倍率優遇措置：球数１個→２個
申込世帯数：２世帯　入居世帯数：１世帯

0 0

120
高齢者虐待防止対策の推
進
【高齢者福祉課】

○市町村・地域包括支援センター職員向け研修
　・管理職・新任職員向け
　・現任対応職員向け
　・専門研修
○介護サービス事業所職員向け研修
○市町村支援事業

○市町村・地域包括支援センター職員向け研
修
　・管理職・新任職員向け 96名
　・現任対応職員 107名
　・専門研修　0名（中止のため）
○介護サービス事業所職員向け研修　211名
○市町村支援事業　8件

2,537 1,539

121
高齢者相談の実施
【高齢者福祉課】

高齢者に関する虐待、介護、悩み事に対する電
話相談に応じる。

高齢者に関する虐待、介護、悩み事に対する
電話相談に応じた。相談件数：３９８件

4,116 4,324

122

高齢者孤立化防止活動「ち
ばＳＳＫプロジェクト」（しな
い！させない！孤立化！）
の実施
【高齢者福祉課】

高齢者孤立化防止県民シンポジウムの開催、
民間事業者との高齢者の見守り等に関する協
定の締結、『「ちばＳＳＫプロジェクト」協力店』の
登録

高齢者孤立化防止県民シンポジウムの開催、
民間事業者との高齢者の見守り等に関する協
定の締結(1企業）、『「ちばＳＳＫプロジェクト」協
力店』の登録（１１事業所）

546 331

123
障害者就業・生活支援セン
ターによる生活・就労支援
【障害福祉事業課】

障害者就業・生活支援センターにおいて、障害
者の就業に伴う生活上の相談に応じ、助言や関
係機関との調整を行う。

障害者就業・生活支援センターにおいて、障害
者の就業に伴う生活上の相談に応じ、助言や
関係機関との調整を行った。

99,088 98261

124
障害者の態様に応じた多様
な委託訓練
【産業人材課】

知識・技能習得訓練コース　          190人
実践能力習得訓練コース　    　　     60人
デュアル訓練コース　                     30人
e-ラーニングコース　                      10人
特別支援学校早期委託訓練コース　 50人
在職者訓練                        　  　　 10人
合計　                                  　 　350人

知識・技能習得訓練コース　     126人
実践能力習得訓練コース　  　     30人
デュアル訓練コース　                  0人
e-ラーニングコース　                   0人
特別支援学校早期委託訓練コース  11人
在職者訓練                        　    0人
合計　                               　 167人

77,665 40,050

125

交通安全リーダーの育成と
自主的な交通安全活動の
推進
【くらし安全推進課】

引き続き県内の自動車学校の施設を利用して、
計３回研修を実施。
また、年４回の交通安全運動に併せて、交通安
全に関する情報の提供を行うなど、研修修了者
の自主的な交通安全活動を支援。

地域のリーダーとなる高齢者を対象に、県内自
動車学校の施設を利用し、高齢者の交通事故
防止に必要な知識を学ぶ体験型の研修を計３
回実施した。
また、研修修了者による各地域での啓発に活
用してもらうため、年４回の交通安全運動に併
せて資料を提供した。

370 280

126
歩道のバリアフリー化の推
進
【道路環境課】

補償物件の調査 - 7,000 0

127

ちばバリアフリーマップによ
る県内施設のバリアフリー
情報の紹介
【健康福祉指導課】

高齢者や障害者等の外出時の不安を解消し、
活動の幅を拡げるため、「ちばバリアフリーマッ
プ」の施設情報の追加・更新を行い、バリアフ
リー情報の充実を図る。

「ちばバリアフリーマップ」の施設情報の追加・
更新を行い、バリアフリー情報の充実を図っ
た。
情報掲載件数：1,935件（R元年度末）
R元年度新規追加：151件
R元年度削除（施設閉鎖等）9件

3,254 3250

128
観光関連施設の整備・充実
の促進
【観光企画課】

観光地の利便性を高め魅力向上を図るため、多
くの観光客が利用する観光公衆トイレや駐車
場、観光案内所等の設置・改修について、その
経費の一部を助成する。

観光地の利便性を高め魅力向上を図るため、
多くの観光客が利用する観光公衆トイレや駐車
場、観光案内所等の設置・改修について、その
経費の一部を助成した。（整備箇所数：トイレ・
駐車場等24か所、案内板15基）

280,000 120638

129
多文化共生社会づくりの推
進
【国際課】

「国際交流・協力等ネットワーク会議」、「多文化
共生社会づくり連絡協議会」及び「市町村国際
化施策担当者会議」を各１回開催する。

「国際交流・協力等ネットワーク会議」、「多文化
共生社会づくり連絡協議会」及び「市町村国際
化施策担当者会議」を各１回開催した。

130 37

130
外国人県民向けの情報提
供
【国際課】

外国人県民が安全で快適な生活が送れるよう
「外国人相談」を拡充・実施するほか、外国人向
けの情報を掲載した国際総合サイト「ちば国際
情報ひろば」の充実、多言語生活ガイドブック
「ハローちば」の改訂、外国語版メールマガジン
の発行等を行う。

外国人県民が安全で快適な生活が送れるよう
「外国人相談」を常時開設、令和元年7月から
は法務省の交付金を活用し窓口の拡充（対応
言語を4言語→13言語に拡充等）を行い、通算
1,223件の相談に応じた。
また、外国人向けの情報を掲載した総合サイト
「ちば国際情報ひろば」のページ更新（178回）、
外国語版メールマガジン（月2回）の発行、及
び、外国人向け生活ガイドブック「ハローちば」
の改訂等を行った。

3,949 8,643

131
外国人集住地域総合対策
の推進
【（警）国際捜査課】

外国人集住地域の住民や、関係機関・団体等と
連携を図りながら、防犯教室、交通安全教室等
の各種警察活動を推進する。

　外国人集住地域の特別巡回連絡を実施した
り、管轄する警察署とともに、防犯教室等を実
施した。

0 0

　　施策の方向②　高齢者・障害者の自立した生活に対する支援

　　施策の方向③　外国人が安心して暮らせる環境づくり
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事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

132
外国人児童生徒への教育
相談員の派遣
【（教）学習指導課】

外国人児童生徒等の母語を理解する者を教員
の補助者として県立学校に派遣することにより、
教員と外国人児童生徒等及び保護者とのコミュ
ニケーションの円滑化や日本語指導、適応指導
の促進を図るとともに国際理解教育の推進を目
指す。　教育相談員の具体的な業務内容は、次
のとおりである。
①日本語指導　　②日本の生活への適応指導
③学校と本人、保護者との連絡・調整（通訳・翻
訳）　 ④国際理解教育の推進    ⑤その他必要
な業務（母語保持のための指導を含む）
平成31年度（令和元年度）は、県立学校32校に
54名（延べ56名）の派遣を予定している。また、
活用言語は、英語、スペイン語、ポルトガル語、
中国語、韓国朝鮮語、タガログ語、フィリピノ語、
タイ語、ネパール語である。

令和元年度は、県立学校34校に60名（延べ63
名）の外国人児童絵生徒等教育相談員を派遣
した。年度途中での派遣申請に対しても受け付
け、柔軟に対応することで、支援を必要とする
児童生徒等に対応することができた。
また、ＮＰＯ、大学、国際交流協会等との情報
連携を図ることで、外国人児童絵生徒等教育
相談員の確保・人選につながった。

12,204 9,704

133
外国人のDV被害者等への
支援
【男女共同参画課】

通訳の派遣を外部に委託し、外国人ＤＶ被害者
等に対して十分な説明が行えるようにするととも
に、関係機関との連携を図り、それぞれのケー
スに応じて適切な支援を行う。

外国人に対して、必要に応じて、委託による通
訳で対応するとともに、関係機関と連決して、支
援の充実を図った。
通訳委託：2件

220 26

134
一人ひとりに応じた健康支
援事業
【健康づくり支援課】

１　健康相談（男性・女性）
　身体的、精神的な悩みを有する思春期以降の
全年齢層にわたる男女を対象とし、健康福祉セ
ンターの保健師等が電話相談に応じる。また、
健康相談等を希望する者を、相談内容により適
切な相談機関や医療機関等へ紹介できるよう管
内の情報を把握・整理し、健康づくりの支援体制
の充実を図る。
２　健康教室
　思春期以降の全年齢層にわたる男女を対象
に、性別やライフステージに応じた健康教室や
講演会を開催し、県民の健康に関する自己管理
能力を高める。
３　保健・医療従事者等研修会
　年代や性別に特有な健康課題について、保健
医療従事者等を対象にした研修会を開催し、一
人ひとりに最適な保健医療を提供できるよう、関
係者の資質の向上を図る。

１　健康相談（男性・女性）
　令和元年度は、合計６１４件（男性２４９件、女
性３６５件）の電話相談に応じた。
２　健康教室
　令和元年度は、１１健康福祉センターにて健
康教室を延１１回開催し、９６４人が参加した。
３　保健・医療従事者等研修会
　令和元年度は２回開催し、６７人が参加した。

674 345

135
生活習慣病予防支援人材
育成事業
【健康づくり支援課】

新研修ガイドラインにおいて、特定健診・特定保
健指導に従事する者等は、各専門職種や階層
により必要とするスキルや求められる業務遂行
能力が異なるため、受講者ニーズに合わせた研
修を開催する。

ガイドラインに基づき、特定健診・特定保健指
導従事者の人材育成として、下記のとおり研修
を実施した。
①初任者研修　参加者100名
②経験者研修　参加者80名
③運営責任者研修　参加者17名
④リーダー専門職研修　参加者32名

3,010 987

136
食からはじまる健康づくり事
業
【健康づくり支援課】

ライフステージに応じた適切な食生活の実践を
図るため、市町村や企業、大学等の関係機関と
連携し、普及啓発活動を行う。

1.人材育成
　千葉県調理師会、千葉県食生活改善協議会
等と連携し、地域の健康づくりを推進する人材
育成を実施した。また健康な食事を提供する環
境を整備するため、飲食店及び給食施設等関
係者を対象とした研修会を実施した。
2.県民への周知
　市、関係団体、大学等と連携し、大型商業施
設を活用した子育て世代向けの食育イベントを
実施した。また調理師会と連携し、県産食材を
利用した健康に配慮した食事づくりの講習会を
実施した。

9,633 8,552

137
県民の安全と健康な暮らし
のための総合講座の実施
【（教）生涯学習課】

統合した「柏の葉アカデミア講座」として，3講座
実施予定。
・科学と先人の言葉
・人生100年時代
・宇宙線について

「柏の葉アカデミア講座」として，２講座実施（１
講座中止）。
光触媒の第一人者の藤嶋昭氏による科学を
テーマにした講座と麗澤大学特認教授の中山
理氏による人生１００年時代に向けた生涯学習
に関する講座を実施した。東京大学宇宙線研
究所教授の塩澤眞人氏によるハイパーカミオカ
ンデに関する講座は施設休所のため中止と
なった。

125 81

138
総合型地域スポーツクラブ
の設立支援
【（教）体育課】

全ての県民が多面にわたるスポーツの価値を基
盤にしながら、健康で活力のある生活を送り 、
互いに支え合う「スポーツ立県ちば」の一層の推
進を目指し、「する・みる・ささえる」スポーツを推
進するため、幅広い世代の人々が各自の興味・
関心に適ったスポーツを行えるよう、地域に密着
したスポーツクラブの設立を推進する。

・総合型地域スポーツクラブ情報交換会の開催
・総合型地域スポーツクラブ交流大会の実施
等

総合型クラブの定着・発展・充実を支援するた
めに、クラブや地域の課題やニーズを基にテー
マを設定し、講演や参加者の情報交換会を実
施した。県内の総合型クラブ関係者、市町村体
育・スポーツ行政担当者、千葉県クラブマネ
ジャー養成講習会修了者の連携や交流促進を
目的に開催した。しかし、県内の総合型クラブ
相互の連携とクラブ関係者の親睦、交流を図る
とともに、県民のスポーツ体験を通して、総合
型クラブの設立、育成、発展を目指し、地域ス
ポーツの推進へ寄与することを目的として開催
予定であった「スポネットちば」については、台
風の影響により、中止となった。

367 322

　基本的な課題６　生涯を通じた健康づくりの促進
　　施策の方向①　生涯を通じた男女の健康支援の推進
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139
専門医師等による個別相談
の実施
【児童家庭課】

思春期の子供やその家族に対し、心身の様々な
問題や悩みに関する個別相談を実施する。

相談実績
・4センター
　　　39回　延91人

140
喫煙防止等の健康教育の
実施
【児童家庭課】

県健康福祉センター(保健所）において、思春期
にある子どもや保護者、学校関係者を対象とし
た思春期保健に関する健康教育を実施する。

 ・6センター
 　27回　延1,973人に実施

141

思春期保健対策を推進する
関係者による連携会議等の
開催
【児童家庭課】

県健康福祉センター(保健所）において、思春期
保健対策を推進する関係者間の情報共有や研
修、支援体制の構築を行う会議等を実施する。

関係者向け講演会
・7センター
　　　7回　延360人に実施
連携会議等
・5センター
　　　8回　延91人が参加

142
保健室健康相談研修会の
開催
【（教）学校安全保健課】

メンタルヘルスに関する課題やアレルギー疾患
等の現代的な健康課題に学校が適切に対応す
ることが求められていることから、養護教諭を対
象に健康相談に関する研修会を年２回実施し、
知識や技術及び組織的な支援について資質の
向上を図る。

以下２回の研修を実施した。
・７月２３日
研修テーマ：「養護教諭のためのカウンセリン
グ」、「学校におけるアレルギー対応」
・１２月１１日
研修テーマ：「事例検討の基礎知識」、「事例研
究の進め方とその実際」

167 132

143
自殺対策の推進
【健康づくり支援課】

県内では依然として1,000名近くの方が自殺によ
り命を絶っていることを踏まえ、市町村及び各関
係団体と連携協力しながら、相談事業、普及啓
発活動、人材養成事業など自殺防止に関する
各種事業に取り組む。

・利用しやすい相談窓口の開設
　夜間や休日に対面相談を受けることができる
窓口を船橋駅前に開設した。
・自殺対策普及啓発事業
　自殺防止の啓発を図るため、ポスターを掲示
するほか、啓発品やパンフレット等を作成配布
した。
・相談支援に当たる人材の育成事業
　保健所、市町村、各機関の相談対応者への
研修を実施した。
・自殺対策強化事業費補助金
　市町村及び民間団体が行う啓発、相談事業
に対して補助金を交付した。

87,064 60,104

144
総合的ながん対策の推進
【健康づくり支援課】

がん対策に係る普及啓発を中心に県民、医療・
福祉関係者、民間企業、行政が協力しながら、
総合的・計画的にがん対策を推進する。
・がん予防展２回・がん講演会２回
・がん検診推進員育成講習会　６回
・乳がん啓発ピンクリボンキャンペーン２回等

がん対策に係る普及啓発を中心に県民、医療・
福祉関係者、民間企業、行政が協力しながら、
総合的・計画的にがん対策を推進した。
・がん予防展２回、がん講演会１回（延べ3,136
人参加）
・がん検診推進員育成講習会　６回（208名受
講）
・乳がん啓発ピンクリボンキャンペーン　２回
・市町村等がん検診担当者研修会　１回（81名
参加）　等

175,535 167,856

145
青少年を中心とした講習会
の開催
【疾病対策課】

性感染症（エイズ含む）に対する正しい知識を普
及するため、各保健所が学校等において、青少
年を対象とする講習会を実施する。

学校等において37回講習会を実施した。 1073 650

146
保健所及び休日街頭検査
の実施
【疾病対策課】

保健所において、月に1～2回の頻度で、日中検
査（13保健所１支所）、夜間検査（10保健所）を
実施。また、休日に街頭HIV検査を実施する。

保健所において、月に1～2回の頻度で、日中
検査（13保健所１支所）、夜間検査（10保健所）
を実施した。また、休日に街頭HIV検査を計4回
実施した。

10492 3461

147
情報誌の発行
【疾病対策課】

各保健所、各市町村、各医療機関、県関係課、
教育機関（小・中・高・大学）、日赤等に対し、エ
イズ予防啓発・HIV抗体検査・エイズ相談に関す
る広報を実施する。

エイズ予防啓発・HIV抗体検査・エイズ相談に
関する情報誌（STOP AIDS）を計2回発行し、各
保健所、各市町村、各医療機関、県関係課、教
育機関（小・中・高・大学）、日赤等に対し配布し
た。

200 126

148
県立病院における女性専用
外来の実施
【（病）経営管理課】

女性専用外来休止のため実施なし
休止・再開のめどなしと電話連絡あり0422児島
さん

女性専用外来休止のため実施なし 0 0

149
不正大麻けし撲滅運動
【薬務課】

5月1日から6月30日の運動期間に合わせ、ベイ
FMや報道発表を行うことによる広報活動とポス
ター掲示、リーフレット配布による啓発活動を行
う。

5月1日から6月30日の運動期間に合わせ、ベイ
FMや報道発表を行うことによる広報活動とポス
ター掲示、リーフレット配布による啓発活動を
行った。

0 0

150
「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
【薬務課】

6月20日から7月19日の運動期間に合わせ、6月
26日のそごう千葉店前を初め県内各地において
啓発活動を行う。

6月26日のそごう千葉店前を初め県内２０か所
において啓発活動を行った。

1,840 1268

151
麻薬・覚醒剤乱用防止運動
【薬務課】

10月から11月の運動期間に合わせ、薬物濫用
防止功労者表彰式及び講習会を行う。

10月から11月の運動期間に合わせ、薬物濫用
防止功労者表彰式及び講習会を行った。

4,895 3854

152
千葉県薬物乱用防止広報
強化月間の実施
【薬務課】

2月の強化月間にりーフレットの家庭回覧や薬物
乱用防止対策推進本部幹事会を開催する。

2月の強化月間にりーフレットの家庭回覧並び
に県内主要駅20か所及び主要大学22大学に
おいてポスター掲示を行った。

588 561

2134 1,301

91



事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

153
薬物乱用防止教育研修会
の開催
【（教）学校安全保健課】

青少年の薬物乱用問題については、若者を中
心に大麻の乱用が増大している状況があること
から、薬物乱用根絶に向けた取組を図る必要が
ある。
そこで、薬物乱用の有害性・危険性の啓発を充
実させるため、学校職員等を対象とした薬物乱
用防止教育についての理解を深める研修会を
開催する。

　8月22日、千葉県文化会館にて薬物乱用防止
教育研修会を実施した。
　参加人数は1,324名で、薬物乱用防止教育に
関する実践事例の発表、行政説明及び講演を
行った。

460 257

154
薬物乱用防止標語の募集
【（教）学校安全保健課】

我が国における最近の薬物情勢は、覚せい剤
事犯の検挙人員は減少傾向にあるものの、大
麻については、青少年を中心に乱用傾向が増
大している状況が懸念されている。
青少年による薬物乱用の根絶に向けた規範意
識の向上を図っていく必要があることから、薬物
乱用防止教育の一環として、中学生・高校生を
対象とした薬物乱用防止標語の募集を行う。

　県内小中高合わせて490校から61,349点の作
品の応募があった。
　教育庁内で審査を行い、優秀作品の受賞者
に表彰を行った。

42 33

155
薬物乱用防止等広報啓発
活動の推進
【（警）少年課】

引き続き、関係機関・団体と連携した薬物乱用
防止教室を開催する。

　薬物乱用の実態やその危険性についての広
報啓発活動により、薬物乱用がもたらす悲惨な
現状を訴えた。薬物乱用防止教室の開催回数
は、４８５回、聴講児童生徒数は、６３，４００人
であった（令和元年中）。

284 284

156
薬物事犯に対する取締り強
化
【（警）薬物銃器対策課】

薬物需要の根絶に向けて薬物乱用者に対する
検挙活動を推進するとともに、暴力団等が関与
する薬物密輸・密売事犯の取締りを推進しま
す。

・薬物需要の根絶に向けて取締りを推進し（検
挙人員７３９人、押収規制薬物約３１８キログラ
ム）（令和元年中)。
・薬物供給の遮断に向けて関係機関との連携
による水際対策を推進しました（密輸事犯の検
挙件数１４４件、検挙人員１８１人,押収規制薬
物約２９４キログラム）（令和元年中）。

0 0

157
若年層を重点とした広報啓
発活動の推進
【（警）薬物銃器対策課】

引き続き、大学生等を対象とした薬物乱用防止
講話を実施するほか、６月、７月の２か月間を
「薬物乱用防止広報強化期間」とし、関係機関・
団体と連携した積極的な広報啓発活動を推進し
ます。

・民間企業や教育関係者に対する薬物乱用防
止講習会（３６回、受講者数は２，２１８人）を開
催した（令和元年中）。
・駅頭を始め、商業施設やイベント会場におい
て薬物乱用防止キャンペーン（１５回）を実施し
た（令和元年中）。
・令和元年６月、７月の２か月間を薬物乱用防
止広報強化期間とし、関係機関と連携したキャ
ンペーンを開催するなど、積極的な広報啓発活
動を推進した。

50 50

158
エイズ教育用リーフレットの
ホームページへの掲載
【（教）学校安全保健課】

県教育委員会ホームページに掲載されているエ
イズ教育用リーフレットの内容を更新する。

県教育委員会ホームページに掲載されている
エイズ教育用リーフレットの内容を更新した。

0 0

159
性教育研修会の実施
【（教）学校安全保健課】

8月22日千葉県文化会館にて性教育研修会を
実施予定。参加者は県内公立学校等の教職員
及び教育関係機関担当者。内容は性に関する
指導の在り方について、講演と実践発表を実施
する予定。

8月22日千葉県文化会館にて性教育研修会を
実施した。県内公立学校等の教職員及び教育
関係機関担当者1,162名が参加した。行政説明
および、講演「性別で見る多様性と人権～見せ
ないしんどさを抱える子どもに向き合う～」、実
践発表を実施した。

442 334

160
母子保健推進協議会等の
開催
【児童家庭課】

母子保健施策の効果的な推進のため、新生児
聴覚検査検討会を開催するとともに、県健康福
祉センター(保健所）において、母子保健推進協
議会等を開催する。

新生児聴覚検査検討会
・検討会　1回開催
・関係者研修会　1回　66人が参加
母子保健推進協議会等会議
・12センター
　　　計36回開催　延738人が出席

161
母子保健に関する研修会・
講習会等の開催
【児童家庭課】

市町村・健康福祉センター(保健所）の母子保健
従事者等を対象に母子保健に対する専門的な
知識を習得するための研修会を開催する。ま
た、健康福祉センターにおいて、管内の母子保
健の課題に合わせた、母子保健事業従事者向
け研修会を開催する。

母子保健担当者会議　  1回　  71人
母子保健指導者研修　  3回　171人
母子保健従事者研修
・13センター
　　計22回開催　延648人が出席

 その他母子保健に関する研修会
　 ・産後ケア研修会　　 　1回     55人
 　・子育て世代包括支援センター
　　 　スキルアップ研修 　4回  102人

162

妊娠・出産に関する正しい
知識を普及するためのセミ
ナー
【政策企画課】
【子育て支援課】

自分の将来（ライフプラン）を考える上での参考
とするため、妊娠適齢期や高齢出産のリスクな
ど、妊娠・出産期に関する医学的・科学的な知
識に加え、命の大切さや乳幼児期を中心とした
子どもの成長にとっての子育ての大切さなど、子
育て期に関するさまざまな知識を提供するため
のセミナーを県内の大学等において開催予定。

8回実施し、752人参加した。 454 260

163
不妊相談センターにおける
相談の実施
【児童家庭課】

不妊に悩む夫婦等に、松戸、印旛、長生、君津
健康福祉センターにおいて不妊治療に関する情
報提供や医療面・精神面での相談を行う。

実施場所
・4健康福祉センターで実施
　（松戸、印旛、長生、君津）
相談体制
・産婦人科医師、助産師、保健師
相談延べ人員　46人

1,335 857

4,733 2,486

　　施策の方向②　妊娠・出産等に関する健康支援
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事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

164
特定不妊治療費に対する助
成
【児童家庭課】

不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医
療保険が適用されず、高額な医療費がかかる不
妊治療費の一部を助成する。
・対象治療　体外受精又は顕微授精・給付内容
初回の治療について30万円まで（一部治療は7
万５千円まで）助成し、２回目以降は1回の治療
につき15万円まで（一部治療は7万5千円まで）

助成件数
・実件数　2,552 件
・延件数　4,169 件

762,800 731,766

165

周産期母子医療センターの
運営費及び医療機関の施
設・設備に対する補助
【医療整備課】

周産期母子医療センターの運営費及び医療機
関の施設・設備に対する補助

運営費補助１１病院、施設設備補助1件 1,014,628 544,604

166
千葉県周産期医療審議会
における検討
【医療整備課】

千葉県周産期医療審議会における検討 １回開催 983 195

167

母体搬送ネットワーク及び
母体搬送コーディネートによ
る搬送体制の充実
【医療整備課】

母体搬送ネットワーク及び母体搬送コーディ
ネートによる搬送体制の充実

亀田総合病院（昼間）及び八千代医療センター
（夜間）に委託を行った。

20,390 20,390

168 ○

男女共同参画センターにお
けるフェスティバルの開催､
情報誌の発行
【男女共同参画課】

【フェスティバル】
　男女共同参画社会づくりに向けた機運を高め
ることを目的として県民に男女共同参画への理
解を深めてもらうためのフェスティバルを開催す
る。
　なお、センター移転に伴い、外部施設で実施す
るとともに、実施時期の見直しを行う。
【情報誌】
　情報誌として、ｅパートナーちばを９月と３月の
年２回（各12,000部）発行する。センター事業や
各地域での取組等さまざまなテーマを切り口とし
た内容の情報を広報することで、多くの人に男
女共同参画の意識を持つことの重要性を認識し
ていもらい、男女共同参画社会づくりの推進を図
る。

【千葉県男女共同参画フェスティバル】
落語家の柳家　三之助先生による落語講演
会、終了後はワークショップ（6団体）を開催し
た。なおワークショップ出展団体は以下のとお
り。
１．一般社団法人　格上げおしゃれプランナー
協会
２．ＮＰＯ法人　ウィメンズ・ウィングちば
３．ちば元気づくり友の会
４．千葉県の男女平等を考える会
５．千葉県男女共同参画地域推進員（海匝・山
武地域）
６．千葉県男女共同参画地域推進員（東上総
地域）
【情報誌】
「ｅパートナーちば」№26および№27を、それぞ
れ9月末と3月末（各12,000部）の年間2回発行
した。

2,643 1,912

169 1,263 775

【男女共同参画シンポジウム＆ネットワーク会
議】
　講演会として、油井　文江先生による「誰もが
活躍チャレンジ！いまどき仕事の選び方、働き
方」と堀　正仁先生による「副業が福業を呼ぶ
あなたの働き方改革」と、ネットワーク会議を
行った。
【関係機関との連携講座】
・大学等との連携
千葉商科大学、日本政策金融公庫、一般財団
法人ＳＦＣフォーラム、はじめてＷＥＢと連携し、
「女性のための起業チャレンジセミナー」と題
し、女性の起業支援講座を、２日間実施した。１
日目は、上田　将史先生による講義を行い、２
日目には上田　将史先生による講義の他に、
パソコンを使った実習の時間を設けた。実習の
講師には、山本　和泉先生をお呼びした。
・地域団体との連携
千葉県医師会と連携して、「人生の選択と終い
方」をテーマに、医師による講演とお話し会を実
施した。
【女性リーダー養成講座】
地域活動の場などにおいて、リーダーとして活
躍する人材育成を目的とし、「女性が働くこと」
をテーマに、それぞれの女性の目標に合わせ
て、就労・就農・起業とジャンルを分けて講座を
行った。　（全５回）

男女共同参画の意識啓発のためのシンポジウ
ム、自己啓発（スキルアップ）講座及び関係機関
と連携した専門的講座を開催し、男女共同参画
についての啓発と県民の交流を図る。
○男女共同参画シンポジウム
○男女共同参画社会づくりネットワーク会議
○関係機関と連携した男女共同参画に関する
専門講座
・大学等との連携講座
・地域団体等との連携講座
○女性リーダー養成講座

各種講座・研修会の開催
【男女共同参画課】

○

基本目標Ⅲ　男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり
　基本的な課題７　男女共同参画への意識づくり
　　施策の方向①　あらゆる人々にとっての男女共同参画の推進
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事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

170 ○
ホームページ､メールマガジ
ン等による情報発信
【男女共同参画課】

・ 「ちばの男女共同参画情報マガジン」を毎月2
回発行する。
・市町村が開催するイベント等を千葉県ホーム
ページに掲載する。

【男女共同参画課】
・「ちばの男女共同参画情報マガジン」を毎月2
回発行し、市町村が開催するイベント等を千葉
県ホームページに掲載した。
・男女共同参画課で開催したセミナー等で、メ
ルマガの広告チラシを配布した。
【男女共同参画センター】
【関係機関との連携講座】
・大学等との連携
千葉商科大学、日本政策金融公庫、一般財団
法人ＳＦＣフォーラム、はじめてＷＥＢと連携し、
「女性のための起業チャレンジセミナー」と題
し、女性の起業支援講座を、２日間実施した。１
日目は、上田　将史先生による講義を行い、２
日目には上田　将史先生による講義の他に、
パソコンを使った実習の時間を設けた。実習の
講師には、山本　和泉先生をお呼びした。
・地域団体との連携
・千葉県医師会と連携して、「人生の選択と終
い方」をテーマに、医師による講演とお話し会を
実施した。

施策コード169
の決算に含む

施策コード169
の決算に含む

171 ○
関係機関等が行う研修会等
の取組に対する支援
【男女共同参画課】

・男女共同参画について理解を深めるため、県
職員・教職員に対する研修をはじめ、市町村や
企業、各種団体などの依頼により、県職員を講
師として派遣する。

【女性のための総合相談】
　のべ6,843件の相談に応じた。
　（電話相談6,102件（うちDV相談843件）、面接
相談233件（うちDV相談197件）、カウンセリング
439件（うちDV相談266件）
　法律相談38件（うちDV相談37件）、こころの相
談31件（うちDV相談27件）)
【男性のための総合相談】
　のべ671件の相談に応じた。
　（電話相談577件（うちDV相談46件)、カウンセ
リング94件（うちDV相談69件）)

0 19,138

172 ○
あらゆる人々への意識啓発
の展開
【男女共同参画課】

男女共同参画啓発パネルを男女共同参画週間
事業や市町村のロビー・公民館、市町村でのイ
ベント会場等で展示する。

・男女共同参画社会の形成の促進を図るため
に、男女共同参画週間の一環として千葉そごう
にて男女共同参画啓発及びDV防止パネルの
展示イベントを開催した。
・４つの市町村へパネルの貸出を行い、住民意
識の高揚を図るとともに、市町村における男女
共同参画施策の推進の推進を支援した。

106 73

173 ○
関係機関との連携による専
門講座
【男女共同参画課】

・大学等との連携講座
・地域団体等との連携講座

【関係機関との連携講座】
・大学等との連携
千葉商科大学、日本政策金融公庫、一般財団
法人ＳＦＣフォーラム、はじめてＷＥＢと連携し、
「女性のための起業チャレンジセミナー」と題
し、女性の起業支援講座を、２日間実施した。１
日目は、上田　将史先生による講義を行い、２
日目には上田　将史先生による講義の他に、
パソコンを使った実習の時間を設けた。実習の
講師には、山本　和泉先生をお呼びした。
・地域団体との連携
・千葉県医師会と連携して、「人生の選択と終
い方」をテーマに、医師による講演とお話し会を
実施した。

施策コード169
の予算に含む

施策コード169
の決算に含む

174 ○
男女共同参画センターにお
ける相談事業の実施
【男女共同参画課】

女性及び男性のための総合相談（一般相談・専
門相談）及びDV被害女性の相談及びカウンセリ
ングを実施する。

【女性のための総合相談】
　のべ6,843件の相談に応じた。
　（電話相談6,102件（うちDV相談843件）、面接
相談233件（うちDV相談197件）、カウンセリング
439件（うちDV相談266件）
　法律相談38件（うちDV相談37件）、こころの相
談31件（うちDV相談27件）)
【男性のための総合相談】
　のべ671件の相談に応じた。
　（電話相談577件（うちDV相談46件)、カウンセ
リング94件（うちDV相談69件）)

20,017 19,138

175 ○
男女共同参画苦情処理制
度の活用
【男女共同参画課】

男女共同参画に関する県の施策に係る苦情申
出があった場合、迅速に処理する。

申出件数なし。 179 24

176 ○
千葉県男女共同参画推進
連携会議の充実
【男女共同参画課】

県と連携しながら民間における男女共同参画の
自主的な取組を推進することを目的に、産業・地
域・教育分野における県域組織で構成された男
女共同参画推進連携会議により、県と団体・団
体相互の意見・情報交換や研修会、講演会等を
開催するとともに、団体及び参加団体へ幅広く
働きかけを行う。
本県における女性の活躍を効果的かつ円滑に
推進するため、女性活躍推進法に基づく協議会
として設置された女性活躍推進特別部会で、構
成団体の有用な取組について、情報共有すると
ともに、女性の活躍支援策やワーク・ライフ・バラ
ンスの普及促進等について協議を行っていく。

地域・教育・女性活躍推進特別部会合同シンポ
ジウム、産業・女性活躍推進特別合同部会、産
業部会、地域・教育合同部会を計4回開催し
た。
参加者の満足度は非常に高く、事後アンケート
では、各部会参加者の９割が「非常に役に立っ
た」「役に立った」と回答した。

2,818 1,570
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事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

177 ○

千葉県男女共同参画社会
づくりネットワーク会議の充
実
【男女共同参画課】

男女共同参画シンポジウムとネットワーク会議を
同日開催する。

【男女共同参画シンポジウム＆ネットワーク会
議】
　講演会として、油井　文江先生による「誰もが
活躍チャレンジ！いまどき仕事の選び方、働き
方」と堀　正仁先生による「副業が福業を呼ぶ
あなたの働き方改革」と、ネットワーク会議を
行った。

施策コード168
の予算に含む

施策コード168
の予算に含む

178 ○
千葉県男女共同参画地域
推進員制度の充実
【男女共同参画課】

県内６地域で、推進員の企画によるフォーラム
等を13実施した。

2,307 1,033

179
県民意識調査等による県民
意識の実態把握
【男女共同参画課】

・第5次千葉県男女共同参画計画策定の基礎資
料とするため、県民意識調査を実施する。対象
者2千人で層化二段無作為抽出。
・調査の調査項目を提案させるとともに、対象者
の抽出・集計・分析・報告書印刷作成を業務委
託により実施することとし、業者選定に当たり、
公募型プロポーザル様式を採用し決定した。5月
公告、6月業者選定委員会、業者決定、8月懇話
会にて調査項目決定、10月調査実施、11月から
2月にかけ集計結果分析とりまとめ、3月末納
品。

・第5次千葉県男女共同参画計画策定の基礎
資料とするため、県民意識調査を実施する。対
象者2千人で層化二段無作為抽出。

・調査の調査項目を提案させるとともに、対象
者の抽出・集計・分析・報告書印刷作成を業務
委託により実施することとし、業者選定に当た
り、公募型プロポーザル様式を採用し決定し
た。5月公告、6月業者選定委員会、業者決定、
8月懇話会にて調査項目決定、11月調査実施、
11月から2月にかけ集計結果分析とりまとめ、3
月末納品。

3091 3,079

180
ネットワークを活用した情報
収集､提供
【男女共同参画課】

男女共同参画関係団体等に対して、国や国立
女性教育会館、県等が主催するセミナーや
フォーラムの情報を収集し、提供するとともに、
広報啓発活動に対する支援を行う。
　また、男女共同参画に関する書籍やＤＶＤを購
入し、情報コーナーで貸出を実施することで県民
に対する意識啓発及ぶ団体等の活動支援につ
なげる。

【情報コーナー】
新規購入にあたり全3回の図書選定を行い、計
180冊の図書及び4本の映像資料(上映権付き)
を購入。閲覧・貸出に供した。

556 507

181
啓発用ビデオの貸出し
【健康福祉政策課】

人権についての正しい知識と理解を深めてもら
うため、人権啓発ビデオの貸出しを行う。

人権についての正しい知識と理解を深めてもら
うため、人権啓発DVDの貸出しを行った。
113件（184本）

596 277

182
人権啓発指導者養成講座
の開催
【健康福祉政策課】

人権啓発・教育に関し指導的な立場の人を対象
として、必要な知識と技能を修得することができ
るよう、人権啓発指導者養成講座を開催する。

人権啓発・教育に関し指導的な立場の人を主
な対象として、必要な知識と技能を修得するこ
とができるよう、人権啓発指導者養成講座を10
月に開催した。
（参加者　延べ742人）

2,820 2,280

183

教科､道徳､特別活動等の
教職員研修の実施
【（教）学習指導課】
【（教）児童生徒課】

児童生徒が発達段階に応じて、男女の平等や
男女相互の理解と協力の重要性、性の多様性
についての正しい理解と認識を深められるよう、
県総合教育センターとも連携を図りながら初任
者研修、学校人権教育指導者研修、教科、道
徳、特別活動等の研修を計画し、実施する。

【児童生徒課】児童生徒が発達段階に応じて、
男女の平等や男女相互の理解と協力の重要
性、性の多様性等についての正しい理解と認
識を深められるよう、県総合教育センターとも
連携を図りながら初任者研修等、学校人権教
育指導者研修等、教科、道徳、特別活動に関
わる研修を計画し、実施することで、一定の成
果を収めている。
【学習指導課】県内全ての公立小学校の道徳
教育推進教師を対象とした研修会で、千葉県
の基本的な方針に基づき、思いやりや友情等
について重点的に扱うように指導している。

18,711 14,986

184
学校人権教育研究協議会
の開催
【（教）児童生徒課】

教育事務所の人権教育担当者を対象とした「担
当指導主事協議会」を年5回，市町村教育委員
会の人権教育担当者を対象とした「全体協議
会」を年1回開催する。教育事務所ごとに公立幼
稚園，認定こども園，小中学校，義務教育学校
の管理職を対象とする「地区別協議会」を開催
する。高等学校の管理職と人権教育担当者を対
象とする高等学校協議会を年１回開催する。

教育事務所の人権教育担当者を対象とした
「担当指導主事協議会」を年5回，市町村教育
委員会の人権教育担当者を対象とした「全体
協議会」を年1回開催した。教育事務所ごとに
公立幼稚園，認定こども園，小中学校，義務教
育学校の管理職を対象とする「地区別協議会」
を開催した。高等学校の管理職と人権教育担
当者を対象とする高等学校協議会を年１回開
催した。

347 320

　基本的な課題８　男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実
　　施策の方向①　学校教育･社会教育等における男女共同参画の啓発・推進

　　施策の方向②　男女共同参画に関する調査研究､情報の収集・整備・提供
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事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

185
学校人権教育推進校協議
会の開催
【（教）児童生徒課】

推進校協議会を年5回実施予定（参加体験型研
修，推進校の授業参観を含む）。2回は講演会を
実施する。また，校種別，地区別協議会を開き，
情報交換をするとともに，自校における人権教
育推進上の課題を明確にし，人権教育の推進を
図る。

学校人権教育推進校（小学校１０校、中学校１
０校、高校５校）の人権教育担当者を対象に、
年５回開催した。講演、行政説明、協議、実践
報告、参加体験型演習等、多様な研修を通じ
て、参加者の人権意識を涵養した。

33 30

186
学校人権教育指導資料の
作成
【（教）児童生徒課】

指導資料（リーフレット形式）を県内公立幼，認
定こども園，小，中，義務教育学校，高，特別支
援学校の全本務教員に配付する（発行数45,000
部）。

指導資料（リーフレット形式）を県内公立幼，認
定こども園，小，中，義務教育学校，高，特別
支援学校の全本務教員に配付した（発行数
45,000部）。

360 354

187
学校人権教育研究指定校
事業の実施
【（教）児童生徒課】

県立長生高校定時制課程を研究校に指定（1年
目）。「生徒への人権教育の実施について」とい
う主題で２年間、調査研究を行い、その成果の
普及を図る。

県立長生高校定時制課程を研究校に指定（1
年目）。「生徒への人権教育の実施について」と
いう主題で２年間、調査研究を行った。、その成
果の普及を図るための準備段階ともなった。

60 45

188
セクシュアル・ハラスメントに
関する実態調査の実施
【（教）教職員課】

12月までに、各県立学校全生徒、全職員を対象
に、セクハラの防止をはかるために、セクハラに
係るアンケートを実施し、結果をＨＰ等で公表す
る。

11月に公立学校全児童生徒、全職員を対象に
セクハラ実態調査及び防止を図るために、令和
元年１２月２日から令和２年１月３１日までを調
査期間とするアンケートを実施するよう通知し
た。調査結果は学校及び市町村教育員会に通
知し、セクハラ防止を図るとともに、ホームペー
ジにて公表した。

0 0

189

セクシュアル・ハラスメント防
止に関するリーフレットの配
付
【（教）教職員課】

セクハラ防止を含めた不祥事根絶リーフレットを
再改定し、各県立学校に配付する。

・４月に「不祥事根絶パンフレット」を作成、全教
職員に配付し、セクハラを含む不祥事防止につ
いて指導した。
・５月に「平成３０年度セクシュアル・ハラスメント
及び体罰に関する実態調査の結果について」
及び「不祥事根絶パンフレット」等を活用 した校
内研修を実施し報告するよう依頼した。
また、６月には「児童生徒に対するわいせつ・セ
クハラ及び体罰事故の根絶を図るための生徒
指導上の留意点に係る周知徹底について」を
通知し、各学校において、セクハラ等の根絶に
向けて指導した。

0 0

190
子どもと親のサポートセン
ターにおける教育相談
【（教）児童生徒課】

学校生活に関すること、心や身体のこと、その他
進路や適性に関すること等、個々の状況に応じ
て、本人及び保護者、教職員に対し、相談活動
を通して支援・援助を行う。

令和元年度の相談件数は、電話、来所、メー
ル、FAXを合わせて14,502件であった。

64,257 60,947

191

スクールカウンセラー､ス
クールソーシャルワーカー
等の派遣
【（教）児童生徒課】

千葉市を除く県内全公立中学校321校と県立高
等学校80校，公立小学校150校にスクールカウ
ンセラーを配置するとともに，地区不登校等対策
拠点校12校を含む公立小中学校18校と，定時
制課程を置く県立高等学校17校，地域連携アク
ティブスクール4校にスクールソーシャルワー
カーを配置し，教育相談の充実を図る。

千葉市を除く県内全公立中学校321校と県立高
等学校80校，公立小学校150校にスクールカウ
ンセラーを配置するとともに，地区不登校等対
策拠点校12校を含む公立小中学校18校と、定
時制課程を置く県立高等学校17校，地域連携
アクティブスクール4校，教育事務所5箇所にス
クールソーシャルワーカーを配置し，教育相談
の充実を図った。

690,901 652,223

192
社会人権教育指導者養成
講座の開催
【（教）生涯学習課】

人権に対する正しい理解と深い認識を持った人
権教育の指導者・支援者の養成を図るために、
４回の講座を実施する。

人権に対する正しい理解と深い認識をもった人
権教育の指導者・支援者の養成を図るために、
４回の講座を開催し、７市町村８名の修了者を
輩出した。

167 167

193
ウェブサイト等による情報提
供
【（教）生涯学習課】

①家庭教育支援のため、Webサイトの掲載内容
を毎月確認し、随時更新
②学校、市町村等のWebサイトからの当サイトへ
のリンク化の促進、家庭教育リーフレットやチラ
シによる当サイトの周知

Webサイト「親力アップいきいき子育て広場」
➀家庭教育支援のため、Webサイトの掲載内
容を毎月確認し、随時更新
②学校、市町村等のWebサイトへのリンクと、家
庭教育リーフレットやチラシによる当サイトの周
知
[サイトの更新件数]
４２回（令和元年度実績）

0 0

194

家庭教育支援に関する研修
講座の開催及び講座活性
化の推進
【（教）生涯学習課】

家庭教育支援員等のための家庭教育研修講座
　家庭教育支援員等の養成を図るため、家庭教
育に関する専門的な知識やカウンセリングに関
する知識・技術の習得及び資質の向上を図る研
修講座を実施し、本県の家庭教育支援体制の
一層の充実強化を図る。

　家庭教育支援員等のための家庭教育研修講
座
　家庭教育支援員に関する知識の習得と資質
向上のため、家庭教育支援員等に「親の学び・
相談基礎コース」「相談コースⅠ」「相談コース
Ⅱ」を実施した。
「親の学び・相談基礎コース」
（３回開催、受講修了者６３名）
「相談コースⅠ」
（３回開催、受講修了者６１名）
「相談コースⅡ」
（２回開催、受講修了者４２名）

703 596
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事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

195
県立学校改革の推進
【（教）教育政策課】

実施プログラムを推進するために関係機関等と
の連絡調整及び広報を実施する。

・幕張総合高校に総合学科を設置
・市川南高校に保育基礎コースを設置
・我孫子東高校に福祉コースを設置
・市原八幡高校に防災の学びを導入
・市原高校と鶴舞桜が丘を統合

1438 865

196
高校生インターンシップの推
進
【（教）学習指導課】

高校生が、望ましい職業観や勤労観を養い職業
に関する知識や技能を身に付けるとともに、自
己の個性を理解し主体的に進路を選択する能
力を高めるため、企業現場等で、就業体験（イン
ターンシップ）を実施する。

インターンシップ体験者数が、令和元年度は、
6592名。

0 0

197
高等学校進路指導研究協
議会の開催
【（教）学習指導課】

5月と11月の年2回、公立高等学校及び私立高
等学校の進路指導主事、又はこれに代わる者を
対象として、高等学校進路指導の現状と課題に
ついて研究協議を行い、進路指導の在り方を探
るとともに教職員の進路指導に関する指導力の
向上を図る。千葉労働局、商工労働部、生涯学
習課、児童生徒課の協力のもと実施する。

高等学校進路指導の現状と課題について研究
協議を行い、進路指導の在り方を探るととも
に、教職員の進路指導に関する指導力の向上
を図った。
大学入試センターに講師を依頼し、講演を実施
した。

0 0

198
県及び市町村防災会議へ
の女性の参画促進
【防災政策課】

　防災会議における女性委員の登用がなされて
いない市町村も残っているので、引き続き、防災
会議への女性委員の積極的な登用について促
進する。

　昨年に比べ防災会議における女性委員を登
用している市町村数が増加した。

0 0

199

高校生等防災教育基礎講
座・高校生等防災パワー
アップ講座
【防災政策課】

　引き続き大災害が起きた際、避難時・避難所
における行動や、被災地の復旧・復興の担い手
として災害時の心得を学び、適切な判断と活動
ができるよう地域防災力の向上に資することを
目標として実施する。

高校生等防災教育基礎講座において、防災に
関する講演（講師派遣）を１０校実施した。加え
て学校の希望により模擬体験（地震体験車、煙
体験ハウス）を実施した。
また、高校生等防災パワーアップ講座を千葉県
西部防災センターにおいて令和元年８月１、２
日に、千葉県消防学校・防災研修センターにお
いて８月１９、２０日にそれぞれ実施した。

1650 908

200
市町村における避難所運営
マニュアルの作成促進
【防災政策課】

引き続き、市町村担当者会議等を通じ、避難所
運営マニュアルの作成を促していく。

市町村担当者が集まる会議の場で、避難所運
営マニュアルの作成を働きかけ、令和２年３月
３１日現在、県内５１市町村で作成済となった。

0 0

201
災害対策コーディネーター
の活動支援
【防災政策課】

引き続き、災害対策コーディネータースキルアッ
プ講座を開催する。

災害対策コーディネータースキルアップ講座の
開催を令和２年３月２３日に予定していたが、新
型コロナウイルスの感染拡大防止のため、中
止した。

140 27

202
消防団活動への参画促進
【消防課】

大学生を中心とした若年層への消防団の重要
性の理解と加入促進を図るため、引き続き学生
消防隊及び関係機関と連携し、啓発イベントや
広報を実施する。

県民の日ちばワクワクフェスタやイオンモール
幕張新都心において、消防庁が作成した女性
消防団員加入促進のパンフレット等を配布し
た。
また、消防団への理解促進を図るため、高校生
を対象に体験講座や消防・防災活動に係る出
前講座を実施した。

3500 2,207

203
千葉県男女共同参画推進
本部・幹事会の開催
【男女共同参画課】

・市町村担当者との合同研修会１回
・幹事会２回、推進本部１回を開催予定

市町村担当者を対象とする合同研修会と併せ
て幹事会を開催した。(1回)

0 0

204
千葉県男女共同参画推進
懇話会の開催
【男女共同参画課】

・懇話会２回、計画評価専門部会を４回を開催
予定
・第４次男女共同参画計画及びＤＶ防止･被害者
支援基本計画(第4次)の評価について報告す
る。
・男女共同参画推進及びＤＶ防止･被害者支援
に係る施策について意見を伺う。

・懇話会２回、計画評価専門部会を４回を開催
した。
・第４次男女共同参画計画及びＤＶ防止･被害
者支援基本計画(第4次)の評価について報告を
行った。
・男女共同参画推進及びＤＶ防止･被害者支援
に係る施策について意見を伺った。

897 606

　　施策の方向②　消防・防災活動における女性の活躍促進

推進体制

　　施策の方向②　多様な選択を可能にし､個性を伸ばす教育・学習の充実

　基本的な課題９　防災分野における男女共同参画の促進
　　施策の方向①　男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の促進
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事業の実施予定 事業の実施結果
当初予算額

（千円）
決算額
（千円）

事業
番号

重点 事業名

令和元年度

205
男女共同参画センターの機
能強化
【男女共同参画課】

・女性リーダー養成講座の内容を拡充する。
・シンポジウムとネットワーク会議を同時開催す
る。

【女性リーダー養成講座】
地域活動の場などにおいて、リーダーとして活
躍する人材育成を目的とし、「女性が働くこと」
をテーマに、それぞれの女性の目標に合わせ
て、就労・就農・起業とジャンルを分けて講座を
行った。　（全５回）
【男女共同参画シンポジウム＆ネットワーク会
議】
　講演会として、油井　文江先生による「誰もが
活躍チャレンジ！いまどき仕事の選び方、働き
方」と堀　正仁先生による「副業が福業を呼ぶ
あなたの働き方改革」と、ネットワーク会議を
行った。

施策コード
168、169の予

算に含む

施策コード
168,169の決算

に含む

206
千葉県男女共同参画地域
推進員制度の充実
【男女共同参画課】

県内６地域で推進員の企画による講演会、出
前講座等を実施した。（13事業、参加者数823
名）

2,307 1,011

207
市町村における推進体制づ
くりの支援
【男女共同参画課】

男女共同参画啓発パネルを男女共同参画週間
事業や市町村のロビー・公民館、市町村でのイ
ベント会場等で展示する。

・男女共同参画社会の形成の促進を図るた
め、男女共同参画週間の一環として千葉そごう
にて男女共同参画啓発及びDV防止パネルの
展示イベントを開催した。
・４つの市町村へパネルの貸出を行い、住民意
識の高揚を図るとともに、市町村における男女
共同参画施策の推進の推進を支援した。

106 73

208
市町村における男女共同参
画計画策定の支援
【男女共同参画課】

男女共同参画計画・DV対策計画の未策定市町
村を支援するため、アドバイザーを派遣する。
7市町村を予定。

・市町が実施する研修会等にアドバイザーを派
遣した。６市町村実施（旭市、香取市、大網白
里市、横芝光町、八千代市）。
・未策定市町村の計画策定を促進するため、市
町村男女共同参画担当者研修会を2月に実
施。講演会は行わず、近年策定したばかりの横
芝光町や山武市などの講義に代えるとともに、
ワールドカフェ方式により意見交換を行った。

210 202

209
千葉県男女共同参画推進
連携会議の充実
【男女共同参画課】

県と連携しながら民間における男女共同参画の
自主的な取組を推進することを目的に、産業・地
域・教育分野における県域組織で構成された男
女共同参画推進連携会議により、県と団体・団
体相互の意見・情報交換や研修会、講演会等を
開催するとともに、団体及び参加団体へ幅広く
働きかけを行う。
本県における女性の活躍を効果的かつ円滑に
推進するため、女性活躍推進法に基づく協議会
として設置された女性活躍推進特別部会で、構
成団体の有用な取組について、情報共有すると
ともに、女性の活躍支援策やワーク・ライフ・バラ
ンスの普及促進等について協議を行う。

地域・教育・女性活躍推進特別部会合同シンポ
ジウム、産業・女性活躍推進特別合同部会、産
業部会、地域・教育合同部会を計4回開催し
た。
参加者の満足度は非常に高く、事後アンケート
では、各部会参加者の９割が「非常に役に立っ
た」「役に立った」と回答した。

2818 1,570

210

千葉県男女共同参画社会
づくりネットワーク会議の充
実
【男女共同参画課】

男女共同参画シンポジウムとネットワーク会議を
同日開催する。

【男女共同参画シンポジウム＆ネットワーク会
議】
　講演会として、油井　文江先生による「誰もが
活躍チャレンジ！いまどき仕事の選び方、働き
方」と堀　正仁先生による「副業が福業を呼ぶ
あなたの働き方改革」と、ネットワーク会議を
行った。

42 0

211
千葉県男女共同参画地域
推進員制度の充実
【男女共同参画課】

県内６地域で推進員の企画による講演会、出
前講座等の開催、啓発用新聞を発行した。（13
事業、参加者数823名）

2,307 1,011

212

「女性の職業生活における
活躍の推進に関する法律」
に基づく協議会の設置の検
討
【男女共同参画課】

平成２９年６月に、「千葉県男女共同参画推進連
携会議」に「女性活躍推進特別部会」を設置
・第１回会議…産業部会と合同で開催予定
・第２回会議…「家事ギャップの解消」をテーマに
シンポジウムを開催予定
・「男性の家事・育児等への参画機会の創出」に
取り組むため、男性の働き方・暮らし方を考える
パンフレットを作成し、配布する予定。

「千葉県男女共同参画推進連携会議」に、女性
活躍推進に向けた協議を行う場として設置し
た、「女性活躍推進特別部会」において、構成
団体の有用な取組について、情報共有するとと
もに、女性の活躍支援策やワーク・ライフ・バラ
ンスの普及促進等について協議を行った。
①シンポジウムの開催
　「家事ギャップ解消」をテーマに、メインター
ゲットの男性労働者に加え、や女性の意識を変
えていくことを考え、シンポジウムを開催
②パンフレットの作成・配布
　シンポジウムの成果等をパンフレットにまと
め、配布　15,000部作成

176の千葉県
男女共同参画
推進連携会議
事業の中に計

上

176の千葉県
男女共同参画
推進連携会議
事業の中に計

上

213
国及び各都道府県との男女
共同参画に関する情報交換
【男女共同参画課】

・内閣府男女共同参画局基礎研修参加
・男女協参画週間全国会議
・内閣府男女共同参画局主管課長会議出席

男女共同参画に関する知識の習得を図ること
ができ、業務に反映した。

0 0
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第４次 

千葉県男女共同参画計画の

評価について 
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 外部評価対象 

 総事業２１３事業のうち、重点的取組である６分野６８事業 

 外部評価の観点 

・男女共同参画の視点が施策に反映されているか。 

・男女共同参画の視点から施策の改善すべき点はないか 。 

 評価の流れ  

自己評価 
重点的取組の対象事業の所管課が、前年度の実施結果につ

いて自己評価を行い、その結果を評価シートに記載する。 

 

                                    

外部委員

意見 

各年度の外部評価対象事業についてのみ、所管課の自己

評価結果を基に評価委員と所管課による意見交換※を実施

後、外部評価として、外部委員からの男女共同参画の視点

からの意見を評価シートに追記する。 

  

※  意見交換について 

     事業担当課の自己評価結果について、男女共同参画の視点から、 

 改善に向けて良いアイデアがあるか等について、外部委員と事業 

担当課が意見交換を行う。 
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➢ 計画の外部評価について 

 第４次千葉県男女共同参画計画に位置付けた、全２１３事業のうち、重点的取組で

ある６分野６８事業を「千葉県男女共同参画推進懇話会計画評価専門部会」による外部

評価の対象としている。 

なお、重点的取組である６８事業については、毎年度、各所管課で自己評価するとと

もに、以下のとおり平成２９年から令和２年度の４年で分割して外部評価を実施する。 

 

〔図表 第４次計画 重点的取組事業評価スケジュール〕 

※６８事業のうち２事業は再掲 

令和２年度

DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援（２０事業）

平成３１年度

・ワーク・ライフ・バランスの普及促進（６事業）

・地域活動における男女共同参画の推進（６事業）

平成３０年度

子育て・介護への支援（１３事業）

平成２９年度

・政策・方針決定過程への男女共同参画の促進（１１事業）

・あらゆる人々にとっての男女共同参画の促進（１０事業）

令和３年度（計画評価最終

年度） 

総括評価 

 



重点的取組　（１）子育て・介護への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 1･2

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ① 施策番号 1

決算額計(千円)

①80%以上②待機
児童の解消を目
指します

実績
①79.9％
②833人（Ｒ2.4.1）

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 -

3 -

No. チェック

4 -

5 -

6 ○

No. チェック

7 -

8 ○

9 -

（2）改善点等

数値目標など

事　業　名 保育所施設整備の助成・認定こども園施設整備の助成

担　当　課 子育て支援課

基本目標

当初予算額計（千円） 3,982,000 1,744,365

事業の概要・目的

　施設整備の促進により、保育所等待機児童の早期解消を図るため、国の交付金や補助金を活用して、保育所、幼保
連携型認定こども園及び保育所型認定こども園、幼稚園型認定こども園（保育所部分）整備の施設整備を助成すると
ともに、県単独施策の「保育所整備促進事業」及び「賃貸による保育所・小規模保育事業所緊急整備事業」で上乗せ
補助を行う。

施設整備に関する事業のため、該当せず。

企
画
・
立
案
過
程

★視点１　企画への参画
チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

保育所、認定こども園等の施設整備に関する事業

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか
保育所の施設整備に関する事業であり、市町村
整備計画に基づき整備するため、該当せず。

性に起因する問題に配慮したか 施設整備に関する事業のため、該当せず。

チェック項目 説明

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 施設整備に関する事業のため、該当せず。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか 施設整備に関する事業のため、該当せず。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

＜改善した点＞
　平成30年度は、民間保育所等133施設、定員5,407人分の整備を行い、令和元年度は、民間保育所等119施設、定員5,633人分の整備を行っ
た。

＜課題・今後改善すべき点＞
　減少してはいるが、保育所等待機児童の解消にはまだ至っていない。引き続き市町村と連携して、待機児童解消を目指し、保育の受け皿整
備を進めていく必要がある。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか 施設整備に関する事業のため、該当せず。

指標名等
①子どもを生み育てやすいと感じる家庭の割合
（子育てアンケート）②保育所等待機児童数

目標

保育所等の施設整備では、民間保育所等（保育所、認定こども園、小規模保育事業所）119施設、定員5,633人分の整備に対して助成した。

★視点２　受益の公平性
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重点的取組　（１）子育て・介護への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 3

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ① 施策番号 1

決算額計(千円)

①80%以上②待機
児童の解消を目
指します

実績
①79.9％
②833名（R2.4.1）

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 -

3 -

No. チェック

4 ○

5 -

6 ○

No. チェック

7 -

8 ○

9 -

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 放課後児童クラブへの助成

担　当　課 子育て支援課

基本目標

当初予算額計（千円） 2,281,000 2,135,362

事業の概要・目的

　保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、適切な遊び及び生活の場を与えて、そ
の健全な育成を図るため、市町村が実施または助成する放課後児童クラブの運営費について助成を行う。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか
国の補助事業であり実施主体は市町村であること
から、該当せず。

性に起因する問題に配慮したか
国の補助事業であり実施主体は市町村であること
から、該当せず。

指標名等
①子どもを生み育てやすいと感じる家庭の割合
（子育てアンケート）②保育所等待機児童数

目標

市町村が実施又は助成する放課後児童クラブの運営費について補助を行った（54市町村1,487か所）

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか
事業実施に当たり性別の把握は不要のため該当
せず。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　前年度54市町村1,377か所から110か所増加した。

＜課題・今後改善すべき点＞
　希望したが入所できなかった児童が令和2年7月1日現在で1,444名存在する。放課後児童クラブについては、放課後児童支援員の資質の向
上等、今後とも質・量ともに拡充していく必要がある。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか 事業の目的・趣旨から該当せず。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか 事業の目的・趣旨から該当せず。
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重点的取組　（１）子育て・介護への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 4

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ① 施策番号 1

決算額計(千円)

①80%以上②待機
児童の解消を目
指します

実績
①79.9％
②833人（Ｒ2.4.1）

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 -

3 -

No. チェック

4 ○

5 -

6 ○

No. チェック

7 -

8 ○

9 -

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 病児保育事業への助成

担　当　課 子育て支援課

基本目標

当初予算額計（千円） 409,000 414,383

事業の概要・目的

　病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が一時的に実施する保育等を市町
村が実施または助成する施設に対して運営費の助成を行う。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか
国の補助事業であり実施主体は市町村であること
から、該当せず。

性に起因する問題に配慮したか
国の補助事業であり実施主体は市町村であること
から、該当せず。

指標名等
①子どもを生み育てやすいと感じる家庭の割合
（子育てアンケート）②保育所等待機児童数

目標

　市町村が実施する病児保育事業の運営費について、補助を行った（37市町218施設）。

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか
事業実施に当たり性別の把握は不要のため該当
せず。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
前年度36市町村179か所から39施設増加した。

＜課題・今後改善すべき点＞
　各市町村において、ニーズに応じて事業を行えるよう、引き続き必要な予算を確保する。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか 事業の目的・趣旨から該当せず。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか 事業の目的・趣旨から該当せず。
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重点的取組　（１）子育て・介護への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 5

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ① 施策番号 2

決算額計(千円)

２回 実績 ２回

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7

8

9

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 幼稚園・小学校の教員、保育士等による研究協議等の実施

担　当　課 （教）学習指導課

基本目標

当初予算額計（千円） 0 0

事業の概要・目的

　公私立幼稚園教諭、小学校の教員、保育士等を参加対象とする幼稚園教育課程研究協議会を年２回実施する。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

性に起因する問題に配慮したか

指標名等 幼稚園教育課程研究協議会の実施回数

目標

令和元年度については、「カリキュラム・マネジメントの適切な実施について」、「幼稚園教育と小学校教育との接続の推進について」及び「幼
稚園生活が幼児にとって安全なものとなるような環境の配慮や指導の工夫について」をテーマとして協議会を実施した。各園から実態に応じた
取組例が出され、協議に深まりがあった。

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　「幼児期における体力づくり」をテーマに講演いただくため、体を動かせるよう座席間隔をとれる広い会場で実施した。

＜課題・今後改善すべき点＞
　実施時期を夏期休業中にすることで、参加しやすい日程に配慮する。
　体を動かせるように座席間隔を広くしたため、協議する時に意見を出しにくい状況になっため、参加者の移動等を含めて配慮す
る。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか
協議会の趣旨が教員等の指導力向上を図るもの
であるため、該当せず。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか
協議会の趣旨が教員等の指導力向上を図るもの
であるため、該当せず。

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
協議会の趣旨が教員等の指導力向上を図るもの
であるため、該当せず。
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重点的取組　（１）子育て・介護への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 6

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ① 施策番号 3

決算額計(千円)

実績

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1

2

3

No. チェック

4

5

6

No. チェック

7

8 ○

9

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 幼稚園における預かり保育の推進

担　当　課 学事課

基本目標

当初予算額計（千円） 383,000 350,989

事業の概要・目的

　幼稚園の教育時間の前後や休業期間中（長期休業・土日祝日）に、園児を幼稚園内で過ごさせる「預かり保育」を実
施する学校法人立等幼稚園に対し人件費を補助することにより、保護者の育児負担軽減及び仕事と生活の調和の促
進を図る。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

性に起因する問題に配慮したか

指標名等

目標

通常日預かり保育に対する人件費の補助・・・257園へ計277,727千円
長期休業日預かり保育に対する補助・・・223園に計69,955千円
休業日預かり保育に対する補助・・・18園に計3,307千円
合計258園へ350,989千円を交付した。

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
・休業日・長期休業日分の預かり保育の補助単価（≒補助上限額）について、国の補助単価の変更に併せて、県の補助単価の増
額を行った。
・長期休業日分の預かり保育について、令和元年度から県単独で補助単価の上乗せを行い、補助を拡充した。
＜課題・今後改善すべき点＞
・預かり保育の需要は年々増加傾向にある。また、平成27年度の「子ども・子育て支援新制度」の施行に伴い、関係団体との連携
を図り、さらなる補助の拡充や質の向上に努める。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか
保護者の育児負担軽減及びワークライフバランス
の促進に貢献した。

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（１）子育て・介護への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 7

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ① 施策番号 4

決算額計(千円)

620 実績 669

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等
＜改善した点＞
　新規開設事業所が増加し、目標を上回る事業所数となった。

＜課題・今後改善すべき点＞
　情報公開の指導や、不適切な事業所への立入検査等を行い、利用者に対して良質なサービスを提供できるよう指導していく。
　併せて、医療的ケア児や重症心身障害児を受け入れられる事業所の拡充。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか
障害のある子どもを持つ共働き家庭にも対応でき
ていると思われる。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか
障害のある子どもを持つ共働き家庭にも対応でき
ていると思われる。

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
障害のある子どもを持つ共働き家庭にも対応でき
ていると思われる。

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

送迎や利用時間の延長の制度がある。

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 支給決定は市町村が行っている。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか 性別に関係なく利用している。

チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

性に起因する問題に配慮したか
密室化した場所を極力作らないなどのガイドライ
ンを作成(性的虐待の防止）

指標名等
放課後等デイサービス事業所設置個所数（第六
次千葉県障害者計画）

目標

　新規事業所の指定により、放課後等デイサービス事業者の量的拡大を図るとともに、サービス内容に係る情報提供・運営体制等に関する自
己評価、保護者による評価、評価及び改善内容の公表が各事業者に浸透するよう指導を行った。

★視点１　企画への参画

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 放課後等デイサービス事業の充実

担　当　課 障害福祉事業課

基本目標

当初予算額計（千円） 0 0

事業の概要・目的

　放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供するサービスで、児童福
祉法に基づく障害児通所支援事業の一つ。　対象者は学校教育法第1条に規定される学校に就学している障害児で、
授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた者。

児童福祉法に基づく障害児通所支援であり、性に
よる区分等はない。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか 国会、県議会等での審議、パブコメを実施。
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重点的取組　（１）子育て・介護への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 8

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ① 施策番号 4

決算額計(千円)

114人 実績 120人

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1

2

3

No. チェック

4

5

6

No. チェック

7

8

9

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 障害児短期入所の充実

担　当　課 障害福祉事業課

基本目標

当初予算額計（千円） 6,000 5,147

事業の概要・目的

　短期入所とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設等への短期間の入所を必要とする
障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護等を提供するサービスであるが、その中でも障
害児の入所を充実させようとするもの。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

性に起因する問題に配慮したか

指標名等 障害のある子どもの療育支援体制の充実

目標

短期入所事業所数（障害のある子どもを受け入れる事業所）は目標である108箇所を12箇所上回る120箇所と大幅増の実績となった。

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞

＜課題・今後改善すべき点＞

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（１）子育て・介護への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 9

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ① 施策番号 5

決算額計(千円)

- 実績 -

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 「ちばMy Style Diary」事業

担　当　課 子育て支援課

基本目標

当初予算額計（千円） 18,000 17,594

事業の概要・目的

　結婚から妊娠・出産、子育てまでの切れ目のない支援として、県や市町村からの支援情報の提供や、健康・育児に関する相談受
付などを行うスマートフォン用アプリを配信する。

性別を問わず利用できるアプリとなっている。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか 業務委託先はプロポーザル方式で決定した。

性に起因する問題に配慮したか
アプリは、性別を登録せずに利用することも可能。

指標名等 -

目標

○県内全市町村の婚活、妊活、プレママ・パパ、育児の４つのライフステージにある県民に対し、県や市町村からの支援情報の提供や、健康・
育児に関する相談受付などを行うスマートフォン用アプリ「ちば My Style Diary」を配信した。
○ダウンロード者数21,683人（令和2年3月31日時点）　※アンインストール者数を含まない
○アプリの使い勝手の向上を図るため、改修を行った。
○市町村や地域振興事務所等へのチラシ等の啓発物資の配付や県民の日ちばワクワクフェスタ2019への出展等を行った。

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　利用者のアンケート結果等を踏まえた改修を行い、使い勝手の向上を図った。また、市町村や地域振興事務所等へのチラシ等の啓発物資
の配付や県民の日ちばワクワクフェスタ2019への出展等を行い、広報の充実に努めた。

＜課題・今後改善すべき点＞
　ダウンロード者数は伸びているが、平成２７年度から配信をして以降、４年あまりが経過している中で、市町村や民間の類似アプリの配信が
増えてきている状況があり、利用者からは使い勝手の向上や県や市町村からの情報配信の更なる充実を望む声が多いことから、令和３年４
月からの運用開始に向けて、コンテンツ等の見直しや新アプリの開発により結婚から子育てまでの切れ目のない支援の更なる推進を図る。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか

性別を問わず利用できるアプリであり、婚活から
育児までのステージにある方に対し、コラム等で
啓発を行っている。
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重点的取組　（１）子育て・介護への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 10

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ① 施策番号 6

決算額計(千円)

― 実績 ―

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2

3

No. チェック

4 ○

5

6 ○

No. チェック

7

8

9

（2）改善点等
＜改善した点＞

＜課題・今後改善すべき点＞
子ども医療費助成事業は、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担の軽減等、子育て支援の観点から地方単独事業として実施さ
れている制度であるが、対象年齢や自己負担額等制度内容が地域によって異なっているのが現状である。
　未来を担う子供を安心して生み育てられる環境づくりを推進するためには、全国どこでも同じ制度の下で医療を受けられるようにすることが
重要であり、県としては、全国統一の制度の創設について、あらゆる機会を通じて国に要望しているところである。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか 事業の趣旨から該当しない。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか 事業の趣旨から該当しない。

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか 事業の趣旨から該当しない。

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

現物給付方式による助成事業であり、受療医
療機関、薬局等で直接利用ができる。

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 事業の趣旨から該当しない。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか
子育て家庭への医療費助成事業であり、男女の
いずれか一方に偏るものではない。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

性に起因する問題に配慮したか 事業の趣旨から該当しない。

指標名等 ―

目標

給付実績
　延べ件数　6,978,826件
　延べ日数　9,719,936日

★視点１　企画への参画

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 子どもの医療費助成の実施

担　当　課 児童家庭課

基本目標

当初予算額計（千円） 6,700,000 5,733,503

事業の概要・目的

　子どもの保健施策の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図るため、子どもの疾病に係る医療費について、市町村が行う医療
費助成に要する経費を助成する。
・助成対象
　入院　中学校３年生まで・　通院　小学校３年生まで
・自己負担　入院１日、通院１回につき300円・所得制限　児童手当に準拠・支給方法　現物給付

子育て家庭への医療費助成事業であり、性別役
割分担を前提としたものではない。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか 昭和48年からの事業であるため該当しない。
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重点的取組　（１）子育て・介護への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 11

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ① 施策番号 7

決算額計(千円)

増加を目指しま
す

実績
20（令和元年度
末）

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 －

2 －

3 －

No. チェック

4 －

5 －

6 －

No. チェック

7 －

8 －

9 ○

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 定期巡回、随時対応型訪問介護看護サービスの普及　

担　当　課 高齢者福祉課

基本目標

当初予算額計（千円） 341,460 78,198（うち繰5,670）

事業の概要・目的

　介護を必要とする高齢者の在宅生活を支えるため、日中と夜間を通じて介護と看護の両方のサービスを受けること
ができる「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」などの地域密着型サービスの普及を図る。
○市町村又は民間事業者が実施する施設整備事業に対し市町村が補助する事業に対して市町村に交付する。
○開設時から安定した質の高いサービスを提供する体制整備等を支援するため、開設前６カ月の準備に必要な人件
費等の経費について、市町村又は民間事業者に補助する事業に対して市町村に交付する。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

性に起因する問題に配慮したか

指標名等
定期巡回・随時対応型訪問介護看護実施市町村
数

目標

○民間事業者が実施した施設整備事業２市２施設に対する市の補助事業に対して交付金を交付した。（11,610千円）
○民間事業者が新たに施設を開設した４市５施設に対する市の開設準備経費補助に対して交付金を交付した。（66,588千円）

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
特になし

＜課題・今後改善すべき点＞
特になし

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（１）子育て・介護への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 12

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ① 施策番号 7

決算額計(千円)

－ 実績 －

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 －

2 －

3 －

No. チェック

4 －

5 －

6 －

No. チェック

7 －

8 ○

9 －

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 特別養護老人ホーム等の施設整備

担　当　課 高齢者福祉課

基本目標

当初予算額計（千円） 2,670,300 2,485,800

事業の概要・目的

　在宅での生活が困難な中重度の要介護高齢者の受け皿として特別養護老人ホーム等の施設整備を進める。
○広域型特別養護老人ホーム（定員30名以上）の施設整備に必要な経費の助成を行う。
○介護者の急病等により、一時的に居宅での介護が困難となった際などに、短期間の入所を行うため、広域型特別養
護老人ホーム（定員30名以上）に併設して老人短期入所居室を整備する場合に補助を行う。
○地域密着型介護サービス施設等の整備に要する費用について市町村への助成を行う。
○広域型特別養護老人ホーム（定員30名以上）等の開設前の準備経費に対して助成を行い、また、広域型特別養護
老人ホーム等の整備用地確保のために定期借地権を設定し、一時金を支払った場合に助成を行う。
○小規模な特別養護老人ホーム（定員29名以下）等の開設前の準備経費に対して助成を行い、また、小規模な特別
養護老人ホーム等の施設整備用地確保のために定期借地権を設定し、一時金を支払った場合に助成を行う。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

性に起因する問題に配慮したか

指標名等 －

目標

社会福祉法人が整備する特別養護老人ホーム6市7施設516床の整備に対して補助を行った。（2,130,300千円）
R1年度に完成する特別養護老人ホーム8市町10施設790床の整備に対して概算払を行った。（355,500千円）

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　施設整備を促進したとしても介護人材の充足がなくては事業効果が得られないことから、介護人材の確保を図るためベトナム政府と介護人
材の確保に関する覚書の締結を行い、ハードとソフトが一体となった事業促進を行える体制を整えた。

＜課題・今後改善すべき点＞
　市町村が行う施設整備事業者の公募が不調となることが多いため、県としてサポートが出来ないか検討を行う。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか 特別養護老人ホーム等の施設整備を促進した。

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（１）子育て・介護への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 13

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ① 施策番号 7

決算額計(千円)

増加を目指します 実績 172

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 福祉・介護人材の確保と定着促進　　　

担　当　課 健康福祉指導課

基本目標

当初予算額計（千円） 291,293 127,735

事業の概要・目的

高齢化の急速な進展に伴い介護サービス需要が増加する中、本県の介護職員は2025年に約28,000人不足すると見
込まれている。しかし、生産年齢人口の減少により、今後労働力の確保が一層困難になることが予測されることから、
将来にわたり必要とされる介護サービスが安定的に提供されるよう、これを支える介護人材の確保・定着を図るた
め、介護分野への多様な人材の参入促進、職員のスキルアップ支援、働きやすい環境整備等、総合的な取組を実施
する。

性別を問わず事業対象としている。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか
方針の策定にあたり、女性、男性双方の委員で
構成される推進協議会で検討を行った。

性に起因する問題に配慮したか

出産・子育てを理由に離職する女性が多い状況
を踏まえ、仕事と子育ての両立が可能となるよ
う、介護事業所内における保育施設の運営経費
を助成する「介護事業所内保育施設運営支援事
業」を事業化し、実施している。

指標名等 介護人材確保対策事業費補助対象事業数

目標

・福祉・介護人材の確保・定着に向けた総合的な指針である「千葉県福祉人材確保・定着推進方針」（平成26年3月策定）の見直しを行い、国
の動向や状況変化等を踏まえて、新たな方針の策定を行った。
・介護の仕事の魅力を伝える一般の方向けのセミナー等に支援する「介護人材就業促進事業」（49事業、参加者数4,923人）、介護福祉士等
の再就業に向けた研修等に支援する「潜在有資格者等再就業促進事業」（2事業、25人）、介護職員のスキルアップ等を図る研修等に支援す
る「介護人材キャリアアップ研修支援事業」（72事業、4,196人）等、介護人材の確保・定着に向けた様々な事業を実施した。

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

セミナーや研修会等の実施に当たっては、対象
者が参加しやすい日時を設定するなど配慮を
行った。

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか －

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか 事業実施にあたり、性別の制限を設けていない。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
介護人材のすそ野の拡大を図るため、介護未経験者に対して、より受講しやすい内容の研修、職場体験、介護事業所へのマッチング支援までを一体的に行
う「介護に関する入門的研修事業」を新たに実施した。

＜課題・今後改善すべき点＞
事業の周知が十分ではない部分があるため、周知方法の見直しを行う。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

「家族介護の担い手＝女性」という固定的性別役
割分担意識が依然として根強いことが、介護離職
者に占める女性の割合の高さからもうかがえる
が、必要とされる介護サービスが提供され、利用
が促進されることにより、介護の負担軽減が図ら
れることから、介護サービスを提供する人材の確
保・定着に向けた取組は、固定的性別役割分担
意識の解消に資するものとなっている。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

・介護事業所内における保育施設の運営経費の
助成を行うことにより、介護職員の仕事と子育て
の両立が図られた。
・また、必要とされる介護サービスが提供されるこ
とにより、介護離職の防止が図られることから、
介護人材の確保・定着に向けた取組は、仕事と
介護の両立の実現に資するものとなっている。

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか

介護人材の確保・定着を図る様々な取組を実施
したことにより、介護分野への多様な人材の参入
促進が図られた。
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重点的取組　（２）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の普及促進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 14

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ② 施策番号 1

決算額計(千円)

37件以上 実績 37件

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 －

No. チェック

4 －

5 －

6 －

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 男女共同参画に積極的に取り組んでいる事業所の表彰

担　当　課 男女共同参画課

基本目標

当初予算額計（千円） 47 28

事業の概要・目的

　女性の登用・職域拡大や仕事と家庭の両立支援等に積極的に取り組んでいる県内の事業所を公募により募集し、表
彰を行う。
また、受賞事業所については、千葉県男女共同参画推進連携会議 産業部会において、取組の発表等を行い、県の
ホームページに掲載するなど幅広く周知する。

女性の登用・職域拡大や仕事と家庭の両立支援
に積極的に取り組む企業を募集し、表彰した事業
所を公表している。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

性に起因する問題に配慮したか

指標名等 男女共同参画推進事業所表彰件数（累計）

目標

9月6日から10月25日まで事業所の募集を行ったところ、3事業所より応募があり、知事賞として1事業所、奨励賞として2事業所を表彰した。知事
賞を受賞した事業所については、令和2年度に開催する千葉県男女共同参画推進連携会議産業部会において、自社の取組を発表する予定で
ある。

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、その
他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

事業所を対象としているため、該当なし

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 事業所を対象としているため、該当なし

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか 事業所を対象としているため、該当なし

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたもの
になっていないか

＜改善した点＞
　千葉県男女共同参画推進連携会議構成団体に加え、　雇用労働課に、労働関係情報誌「労政ちば」へ機関紙への募集の記事掲載を依頼し、
企業の目に触れる機会を増やすことで対象事業所掘り起こしを図った。
＜課題・今後改善すべき点＞
　過去応募したが表彰に至らなかった企業への働きかけのほか、県主催のセミナー等参加企業への情報提供など他部局との連携により対象事
業所の掘り起こしを進めるとともに、表彰のメリットや魅力のアピールが必要。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

女性の登用・職域拡大や仕事と家庭の両立支援
に積極的に取り組む事業所の社名や取り組み内
容を千葉県ホームページや男女共同参画推進連
携会議（産業部会）等で広く紹介した。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（２）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の普及促進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 15・16

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ② 施策番号 1

決算額計(千円)

- 実績 -

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 -

5 -

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 ワーク・ライフ・バランスセミナーの開催・働き方改革アドバイザーの養成及び派遣

担　当　課 雇用労働課

基本目標

当初予算額計（千円） 15,400 14,805

事業の概要・目的

　働き方改革への取り組みを希望する企業に対して、働き方改革アドバイザーを派遣し、業務改善等のアドバイスを行
う。
併せて、働き方改革アドバイザー派遣事業の活用を促すことを兼ねて、働き方の見直しに関心のある企業等を対象とし
たセミナー・シンポジウムを計３回開催する。
　また、テレワーク体験付きセミナーの開催等、テレワークの導入支援も実施する。

性別を問わず、仕事と生活が両立できる職場環境
の整備等の働き方改革を進めようとする企業を支
援するため、専門家（アドバイザー）を派遣しようと
するものである。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

性に起因する問題に配慮したか

指標名等 -

目標

　働き方改革への取り組みを希望する企業に対して、働き方改革アドバイザーを派遣し、業務改善等のアドバイスを行った。
併せて、働き方改革アドバイザー派遣事業の活用を促すことを兼ねて、働き方の見直しに関心のある企業等を対象としたセミナー・シンポジウム
を計3回行った。
○アドバイザー派遣：23社（延べ82回）
○企業向け働き方改革セミナー
専門家によるセミナーを2回開催した。
○ちば「働き方改革」公労使シンポジウム
働き方改革に関する有識者による基調講演、企業の事例発表、パネルディスカッションを内容とするシンポジウムを1回開催した。
 また、テレワーク体験付きセミナーの開催等、企業におけるテレワークの導入支援も実施した。
○テレワーク体験付きセミナー
疑似体験付きセミナーを1回開催した。
○テレワークの専門家派遣：3社（延べ9回）

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、その
他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

企業を対象とした事業のため、該当しない。

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 企業を対象とした事業のため、該当しない。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたもの
になっていないか

＜改善した点＞
　セミナー・シンポジウムの開催や働き方アドバイザーの派遣を行うとともに、新たにテレワーク導入促進事業を実施し、県内中小企業に対する支援の充実を
図った。

＜課題・今後改善すべき点＞
　引き続き、セミナー・シンポジウムの開催やアドバイザーの派遣、テレワーク導入促進事業を実施することにより、県内中小企業の働き方改革の取組を支援
するとともに、国や経済団体等と緊密に連携し、県全体において取組の浸透を図る。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか
仕事と生活が両立できる職場環境の整備等の働き
方改革に関するアドバイスを実施した。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（２）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の普及促進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 17

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ② 施策番号 1

決算額計(千円)

800社以上 実績 889社

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ―

5 ―

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 “社員いきいき！元気な会社”宣言企業の募集・公表

担　当　課 雇用労働課

基本目標

当初予算額計（千円） 200 0

事業の概要・目的

　ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を実現できる社会づくりのため、仕事と生活の両立支援や誰もが働きや
すい職場環境づくりに積極的に取り組む企業を「“社員いきいき！元気な会社”宣言企業」として登録し、社名や取り組
み内容を千葉県ホームページ等で広く紹介する。

性別を問わず、誰もが働きやすい職場環境づくり
に取り組む企業を募集し、公表している。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

性に起因する問題に配慮したか

指標名等 社員いきいき！元気な会社宣言会社数

目標

・令和元年度新規登録事業者数　72社
・合計登録事業者数　889社（令和元年度末時点）

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

企業を対象とした事業のため、該当しない。

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 企業を対象とした事業のため、該当しない。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　県ホームページ等で社名や取組内容を紹介することにより、県内企業におけるワーク・ライフ・バランスの自主的な取組の促進を図った。

＜課題・今後改善すべき点＞
　引き続き、県内企業のワーク・ライフ・バランスの自主的な取組を促進していく。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

性別を問わず、誰もが働きやすい職場環境づくり
に積極的に取り組む企業の社名や取り組み内容
を千葉県ホームページ等で広く紹介した。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（２）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の普及促進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 18

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ② 施策番号 2

決算額計(千円)

- 実績 -

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 両立支援制度に関する周知広報

担　当　課 雇用労働課

基本目標

当初予算額計（千円） 0 0

事業の概要・目的

　企業の人事労務担当者や一般県民等を対象とした働き方改革に係るセミナー等において、両立支援制度や国の助
成金について周知する。

両立支援制度は誰もが働きやすい環境づくりに資
するものである。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

性に起因する問題に配慮したか

指標名等 -

目標

　企業の人事労務担当者や県民等を対象に働き方改革に係るセミナー等を開催し、両立支援制度（働き方改革アドバイザー、テレワーク専門
家派遣等）や国の助成金の周知を行った。

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか
両立支援制度に関する情報提供は男女ともに有
益である。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　働き方改革に係るセミナー等において、両立支援制度や国の助成金についての説明を行い、特に企業の経営者・人事労務担当者への周知
を強化した。

＜課題・今後改善すべき点＞
　引き続き、働き方改革に係るセミナー等を開催し、両立支援制度や助成金等について周知を行う。特に、企業の具体的な取組の促進を図る
ため、企業の経営者・人事労務担当者に向けた周知を重点的に行う。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（２）ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の普及促進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 19

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ② 施策番号 3

決算額計(千円)

- 実績 -

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等
＜改善した点＞
・働きやすい職場環境の整備に向け、7月22日から3月31日まで、在宅勤務及びサテライトオフィス勤務の試行を実施した。また、新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため実施方法等の見直しを行い、令和2年度においても当面試行を継続している。

＜課題・今後改善すべき点＞
・セミナー、研修やリーフレット等を通じて、職員に対する制度の周知や管理職員の意識改革に取り組み、引き続き職員が育児に参加しやすい
職場環境づくりに取り組む。
・在宅勤務及びサテライトオフィス勤務について、令和元年度の試行及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う在宅勤務の実施
結果から課題を把握し、対応した上で、今後の本格導入を目指す。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

男性職員が利用できる両立支援制度の周知や、
男性の育児休業取得者の経験談の発表などを通
じて、男女が共に子育てを担う意識の定着を図っ
ている。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか
男性職員の育児参加の促進により、子育て期の
ワーク・ライフ・バランスの啓発に貢献した。

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

基本目標

当初予算額計（千円） 395 45

指標名等 -

事業の概要・目的

　職員がいきいきと意欲的に職務に取り組むため、仕事と家庭の両立、また、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）のとれた働き方のできる職場環境の整備を目指す。

事　業　名 県職場における仕事と家庭の両立が可能な職場環境の整備

担　当　課 総務課

全職員を対象として研修や育児休業取得者セミ
ナーを実施し、制度の周知や職員の意識改革を
図っている。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

数値目標など

目標

・育児休業取得者セミナーの開催（R1.8）
・各所属長に対して、男性職員の育児参加の促進に関する通知を発出（R1.7）
・リーフレット「男性職員の仕事と子育ての両立を応援します！」及び「イクボスチェックリスト」を各所属へ配布（R1.7）
・新規採用職員研修及び人事評価者研修において、「千葉県職員仕事・子育て両立支援プラン」及び育児のための休業・休暇等に関する制度
について周知（R1.4～７）
・職員出前講座において、仕事と子育ての両立支援制度について周知（R1.7）
・在宅勤務及びサテライトオフィス勤務の試行(R1.7.22～R2.3.31)を実施し、効果や課題を把握した。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡
大防止のため、在宅勤務を積極的に推進した。

★視点１　企画への参画
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重点的取組　（３）地域活動における男女共同参画の推進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 25

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ⑤ 施策番号 1

決算額計(千円)

全市町村 実績 ４２市町村

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック（該当する項目のみ記載）

No. チェック

1 ◯

2 ◯

3 ◯

No. チェック

4 ◯

5 ◯

6 ◯

No. チェック

7 ◯

8 ◯

9 ◯

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 千葉県男女共同参画地域推進員制度の充実

担　当　課 男女共同参画課

基本目標

当初予算額計（千円） 2,307 1,033

事業の概要・目的

　本県における男女共同参画への取組状況や課題は地域によって異なることから、男女共同参画社会づくりを効果的
に推進するためには、それぞれの地域特性を踏まえた取組が不可欠である。そのために、地域において県民や行政と
のパイプ役となり、地域に根ざした活動を行う「男女共同参画地域推進員」を各市町村から推薦を受けて知事が委嘱
することにより、県民、市町村、県が一体となった男女共同参画の推進を目指す。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

性に起因する問題に配慮したか

指標名等 千葉県男女共同参画地域推進員設置市町村数

目標

　令和元年度末（第８期）において、42市町村61名の地域推進員を委嘱している。
活動内容：
（１）企画事業・会議：県内６地域で地域推進員の企画による講座の実施や新聞の発行等を実施（12事業、参加者数823名）
（２）研修会：全体研修会「学生とともに身近な男女共同参画を考える」講演１回（参加者61名）
（３）事業報告会：新型コロナウイルスの感染拡大防止のため中止

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか アンケートにより集計

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　防災分野にも重点を置き、県民の防災に対する意識向上に貢献した。

＜課題・今後改善すべき点＞
　市町村からの推薦により地域推進員を委嘱しているが、第８期（R2～3年度）は10市町において不在となる見込みである。
なお、地域推進員の構成が、60歳代から70歳代、また、女性に偏っているため、未設置の市町村に設置の働きかけを行うに当たり、子育て世
代等の若い世代も含めた幅広い世代や、男性の割合も増えるような人選を働きかける必要があると考えている。
また、地域推進員の推薦に当たっての現状と問題点を把握するための方針についても検討する必要があると考えている。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか ワーク・ライフ・バランスの講座を実施

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（３）地域活動における男女共同参画の推進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 26

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ⑤ 施策番号 2

決算額計(千円)

20件 実績 23件

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック（該当する項目のみ記載）

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5

6 ○

No. チェック

7

8

9 ○

（2）改善点等

・ちば県民活動PR月間賛同行事として、期間内に開催される市町村・市民活動団体の普及啓発イベントの広報支援を、１８市町で行われた20
行事、市民活動団体3団体に行った。
・県政世論調査におけるボランティアに参加したことのある人の割合（男性36.7％→40％、女性35.1％→46，3％）の増加に寄与したと考える。

★視点１　企画への参画

事　業　名 ちば県民活動ＰＲ月間（11/23～12/23）の実施

担　当　課 県民生活・文化課

基本目標

当初予算額計（千円） 0 0

指標名等 ちば県民活動PR月間賛同行事数

事業の概要・目的

　より多くの県民にNPOやボランティアのことを知っていただき、さらにNPO・ボランティア活動への参加につなげていくため、「ちば県
民活動PR月間（11/23～12/23）」を設けて、この期間内に市町村やNPOと連携・協力して多様な普及啓発活動を県内各地域で集中
的に展開する。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか データの集計を行っていないため。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか 男女を問わず、不特定多数の一般県民を対象とした。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
・「千葉県ＮＰＯ・ボランティア情報ネット」及びメールマガジンにて、積極的な広報を行った。

＜課題・今後改善すべき点＞
・本事業のみで、男女共同参画の推進に効果があったかを評価することが困難である。
・「ＰＲ月間」をより広く普及させるため、メールマガジン等で積極的に広報していく必要がある。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか 事業目的が県民活動への理解や参加の促進のため。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか 事業目的が県民活動への理解や参加の促進のため。

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか 男女を問わず県民活動への理解や参加の促進を行った。
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重点的取組　（３）地域活動における男女共同参画の推進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 27

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ⑤ 施策番号 2

決算額計(千円)

月1回以上発行 実績
メールマガジン
24回発行

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック（該当する項目のみ記載）

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5

6 ○

No. チェック

7

8

9 ○

（2）改善点等

・千葉県のNPO関連の情報や講座、協働事業や助成金、イベント、ボランティア募集の情報を配信することにより、すでにNPO・ボランティア活
動に参加している人にも、これから参加したい人にも役立つものとした。
・令和元年度においては、メールマガジンを24回配信した。なお、ニュースレターについては、平成29年度より休止している。

★視点１　企画への参画

事　業　名 ホームページ、メールマガジンを活用した広報啓発

担　当　課 県民生活・文化課

基本目標

当初予算額計（千円） 0 0

指標名等 ニュースレター、メールマガジンの発行回数

事業の概要・目的

　県内のＮＰＯ・ボランティア団体の運営や活動を進めるうえで必要な情報を収集し、提供するとともに、県民が自主的
な地域貢献活動に参加しやすくするため、ＮＰＯやボランティアに関する情報を「千葉県ＮＰＯ・ボランティア情報ネット」
やニュースレター、メールマガジンにより配信する。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか
ニュースレター、メールマガジンの
購読者のデータ集計は行っていないため。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか 男女を問わず希望者への情報提供となっている。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
・「千葉県ＮＰＯ・ボランティア情報ネット」のページ構成を、千葉県県民活動推進計画の施策の方向性と揃えることで、アクセスしやすいページ
づくりを行った。

＜課題・今後改善すべき点＞
・本事業のみで、男女共同参画の推進に効果があったかを評価することが困難である。
・メールマガジンの購読者層を把握していないため、アンケート等を実施することで、ニーズの把握に努める必要がある。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか 事業目的が県民活動への理解や参加の促進のため。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか 事業目的が県民活動への理解や参加の促進のため。

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか 男女を問わず県民活動への理解や参加の促進を行った。

120



重点的取組　（３）地域活動における男女共同参画の推進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 28

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ⑤ 施策番号 2

決算額計(千円)

- 実績 -

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 〇

2

3

No. チェック

4 〇

5 〇

6 〇

No. チェック

7 -

8 -

9 〇

（2）改善点等
＜改善した点＞
　地域づくり活動において、性別の偏りがない参画を促進するため、地域づくり活動団体の代表者の性別と構成員の男女別人数について引き
続き掲載している。

＜課題・今後改善すべき点＞
　女性・男性の参画をさらに推進していくため、最新の情報に更新していくことが必要である。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか

男女の地域づくり活動への参加促進に寄与する
ため、地域づくり活動団体の代表者の性別及び構
成員の男女別人数について掲載している。

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

インターネットを活用して情報提供することで、利
用者の都合に合わせて活用することができる。

性に起因する問題に配慮したか

★視点２　受益の公平性

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

地域づくり活動団体の代表者の性別及び構成員
の男女別人数について掲載している。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか
性別に関わりなく、地域づくりに取り組む団体の活
動を広く掲載し、閲覧に供している。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

事業の概要・目的

　地域活力の向上を目的に、各地域で活動している地域づくり活動団体の特色ある取組を中心に、インターネットを通
じて情報提供することで、団体相互の交流・連携を促進するとともに、地域活動へ興味がある県民へ向けての紹介の
場とすることで、県民の地域活動を活性化させることを目指す。

性別に関わりなく。地域づくりに取り組む団体の活
動を広く掲載し、閲覧に供している。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

数値目標など

指標名等 -

目標

 地域づくり情報広場に、市町村からの推薦による各地で活躍している活動団体284組を掲載した。また、本サイトへの令和元年度のアクセス
件数は、64,786件である。

★視点１　企画への参画

基本目標

当初予算額計（千円） 0

事　業　名 地域づくり情報広場における情報提供

担　当　課 政策企画課

0
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重点的取組　（３）地域活動における男女共同参画の推進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 29

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ⑤ 施策番号 3

決算額計(千円)

実績

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 -

2 -

3 -

No. チェック

4 -

5 ○

6 ○

No. チェック

7 -

8 -

9 ○

（2）改善点等
＜改善した点＞
造形学部園芸コースについて、平成３１年度から園芸まちづくりコースに名称変更し、１年生から２年生となった。
これに伴い、「まちづくり体験」や「緑豊かな生活環境」などの講座を新設し、より地域活動に役立つ実践的な講座の充実を図った。

＜課題・今後改善すべき点＞
高齢者の社会参加を促進するため、より地域との連携強化を図る。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

性に起因する問題に配慮したか

★視点２　受益の公平性

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 入学者データ上に存在する

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか 男女の別なく入学生募集を行っている

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

事業の概要・目的

　千葉県生涯大学校において、
○学習について、地域活動に係る内容を主に行う。
○指定管理者による運営協議会に出席し、管理運営について連携を図る。
○指定管理者、市町村による市町村連絡会議の開催により、情報共有を図る。
○各学園にコーディネーターを配置し、卒業生の地域活動の参加を支援する。
○各学園に卒業生団体を組織化するよう努める。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

数値目標など

指標名等

目標

卒業生の地域活動を支援するため、９名（うち女性2名）のコーディネーターを各学園に配置し、体験学習先の確保や地域活動情報の収集、学
生への情報提供等を実施した。また、高齢者の社会参加を支援するための知識や技術、ノウハウの提供などを行った。

★視点１　企画への参画

基本目標

当初予算額計（千円） 285,000

事　業　名 高齢者等の地域活動への参画支援

担　当　課 高齢者福祉課

285,000
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重点的取組　（3）地域活動における男女共同参画の推進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート（様式） 施策コード 30

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 1 施策の方向 ⑤ 施策番号 4

決算額計(千円)

347 実績 356

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3

No. チェック

4

5 ○

6 ○

No. チェック

7

8

9 ○

（2）改善点等
＜改善した点＞
　「海外観光ゲストへのおもてなし力向上研修」：研修について、昨年課題となっていた受講者数の確保について、事業者に直接周知するな
ど、研修参加の意欲を喚起し、目標数を達成することができた。
　「外国語観光ボランティア養成講座」：外国人観光客の増加が見込まれている地域や観光ガイド活動に積極的な地域を対象に、外国人観光
客向けの現地研修を強化し、実践的な外国人対応の向上を図る。

＜課題・今後改善すべき点＞
令和2年度は、従来、東京2020大会の開催が予定されていたため、事業により培ってきたおもてなし力がいよいよ発揮される年と位置づけ、事
業は一旦休止し、研修事業のあり方について、検証する予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、オリパラが１年程度
延期になり、“おもてなし力の発揮”についても持ち越しとなってしまったところ。
このような状況も踏まえ、令和３年度に向けた事業検討を行うこととし、“新しい生活様式”にも配慮した研修事業のあり方を検証する。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
男性・女性問わず、受講者を募集し、人材育成を
行った。

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

性に起因する問題に配慮したか

★視点２　受益の公平性

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 受講申込時に記入欄があり、集計した。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

事業の概要・目的

外国人観光客の増加が見込まれるため、外国人観光客にも満足いただけるような先進的なおもてなしについて情報を
共有する研修及び外国語観光ボランティアガイドを養成するための養成講座を実施する。
実施内容
・海外観光ゲストへのおもてなし力向上事業
・外国語観光ボランティアガイドの養成講座(東京オリンピック・パラリンピックに向けた受入体制の整備事業)

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

数値目標など

指標名等
千葉県総合計画（海外観光ゲストへのおもてなし
力向上研修受講者数）

目標

　今後東京オリンピック・パラリンピックに向け、外国人観光客の更なる増加が見込まれるため、外国人観光客にも満足いただけるような先進
的なおもてなしについて情報共有する研修「海外観光ゲストへのおもてなし力向上研修」を実施し、また、外国人観光客の受入体制整備を図
るため、「外国語観光ボランティア養成講座」を実施した。
・「海外観光ゲストへのおもてなし力向上研修」全14回開催、受講者356名
・「外国語観光ボランティア養成講座」4地域各4回開催、受講者135名

★視点１　企画への参画

基本目標

当初予算額計（千円） 12,500

事　業　名 観光人材の育成支援

担　当　課 観光企画課

12,055
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重点的取組　（４）政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 56

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 3 施策の方向 ① 施策番号 1

決算額計(千円)

40% 実績 30.4%

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ‐

9 ○

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 県が設置する審議会等への女性登用促進

担　当　課 男女共同参画課

基本目標

当初予算額計（千円） 0 0

事業の概要・目的

　政策決定過程において男女が共同して参画する機会が確保されることが、男女共同参画社会の基盤を成すもので
あることを踏まえ、県における審議会等における女性登用率の向上を目指す。
・県の附属機関の委員の改選にあたっては担当課と事前協議を実施し、女性の登用を働きかける。
・意識を高めるため、個々の審議会等ごとの女性の登用状況、並びに女性登用率の低い理由を県ＨＰで公表する。

固定的な性別役割分担を解消するため、事業担
当者の意識改革のために事前協議を行っている。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか 企画立案段階で上席、課内担当班員で企画した。

性に起因する問題に配慮したか 性に起因する問題に配慮を求める事業。

指標名等 県の審議会等における女性委員割合

目標

　審議会等の委員改選時に事前協議を行い、女性委員の登用が少ない審議会への女性登用率向上を促した。
　また、県のホームページにおいて、女性登用率の低い審議会については、登用率が低い理由等を掲載することにより、女性登用率向上に向
けての取組を促した。

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

勤務時間内で行っている。

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 附属機関の委員名簿を厳重に保管している。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか
男女間の格差を改善するために行っている。（ポ
ジティブアクション）

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞

＜課題・今後改善すべき点＞
　事前協議について、遅くとも２ヵ月前には実施することとなっているが、期日が過ぎてしまうことが多々あるため、今後は３か月程前に該当す
る審議会の担当課に通知を出す。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

審議会の委員は男性が多く、そこに女性を少しで
も登用することを目標としている制度であるため、
固定的な性別役割分担の解消を目指している事
業である。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
女性委員の登用を促し、政策方針決定過程への
意見の多様性を広げた。
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重点的取組　（４）政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 57

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 3 施策の方向 ① 施策番号 2

決算額計(千円)

増加を目指しま
す

実績 ３７９名

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 －

9 ○

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 県の女性人材リストの充実

担　当　課 男女共同参画課

基本目標

当初予算額計（千円） 0 0

事業の概要・目的

　県の政策や方針決定過程への女性の参画促進を図るため、県内外の各分野で活躍している女性に関する情報を収
集し、「千葉県女性人材リスト」を作成するするとともに、県の機関及び市町村で活躍することにより、県及び市町村に
おける審議会等委員への女性登用の促進と、男女共同参画関連施策の推進に資する。

男女共同参画推進のための事業なので固定的な
性別役割分担を前提としたものではない。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか 企画立案段階で上席、課内担当班員で企画した。

性に起因する問題に配慮したか 性に起因する問題を解消するための事業。

指標名等 千葉県女性人材リスト掲載者数

目標

　関係機関に女性人材リストに掲載いただける方の推薦を依頼し、リスト掲載候補者の情報提供をしていただいた。また、県及び市町村にお
ける女性委員の少ない審議会等委員への女性登用促進や男女共同参画施策を推進した。

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

県職員は県庁内ＨＰで確認可能。市町村職員は
県に申請することにより、一部情報を請求すること
が可能。

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 女性人材リスト登録者のデータを厳重に保管して
いる。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか 性別を問わず利用できるリストとなっている。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
 女性が少ない分野で御活躍されている女性委員に千葉県女性人材リストに御登録いただけるよう、担当者に積極的に依頼した。
また、千葉県の各審議会の女性委員の方で女性人材リストに登録されてない方をリストアップした。
＜課題・今後改善すべき点＞
　土木、農林、水産、防災等の女性人材が少なく、審議会等委員への女性登用が進んでいない分野について、庁内各課や市町村からのニー
ズが多いがこれらの分野について、女性人材情報が少ない点を改善していく必要がある。市町村や女性活躍推進部会構成団体等に情報提
供を依頼するなど、新たな女性人材の発掘に取り組み、人材情報を充実させていく必要がある。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか
男性に偏る傾向がある審議会委員への女性登用
を促し固定的な性別役割分担意識の解消に向け
た啓発をした。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
リストの充実により、リストの活用数増加が
見込まれるため、意見の多様性が広がる。
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重点的取組　（４）政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 58

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 3 施策の方向 ① 施策番号 3

決算額計(千円)

- 実績 -

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4

5

6

No. チェック

7 ○

8

9 ○

（2）改善点等

　女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画「千葉県女性職員活躍推進プラン」を平成28年4月に策定し、管理職又は役付職員に占める
女性割合について数値目標を定め、女性職員の積極的な登用を推進している。
　令和2年4月の定期人事異動においても、女性職員についての職域拡大を進め、組織の中枢となるポストへの配置も行った。

★視点１　企画への参画

事　業　名 女性職員の登用推進

担　当　課 総務課

基本目標

当初予算額計（千円） 0 0

指標名等 -

事業の概要・目的

　県行政の政策・方針決定過程へ多様な視点の導入や新たな発想の取り入れ等の観点から、女性職員の登用を推進
する。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

事業の内容・目的と関連性が低いため。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 事業の内容・目的と関連性が低いため。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか 事業の内容・目的と関連性が低いため。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　女性職員について、幅広い職域において多様な職務経験を積むことによる能力開発や、研修を通じた養成を行い、積極的な登用を図ってい
る。

＜課題・今後改善すべき点＞
　引き続き、職員意向調査等により、職員の個人的な事情を把握したうえで、任用や人事配置を図り、女性職員がやりがいを持って働くことの
できる職場環境づくりを推進する。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか 事業の内容・目的と関連性が低いため。

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
役付職員については、適材適所を基本に男女の
区別なく登用している。
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重点的取組　（４）政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 60

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 3 施策の方向 ① 施策番号 4

決算額計(千円)

5% 実績 10.8%

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4

5

6

No. チェック

7 ○

8

9 ○

（2）改善点等

教育庁における本庁課長級以上の職員３７名中４名が女性職員となり、実績値は１０．８％となった。

★視点１　企画への参画

事　業　名 女性教職員の登用推進

担　当　課 （教）教育総務課

基本目標

当初予算額計（千円） 0 0

指標名等
教育庁等職員の管理職に占める女性割合につい
て５％を目指し、また、役付職員全体に占める女
性割合の増加を目指す。

事業の概要・目的

　県の施策を積極的に展開するため、職員の意欲・能力等を十分考慮に入れた適材適所の配置を基本に、男女区別
のない登用を促進する。
　また、研修による意識改革や人材開発に引き続き努めるとともに、管理職候補となる主幹教諭を含めた主任層への
女性職員の積極的な登用について、校長会等を通じて伝えていく。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　平成３０年度と令和元年度を比較して、本庁課長級以上の女性職員は１名から４名に増加した。

＜課題・今後改善すべき点＞
　引き続き、役付職員全体に占める女性の割合の増加を目指す。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（４）政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 60

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 3 施策の方向 ① 施策番号 4

決算額計(千円)

実績

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2

3

No. チェック

4

5

6

No. チェック

7 ○

8

9 ○

（2）改善点等

　校長・副校長・教頭の女性登用数は，平成２９年度４２８名，平成３０年度４７０名，令和元年度５３４名と毎年増加してきている。令和元年度
の割合は１９．１％で前年比２．５ポイント増となり，全国平均１８．６％を０．５ポイント上回っている。
　令和元年度に主幹教諭として配置した女性職員は７３名で，前年度より８名の増加となっている。引き続き，主幹教諭の機能を生かして，組
織の活性化につながる取組等を進める。

★視点１　企画への参画

事　業　名 女性教職員の登用推進

担　当　課 （教）教職員課

基本目標

当初予算額計（千円） 0 0

指標名等

事業の概要・目的

　県の施策を積極的に展開するため，職員の意欲・能力等を十分考慮に入れた適材適所の配置を基本に，男女区別
のない登用を促進する。
　また，研修による意識改革や人材開発に引き続き努めるとともに，管理職候補となる主幹教諭を含めた主任層への
女性職員の積極的な登用について，校長会議等を通じて伝えていく。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　各学校の主任等へ女性を積極的に登用し，管理職としての資質・能力の育成に努めるよう指導している。

＜課題・今後改善すべき点＞
　人事異動方針に明記している積極的な女性職員の管理職への登用を周知していくとともに，管理職希望を拡大するため，管理職への登用
につながるミドルリーダーとして，主幹教諭を含めた主任層への女性の登用を推進し，積極的に校務運営に携わってもらうことで，管理職登用
増加につながる取組を更に進めていく。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（４）政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 62

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 3 施策の方向 ① 施策番号 5

決算額計(千円)

- 実績 -

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等

「労働大学講座」において、女性活躍推進を含む働き方改革の講座を実施し、77名が参加した。

★視点１　企画への参画

事　業　名 女性の活躍推進セミナー等の開催

担　当　課 雇用労働課

基本目標

当初予算額計（千円） 労働大学講座88（講座１回分） 77（講座1回分）

指標名等 -

事業の概要・目的

　企業の人事労務担当者や一般県民を対象に、「労働大学講座」の一科目として、働き方改革講座を実施し、そのなか
で女性の活躍の意義についても扱う。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか 働き方改革は男女ともに有益な情報である。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　企業の人事労務担当者や一般県民を対象に実施する「労働大学講座」の一科目として、女性の活躍推進に資するような内容の講座を扱うこ
とにより、女性の活躍推進について、企業や県民の理解をより深めることができた。

＜課題・今後改善すべき点＞
　働き方改革の一環として、女性活躍に対する理解の浸透を図っていく。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか
専門家の講義により、女性の活躍の場の拡大の
啓発となった。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（４）政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 63

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 3 施策の方向 ① 施策番号 5

決算額計(千円)

・2,000戸
・525経営体
・180人

実績
・2,039戸
・454経営体
・121人

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 －

2 ○

3 －

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 －

9 ○

（2）改善点等

　千葉県農山漁村女性団体ネットワークの幹事会であるリーダー会議を２回開催し、活動方針等を協議した。
　農山漁村いきいき研修会では、経営の多角化に女性の活力を生かすため、食農ビジネスの先進事例の講演と県内農林漁業者の優良事例
発表を行い、男女共同参画に対する意識の向上を図った。農林漁業者や関係機関など計174名が参加した。
　また、令和２年度に改選のある市町村（11組織）及び農業協同組合（１組織）に、農業委員や農業協同組合理事への女性登用の要望書を提
出し、登用が進んだ。

★視点１　企画への参画

事　業　名 農山漁村女性団体ネットワークの活動支援

担　当　課 担い手支援課

基本目標

当初予算額計（千円） 230 207

指標名等
・家族経営協定締結数
・農林水産業における女性による起業経営体数
・女性の農業士等認証数

事業の概要・目的

　農業・畜産業・林業・水産業の各分野の女性団体が連携して農林水産業での男女共同参画を推進するため、各団体
と関係機関で構成されるネットワーク組織「千葉県農山漁村女性団体ネットワーク」における、リーダー会議や千葉県
農山漁村いきいき研修会の開催などの活動を支援する。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　研修会には、千葉県農山漁村女性団体ネットワークの構成団体の他、関係機関や団体、市町村等に積極的な広報活動を行い、参加促進に
努めた。
　また、女性登用の要望活動の他、被推薦者が希望した場合には推薦書を作成し、登用要望書と共に提出することとした。

＜課題・今後改善すべき点＞
　農林水産業従事者や関係機関へ女性登用の要望活動についての周知を行い、更なる理解の促進に努める。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（４）政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 64

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 3 施策の方向 ① 施策番号 5

決算額計(千円)

・2,000戸
・525経営体
・180人

実績
・2,039戸
・454経営体
・121人

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 －

2 ○

3 －

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 －

9 ○

（2）改善点等

県内10農業事務所において、農山漁村男女共同参画地区推進会議及び幹事会を12回、セミナーを11回開催した。地区推進会議では、地区
の実情に合わせて農業・畜産業・林業・水産業の代表者が参加し、地区全体での話し合いを行った。男女共同参画を推進するためのセミナー
では、農業委員や団体役員等、地域で活躍している女性が事例発表や講演を行い、女性の経営参画及び社会参画の推進等への意識向上を
図った。

★視点１　企画への参画

事　業　名 農山漁村男女共同参画地区推進会議の運営


担　当　課 担い手支援課

基本目標

当初予算額計（千円） 440 280

指標名等
・家族経営協定締結数
・農林水産業における女性による起業経営体数
・女性の農業士等認証数

事業の概要・目的

　農山漁村の男女共同参画の推進母体である農山漁村の男女共同参画地区推進会議は、県、市町村、関係団体等
により構成され、事務局として農業事務所が運営に当たっている。農業事務所は地区ごとの実情に合わせて男女共同
参画の推進に関する関係機関・団体等との連携活動や研修会等を実施する。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　各地区で推進会議及びセミナーを行い、女性の経営参画及び社会参画の推進への意識向上や、関係機関との連携強化に努めた。

＜課題・今後改善すべき点＞
　女性の経営参画及び社会参画への意識向上を推進するため、引き続き関係機関等と連携して地区推進会議や研修会等を開催し、支援を
行っていく。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（４）政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 65

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 3 施策の方向 ① 施策番号 5

決算額計(千円)

・2,000戸
・525経営体
・180人

実績
・2,039戸
・454経営体
・121人

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 －

2 －

3 －

No. チェック

4 －

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 －

9 ○

（2）改善点等

　女性の農林水産業従事者の経営参画及び社会参画を促進するため、県域女性農業者組織の活動支援及び国や団体等が開催する研修会
へ派遣を行った。リーダー研修会は年度の後半に予定していたが、農林漁業への台風被害対応や新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
研修会の開催ができなかった。

★視点１　企画への参画

事　業　名 農山漁村の女性リーダー等の活動支援

担　当　課 担い手支援課

基本目標

当初予算額計（千円） 170 10

指標名等
・家族経営協定締結数
・農林水産業における女性による起業経営体数
・女性の農業士等認証数

事業の概要・目的

　農山漁村における男女共同参画のリーダーである農山漁村いきいきアドバイザーなど女性農業者のリーダーとリー
ダー候補者等を対象とした研修を行い、資質向上とリーダーの掘り起しを図る。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　国や団体等が開催する研修会には、千葉県農山漁村いきいきアドバイザーの他、農業委員など地域のリーダー的農業者にも参加の呼びか
けを行った。

＜課題・今後改善すべき点＞
　女性リーダーと若手農林水産業者との交流の場を設け、リーダーの掘り起しや技術の伝承を図る。地域農業や産地の中で女性生産者の声
が反映されるよう、女性リーダーの育成を行っていく。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか

132



重点的取組　（４）政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 66

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 3 施策の方向 ① 施策番号 5

決算額計(千円)

15% 実績 8.4%

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1

2

3

No. チェック

4

5

6

No. チェック

7 ○

8

9 ○

（2）改善点等

　県内の農業協同組合に対して、女性農業者の活躍推進・登用促進に向けて、要請文書送付や、検査やヒアリング時において要請を行った。
　農業協同組合の役員に占める女性の割合は、平成30年度の実績では7.6％であり、0.8ポイント上昇した。また、県内の全農業協同組合（１７
農業協同組合）において女性役員登用が実現した。

★視点１　企画への参画

事　業　名 農業協同組合の女性役員の登用促進

担　当　課 団体指導課

基本目標

当初予算額計（千円） 0 0

指標名等 農業協同組合の役員に占める女性の割合

事業の概要・目的

　女性農業者は地域農業の振興や農業経営の発展、６次産業化の展開に重要な役割を担っており、女性の声を事業
運営に反映できるよう、政策・方針の決定過程への女性の参画を一層拡大する必要がある。農業協同組合における女
性役員の登用拡大を目指し、関係団体に女性役員登用を要請する。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　昨年度に引き続き、農業協同組合に対して文書による要請を行う際には、女性役員登用の準備のために十分な期間が確保され、より実効
的な登用を促すために、翌年度に役員改選を控えている農業協同組合だけでなく、役員改選が２年先に控えている農業協同組合に対しても
同様に文書による要請を行った。
　また、女性役員未登用の農業協同組合に対しては、組合長を訪問し、役員登用の要請書を手交した。

＜課題・今後改善すべき点＞
　農業協同組合に対して、より一層女性役員の登用を促すため関係各課及び関係機関と連携して引き続き要請を行っていく。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか
各農業協同組合代表理事に女性役員登用の要
請を行った。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか 農業協同組合の女性役員の割合が増加した。
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重点的取組　（４）政策・方針決定過程への男女共同参画の促進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 67

１　事業の概要
Ⅰ 基本的な課題 3 施策の方向 ① 施策番号 5

決算額計(千円)

30% 実績 13.5%

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1

2

3

No. チェック

4

5

6

No. チェック

7 ○

8

9 ○

（2）改善点等

　農業委員会の改選を行う市町村長に対し、女性農業委員の登用促進を文書で要請した。女性農業委員を登用していない農業委員会に対し
ては、副参事等が訪問し、直接要請を行った。
　事務局職員、農業委員等への研修や会議の場を捉えて、意義や必要性について説明した。

★視点１　企画への参画

事　業　名 女性農業委員等の登用促進

担　当　課 農地・農村振興課

基本目標

当初予算額計（千円） 0 0

指標名等 農業委員に占める女性の割合

事業の概要・目的

　農業において、生産者や消費者等の立場のわかる女性の力が期待されているが、政策・方針決定過程への女性の
参画は依然として低水準である。農業委員会における女性委員の登用拡大を目指し、関係団体等に女性登用を要請
する。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　農業委員会法の改正により女性農業委員の登用が法定化されたことから、改正農業委員会法の規定により選任が行われる農業委員会に
対し、積極的に女性農業委員を登用するよう説明等を行った。また、説明に当たっては、女性農業委員の登用が進んでいることがわかる資料
等を作成した。
＜課題・今後改善すべき点＞
　女性農業委員の登用ゼロの農業委員会が３から１（鴨川市）となった。鴨川市農業委員会に対しては、本年7月に改選となることから、昨年
度、女性委員の登用の要請を行い、農業委員会として尽力した結果、登用できる見込みとなっている。今後は、各農業委員会に対し、女性農
業委員の比率をさらに向上させるよう要請する。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか
農業委員会事務局長等に対し、女性農業委員の
登用促進の要請を行い、趣旨等を理解された。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
女性農業委員の比率が13.1%から13.5%に上昇し
た。（前年比3人増）
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 69

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 1

決算額計(千円)

増加を目指します 実績 -

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 -

6 ○

No. チェック

7 ○

8 -

9 -

（2）改善点等

４　委員意見

　県機関（健康福祉センター、児童相談所、地域振興事務所、県立図書館、免許センター等）、各市町村、ＤＶ被害者支援団体、病院、郵便
局、銀行等金融機関、母子生活支援施設、弁護士会等に、ＤＶ相談カード約360,000枚配架、ステッカー1,771枚配置、県内高校1年生全員に
デートＤＶ相談カード約60,000枚配布、高校3年生全員にデートＤＶ啓発リーフレット約60,000枚配布、各市町村の就学時健診、1歳半健診の際
に家庭向けの啓発用パンフレット約120,000冊配付。また新たに小学生、中学生のいる世帯の保護者にパンフレットおよびクリアファイルを約
120,000部配布した。

★視点１　企画への参画

事　業　名 ＤＶ相談カード等の作成配布

担　当　課 児童家庭課

基本目標

当初予算額計（千円） 1,797 1,948

指標名等 ＤＶが人権侵害であると認識する人の割合

事業の概要・目的

　被害者への相談窓口の周知を図るため、ＤＶ相談カードを作成し、ＤＶ相談ステッカーと併せて、市町村や県の関係
機関等に配布する。また、デートＤＶへの理解及び相談窓口への周知を図るため、県内の高等学校に在籍する生徒（１
年生）を対象とした、デートＤＶ相談カードを作成・配付し、生徒（３年生）を対象とした、デートＤＶ啓発リーフレットを作
成・配付する。
　その他、家庭に向けた啓発用パンフレットを作成し、一歳半健康診査、就学時健康診断で配布する。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか
女性向け相談カードを女性トイレ等に配置した。

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

女性向け相談カード、男性向け相談カード等で相
談窓口を周知した

固定的な性別役割分担を前提としていない。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか
企画及び立案過程で、女性、男性双方が参画して
いる。

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか
女性専用相談窓口と、男性専用相談窓口につい
て周知した

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
  家庭向けのパンフレットについて、図書館、健康福祉センターでの配架の他、ハローワークにも配架し、より多くの県民への周知を図った。高
校3年生向けにDV啓発リーフレットを作成し配布した。また新たにこれまで実施していなかった小・中学生の子どもを持つ保護者に対する広報
啓発を実施した。

＜課題・今後改善すべき点＞
　ＤＶ相談カードの配架場所の拡大や、家庭向けパンフレットの配布機会の拡大等により、更なる広報啓発に努める必要がある。

　ＤＶ・児童虐待事件の発生を受けて、予算を３倍に増額して広報啓発に取り組んだことは評価できる。また、高校生に対するデートＤＶの啓発
や、幼児、小中学生のいる世帯など、幅広く啓発活動を行い「ＤＶは重大な人権侵害であると認識する人の割合」を増やす努力をしていること
も評価したい。
　今後更に効果を高めていくために、アンケートの実施、Webサイトを活用した取組の充実についても期待したい。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか
男女双方からのＤＶなど被害者の固定的な性別
役割意識の解消につなげた。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 70

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 1

決算額計(千円)

増加を目指します 実績 ‐

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 -

No. チェック

7 ○

8 -

9 -

（2）改善点等

４　委員意見

　11月12日から25日までの「女性に対する暴力をなくす運動」期間中、11月12日（火）そごう千葉店前広場、11月17日（日）ニッケコルトンプラザ
コルトン広場、12月7日（土）イオンモール八千代緑ヶ丘にて関係機関と協働して、ＤＶ防止と児童虐待防止を呼び掛ける街頭キャンペーンを行
い、啓発グッズを約6000セット配布した。また、各市町村と連携して自治会の回覧板やイベントを活用したＤＶ防止啓発チラシ（約95,000枚)の
供覧・配布などを行い県民に周知を促した。ＤＶ・児童虐待予防セミナー（11/5・87名参加，2/16・137名参加）

★視点１　企画への参画

事　業　名 街頭キャンペーンの実施等による県民への意識啓発

担　当　課 児童家庭課

基本目標

当初予算額計（千円） 934 924

指標名等 ＤＶが人権侵害であると認識する人の割合

事業の概要・目的

　県民に対しＤＶに対する理解と認識を深めてもらうことを目的に、11月12日から25日の「女性に対する暴力をなくす運動」期間中に
関係機関等と協働し、ＤＶ防止を呼び掛ける街頭キャンペーンを行うとともに、各市町村と連携して自治会の回覧板を活用した啓発
チラシの供覧配布などを行い県民の意識の向上を図る。
　DV防止セミナーを開催し、県民の間にDVの未然防止・予防の機運を醸成する。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

男女双方が利用する駅、大型商業施設で広報活
動を行った。

固定的な性別役割を前提としていない。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか 女性、男性双方が参画している。

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか
ＤＶ予防セミナーは参加者を男女別で集計してい
る。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
ＤＶ防止キャンペーンでは、開催場所を１カ所増やして３カ所で実施した。ＤＶと密接な関係にある児童虐待の防止についてもパネル展示や啓
発パンフレット配布により広報啓発を行った。　一般県民対象のDV予防セミナーを年2回開催し、DVの未然防止・予防の機運醸成に努めた。
　
＜課題・今後改善すべき点＞
街頭キャンペーンの会場で、ＤＶ防止・児童虐待防止に関するパネルを展示したが、立ち止まって見る参加者は少なかった。パネルの展示場
所や飾りつけなどのレイアウトに工夫が必要である。

　DV児童虐待予防セミナーは２回で２２４名と多くの県民が参加しており、この問題に関心のある県民に深く学ぶ場を提供するという点では意
義深いイベントとなった。また、他の機関、民間団体等が協働して実施したことにも意味がある。
　今後は、PR方法、動画の活用、キャンペーン実施結果のWebサイト掲載などの工夫又は配慮をお願いしたい。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか
男女双方からのＤＶなど被害者の固定的な性別
役割意識の解消につなげた。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 71

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 1

決算額計(千円)

増加を目指しま
す

実績 -

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 -

9 -

（2）改善点等

４　委員意見

　教育庁等関係各課と連携してセミナーへの参加を呼びかけ、応募してきた高等学校等に対してＤＶ予防セミナーを開催した（高等学校：52
回、高等専門学校：1回、大学：1回）。生徒への事後アンケートで、「体への暴力だけが暴力ではない」「ＤＶは夫婦間だけでなく交際相手からも
ありうると聞いて身近に感じた」「対等な関係を築くことの大切さがわかった。将来に生かしていきたい」等の感想が多数よせられるとともに、学
校側のアンケートでも、高い評価を得た。

★視点１　企画への参画

事　業　名 セミナーの開催等によるＤＶ予防教育の推進

担　当　課 児童家庭課

基本目標

当初予算額計（千円） 1,375 1,350

指標名等 ＤＶが人権侵害であると認識する人の割合

事業の概要・目的

　ＤＶ予防教育の一環として、若者が自分自身の問題としてＤＶについて考えることにより、将来にわたり｢互いに尊敬し
あえるパートナーシップのあり方｣を学ぶことを目的に、高等学校等に外部の講師を派遣し、ＤＶ予防に関するセミナー
を実施する。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

女性向け、男性向けの相談窓口を周知した。

固定的な性別役割分担を前提としていない。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか 女性、男性双方が参画している。

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか アンケートを取り、性別を含めて集計している。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか
女性専用相談窓口、男性専用相談窓口について
周知した。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
  教育庁主催の会議等において、セミナーに関する広報を積極的に行った。

＜課題・今後改善すべき点＞
　毎年セミナーを実施する学校がある一方で、未だ実施していない学校があるなど、学校によって偏りが生じている。

　若者へのＤＶ予防教育は、若者に直接話をする機会として重要であり、熱意をもって継続していただきたい。
　今後は、新型コロナウイルスの影響によりセミナーの開催が困難となっているため、動画を活用した授業などを検討し、未実施の学校を減ら
す努力をすることを期待したい。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか お互い尊重することの重要性を教えている。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 72

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 2

決算額計(千円)

- 実績 17,028件

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 -

9 -

（2）改善点等

４　委員意見

　県の配偶者暴力相談支援センターでの令和元年度の相談件数は、17,028件(うちDV5,386件）であった。男女共同参画センターでは、男性専
門の相談窓口を設置し、来所と電話による相談を受理した(男女共同参画センターでの男性相談671件)。各相談窓口では、被害者の意向に基
づき、必要な福祉制度等についての情報提供や助言を行った。

★視点１　企画への参画

事　業　名 配偶者暴力相談支援センターにおける相談

担　当　課 児童家庭課

基本目標

当初予算額計（千円） 129,215 120,622

指標名等 -

事業の概要・目的

　県内15ヵ所の配偶者暴力相談支援センターにおいて、配偶者等からの暴力、子育て、生き方など女性及び男性が抱
える様々な悩みや問題に対し、相談者自身が自らの力で解決していけるように支援するため、電話や面接、カウンセリ
ングによる相談事業を実施する。
　また、法律やこころ(精神)に関わる問題について、弁護士や精神科医が助言する女性のための専門相談を併せて実
施する。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

女性専用の窓口と男性専用の窓口を別に設置し
た。

固定的な性別役割分担を前提とした。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか 女性、男性双方が参画した。

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか
相談受理状況について性別を含めた統計を取っ
ている。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか
女性専用の窓口と男性専用の窓口を別に設置し
た。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
業務マニュアルの改訂や相談対応に必要な専門知識習得のための研修の実施などにより、相談担当者の資質向上を図った。

＜課題・今後改善すべき点＞
配偶者暴力相談支援センターには、ＤＶをはじめとする各種の相談が多数寄せられており、相談内容も複雑・多様化していることから、適切に
対応できるよう、基本的な研修のほかに専門知識の研修を継続して行い、相談担当者の資質向上を図る必要がある。

　DV相談は内容も複雑・多様化しており、国、県、市町村等の行政との関わり、法的な対応等も求められることから、相談員には高い資質が
求められるので、定期的な事例検討、各専門家の研修など今後も継続的に実施していただきたい。
　今後男性相談窓口の周知や活用、「ＤＶ被害者のための支援機関ハンドブック」等マニュアルの活用割合の検証、SNSを利用した相談窓口
の設置、短縮ダイヤルの設置、定期的な弁護士相談の実施などに力を入れる必要がある。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか
男女双方からのＤＶなどの男女問題に関する相談
を受け、助言を行った。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 73

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 2

決算額計(千円)

- 実績 111件

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 -

5 ○

6 -

No. チェック

7 ○

8 -

9 -

（2）改善点等

４　委員意見

　ＤＶ被害者をはじめとした保護が必要な女性を一時保護するとともに、関係機関と連携し退所後の自立に向けたきめ細かい支援を実施した。
令和元年度一時保護件数111件（うちＤＶ97件）

★視点１　企画への参画

事　業　名 女性サポートセンターにおける一時保護

担　当　課 児童家庭課

基本目標

当初予算額計（千円） 54,695 43,680

指標名等 -

事業の概要・目的

　配偶者からの暴力の被害者である女性、人身取引被害者、自立のための援助を必要とする女性及びその同伴児童
の安全確保のため、その女性の状況に応じて一時保護を実施し、相談、カウンセリング、ケースワーク等による問題解
決、自立に向けた支援を行う。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

固定的な性別役割分担を前提としていない。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか 女性、男性双方が参画している。

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか
相談及び一時保護受理等について性別を含めた
統計を取っている。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
一時保護したＤＶ被害者に対する生活再建のための同行支援を行うなど、きめ細かい支援を行った。

＜課題・今後改善すべき点＞
一時保護したＤＶ被害者等の自立に向け、個々の状況に応じた精神的、経済的な支援を行うためには、関係機関が連携して丁寧かつ適切な
ケースワークを行う必要があり、引き続き、研修による担当職員の資質向上と連携会議等による関係機関の連携強化を図っていくことが必要
である。

　昨年度に比べ、一時保護を必要とする多くの県民に利用されていることは評価できる。
　保護される方の立場に立ち、一時保護の条件の改善、利用しやすい方法の見直し、退所後の精神的・経済的支援の方法について検討の余
地がある。また、市町村職員との一層の連携強化を期待したい。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか
ＤＶ被害者の自立を支援することで、被害者の固
定的な性別役割意識の解消につなげた。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 74

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 2

決算額計(千円)

- 実績
12回

1,159名

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ₋

9 ₋

（2）改善点等

４　委員意見

　市町村、県、関係機関の職員を対象とした研修を実施した。新任Ⅰ部3回386名、新任Ⅱ部3回279名、経験者3回 161名、自立支援スキル
アップ1回 98名、被害者支援スキルアップ１回98名参加、DVによる子どもへの影響137名参加

★視点１　企画への参画

事　業　名 ＤＶ職務関係者への研修

担　当　課 児童家庭課

基本目標

当初予算額計（千円） 683 482

指標名等 -

事業の概要・目的

　ＤＶ被害者に対しては、担当者が安全に十分配慮し、被害者の立場に立った上で、迅速かつ的確な対応が必要であ
るため、ＤＶ職務担当者に対して研修を実施し、相談能力の向上や支援体制の充実を図る。4月、6月、9月に各2回実
施予定。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

参加しやすい環境調整に配慮した。

固定的な性別役割分担を前提としていない。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか 女性、男性双方が参画している。

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか
研修受講者から性別を含めたアンケートを取って
いる。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
新任研修、経験者研修、専門研修などを計画的に実施した。

＜課題・今後改善すべき点＞
研修のニーズは高く、受講者は増加しており、今後も基本的知識から専門的知識まで、職員の経験、能力やニーズにあわせた研修を実施し、
よりきめ細かい被害者支援につなげる。

　ＤＶ被害者に対する相談、支援体制の充実は大変重要なことであり、研修のニーズも高く、参加者が増加していることは評価できる。
　現状、教職員については別枠で研修を実施している。しかし、教職員が研修の場での市町村や関係機関の職員と顔を合わせることにより、
ＤＶにどのような機関が関係し、どのような援助を行っているかを間接的に知ることは有益な機会である。今後市町村や関係機関の職員ととも
に研修を行うことについては、検討の余地がある。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか
女性が被害に遭うことが多いＤＶについての研修
を行った。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 75

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 2

決算額計(千円)

‐ 実績 ‐

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 －

5 ○

6 －

No. チェック

7 ○

8 －

9 －

（2）改善点等

４　委員意見

＜改善した点＞
　事業のより一層の周知を図るよう努めた。

＜課題・今後改善すべき点＞
　昨年度と比較して当事業の利用者数が減少傾向にあることから、一時保護所入所者のニーズを踏まえ、見直しを検討していく。

　本事業は、ＤＶ被害者にとって生活をしていく上での課題を解決していくためにとても重要な施策であると思うので、利用が低調な原因を解明
する必要がある。
　被害者のニーズをくみ取った上で、支援の在り方の見直しを行い、支援を更に充実させていくことを期待したい。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ＤＶ被害者の自立を支援することで、被害者の固
定的な性別役割意識の解消につなげた。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

性に起因する問題に配慮したか

★視点２　受益の公平性

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

事業の概要・目的

　一時保護を受けたＤＶ被害者が一時保護所を退所した後、住宅、就業などの生活基盤の確保や子育て、加害者から
の追及や離婚といった様々な課題を解決するため、裁判所や役所・病院等へ行く際の同行や、入所中の転宅先選定
の際の同行、退所日の転宅先までの同行、転宅先での生活環境整備の支援を行い、ＤＶ被害者の社会的自立を促進
する。事業の実施に当たっては、支援のノウハウを持つ民間団体に委託して実施する。
　また、支援者を含めた安全確保のためにボランティア保険及びココセコム（緊急通報システム）に加入し、警察本部と
も連携を図る。

固定的な性別役割分担を前提としていない。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか 女性、男性双方が参画している。

数値目標など

指標名等 ‐

目標

コーディネート業務　1件
同行支援　1件
DV被害者生活再建支援サポーター研修　1回

★視点１　企画への参画

基本目標

当初予算額計（千円） 1,090

事　業　名 ＤＶ被害者の生活再建支援

担　当　課 児童家庭課

776
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 77

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 4

決算額計(千円)

－ 実績 －

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等

４　委員意見

＜改善した点＞
　平成31年1月に発生した野田市女児死亡事例を受けて、令和元年5月から緊急対策に取り組んだ。同年の6月議会により補正予算が認めら
れたことから、安全確認協力員等の体制強化を図った。また、千葉県歯科医師会の協力を得て、一時保護児童の口腔内衛生向上のための歯
科健診を定期的に実施できる体制を構築した。

＜課題・今後改善すべき点＞
　今年度は中央児童相談所の移転にともない、一時保護所が増設された。また、来年度も各児相において人員増が予定されていることから、
事務室の狭隘化の対策が必要である。

　児童安全確認協力員、児童虐待対応協力員の増員や人材育成研修を行う等体制強化を図られた点は評価できる。児童相談所の業務は非
常に多忙なため、児童福祉司や児童心理士の増員についても考えていく必要がある。
　被虐待児への直接的フォローアップ（心理療法、口腔内衛生改善）は児童の発育発達を支援する重要な要素であることから今後も強化して
いただきたい。
　電話相談に加え、相談を受けるチャンネルを増やすことは重要であると思われるので、メールやＳＮＳなど子どもたちに身近なツールの利
用、また、他課が既に実施しているアプリなどの情報共有等も検討していただきたい。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

性に起因する問題に配慮したか

★視点２　受益の公平性

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

事業の概要・目的

　増加・深刻化する児童虐待の防止に向け、児童相談所体制を整備し、児童虐待の未然防止、早期発見・対応、被虐
待児童及び保護者等へのフォローアップについて総合的な施策の推進を図る。
・児童虐待等電話相談　・携帯電話による連絡体制の整備　・保護者不在児童等健康診断料
・児童虐待家庭支援専門員の配置　・一時保護所に心理療法担当職員を配置　・被虐待児等訪問心理療法等事業
・被虐待児等へのグループ指導事業　・保護者へのカウンセリング指導　・家族関係支援事業　・一時保護児童口腔内
衛生改善事業
・ふれあい心の友訪問事業

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

数値目標など

指標名等 －

目標

　児童虐待等電話相談については、24時間365日体制で電話相談に対応するとともに、児童虐待児童に係る目視による安全確認の強化のた
め、児童虐待家庭支援専門員のうち、児童安全確認協力員については6名を15名に増員、児童虐待対応協力員については9名を15名に増員
し、体制の強化を図った。また、令和元年度からは、千葉県歯科医師会の協力のもと、一時保護児童の歯科健診を定期的に実施する体制とし
た。

★視点１　企画への参画

基本目標

当初予算額計（千円） 109,915

事　業　名 児童相談所虐待防止体制の強化

担　当　課 児童家庭課

101,837

142



重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 78

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 4

決算額計(千円)

- 実績 -

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等

４　委員意見

＜改善した点＞
　平成31年1月に発生した野田市女児死亡事例を受けて、令和元年5月から緊急対策に取り組むとともに、令和元年8月と令和2年3月に「千葉
県子ども虐待対応マニュアル」の改定を実施した。また、死亡事例等検証委員会による答申内容を広く浸透させるため、児童相談所職員や市
町村職員を対象に研修を実施した。

＜課題・今後改善すべき点＞
　緊急対策の内容や、死亡事例等検証委員会による答申内容を着実に実行していくことが必要である。

　法律事案への対応として、弁護士を活用した法的対応力強化の取り組みは評価できる。
　複雑で判断の難しい事例が増えていることから、ためらうことなく専門家の積極的な活用を進めるとともに、職員のスキルアップを意識したよ
り実践的な研修などプログラムの充実を図ることを期待したい。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

性に起因する問題に配慮したか

★視点２　受益の公平性

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

事業の概要・目的

　増加・深刻化する児童虐待の防止に向け、児童相談所の専門性を強化し、児童虐待の未然防止、早期発見・対応、
被虐待児童及び保護者等へのフォローアップについて総合的な施策の推進を図るとともに関係機関への助言機能の
強化を図る。
・アドバイザー養成研修　・児童相談所職員派遣研修　・児童相談所専門性強化研修
・児童虐待対応法律アドバイザーの設置　・児童虐待対応専門委員の設置　・児童虐待対応協力医師の設置

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

数値目標など

指標名等 -

目標

　アドバイザー養成研修においては、児童相談所職員や市町村職員を対象に「千葉県子ども虐待対応マニュアル」や「児童虐待死亡事例検証
報告書等（第5次答申）」の内容の浸透を図った。また、法律的な専門性を必要とする事案が急増していることから、児童虐待対応法律アドバイ
ザーの人件費を増額し、児童相談所の法的対応力を強化した。

★視点１　企画への参画

基本目標

当初予算額計（千円） 29,227

事　業　名 児童相談所専門機能の強化

担　当　課 児童家庭課

39,802
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 79

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 4

決算額計(千円)

- 実績 -

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 該当なし

No. チェック

4 ○

5 ○

6 該当なし

No. チェック

7 該当なし

8 該当なし

9 該当なし

（2）改善点等

４　委員意見

＜改善した点＞
・児童虐待死亡事例検証報告書（第５次答申）を受け、以下のとおり見直し、検討。
①講師の見直し（予算の拡充）
より専門的な内容になるように次年度から県職員が担っていたコマを外部講師に依頼する。
②第５次答申で提言のあった事項について研修内容に追加。
③より実践的な内容になるように、可能なかぎりグループワークやロールプレイを導入。

＜課題・今後改善すべき点＞
①新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から動画研修について導入を検討する。
②関係機関の参加状況に偏りや業務の特性上、緊急対応等で申込んでも参加ができていない者もいる為、管理職研修等を活用し管理職向
けに発信していく他、研修回数や通知の内容について見直していく。

　児童虐待について多くの関係機関の関心と危機感が高まり、各研修への関心や参加者の増加につながった。各研修とも、座学だけではな
く、グループ・ワーク、ロールプレイを取り入れる等研修方法を工夫した点は評価できる。
　今後も参加者アンケートを分析し、より現場に必要な役立つ研修内容の検討及び参加者の増加を維持していただきたい。教育委員会関係
は別途研修が実施されているが、虐待事案は家庭、地域、各機関の連携と専門性を必要とすることから、教育機関も同席した方がより理解が
深まると思う。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

・各関係機関の代表者や主管課を通して多くの関
係者に周知できるようにした。また、参加者が計画
的に参加できるように年度前半に始める研修につ
いては前年度中に一部関係機関に周知した。
・参加しやすい時間帯になるように（10時～１６時く
らい）配慮した。

性に起因する問題に配慮したか

★視点２　受益の公平性

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか
・アンケートの中に性別を問う質問を入れている。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか ・相談業務の特性上、女性の参加が多い。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

事業の概要・目的

　増加・深刻化する児童虐待の防止に向け、児童虐待の通告窓口となる市町村等関係機関の支援体制を強化するとともに各機関
同士の連携強化を行い、児童虐待の未然防止、早期発見・対応、被虐待児童及び保護者等へのフォローアップについて効果的な
体制の構築を図る。
・児童虐待防止対策担当管理職研修・ＤＶ・児童虐待相談職員研修（新任向け、経験者向け）
・母子保健担当者研修・児童虐待対応地域リーダー養成研修・関係機関研修

・性別役割分担にとらわれることないように、支援
者として必要な知識及び技術を習得できる内容で
実施した。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか
・虐待防止対策室の課員５名（男女双方）で企画、
立案した。

数値目標など

指標名等 -

目標

・児童虐待防止対策担当管理職研修1回（63名）　・ＤＶ・児童虐待相談職員研修（男女共同参画課共催）（新任向け6回665名、経験者向け3回
161名）　・母子保健担当者研修（Ⅰ部1回48名、Ⅱ部3回105名、Ⅲ部2回115名）　・児童虐待対応地域リーダー養成研修（9回、239名）　・関係
機関研修（教育機関向け2回275名、医療機関向け：中止)

★視点１　企画への参画

基本目標

当初予算額計（千円） 10,878(1,782 ※該当事業に係る分）

事　業　名 児童虐待対策関係機関の強化

担　当　課 児童家庭課

9,429（889※該当事業に係る分）
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 80

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 4

決算額計(千円)

- 実績 -

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 -

6 ○

No. チェック

7 -

8 -

9 -

（2）改善点等

４　委員意見

＜改善した点＞
　予算の拡大により、既に行っていた啓発物品の作成の拡充や、新たにトレインチャンネルを行う等、より広く県民の目につくよう効果的な広報
啓発活動が行えた。

＜課題・今後改善すべき点＞
　今後は、ラジオＣＭを小さい子供を持つ親が聞く番組の時間帯に重点的に流す等、より小さい子どもを持つ親が児童虐待の問題を意識でき
るようような取組に改善を図りたい。

　児童虐待防止に対する緊急対策として予算が拡充され、虐待の予防等啓発を強化されたことは評価したい。
　クリアファイル・パンフレットの配布やラジオＣＭやトレインチャンネル等様々な啓発を行っているが、結果として、正しい知識と理解が深まった
か等効果を検証することにより、より効果的な広報啓発に取り組んでいただきたい。また、県内の各団体と連携して、幅広い啓発活動に引き続
き取り組むことを期待したい。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか 該当しない。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか 該当しない。

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか 該当しない。

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

ラジオＣＭ、トレインチャンネル等により幅広く県民
に啓発している。

性に起因する問題に配慮したか
ラジオＣＭ、トレインチャンネル等により幅広く県民
に啓発している。

★視点２　受益の公平性

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 該当しない。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか
ラジオＣＭ、トレインチャンネル等により幅広く県民
に啓発している。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

事業の概要・目的
　児童虐待防止に向けた啓発活動「オレンジリボンキャンペーン」を展開し、県民に児童虐待について正しい知識と理
解を深める機会を提供するとともに、通告義務や相談機関の周知を図る。

ラジオＣＭ、トレインチャンネル等により幅広く県民
に啓発している。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか その年度の担当者による。

数値目標など

指標名等 -

目標

　増加・深刻化する児童虐待を早期に発見・対応するため、及び児童虐待防止に対する意識を広めるため、児童虐待防止に向けた啓発活動
「オレンジリボンキャンペーン」を展開し、県民に児童虐待について正しい知識と理解を深める機会を提供するとともに、通告義務や相談機関
の周知を図った。また、児童虐待防止の啓発物資を作成・配布したほか、ラジオCMを放送し、児童虐待の防止を呼び掛けるなど、幅広い啓発
を図った。

★視点１　企画への参画

基本目標

当初予算額計（千円） 10,000

事　業　名 子ども虐待防止地域力の強化

担　当　課 児童家庭課

31,564
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 81

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 4

決算額計(千円)

実績

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7

8

9

（2）改善点等

４　委員意見

＜改善した点＞
児童相談所職員から出た利便性に関する要望について、適宜改修を行った。

＜課題・今後改善すべき点＞
児童相談所業務のより一層の適正化と効率化を図るため、業務をサポートする本システムの抜本的な見直しが必要である。

　児童虐待に関して、刻々と変化する事案への迅速な対応、見落とし、見過ごしの許されない状況がある。見落としや漏れ落ちを防ぐことと併
せて、児童相談所職員の負担軽減ににも繋がることから、児童相談所におけるＩＣＴ環境の整備に向けて取り組みを進めることを期待したい。
また、システムの改修に当たっては、現場からの意見を丁寧に聴取するとともに、各種様式の改正等を含めて改修を進めていただきたい。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

性に起因する問題に配慮したか

★視点２　受益の公平性

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

事業の概要・目的

　児童相談所職員が児童相談に迅速かつ漏れなく対応できるよう、ＩＴ化による児童相談業務の改善を図り、児童相談
所支援システムの適切な運用管理及び必要な機能追加を行う。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

数値目標など

指標名等

目標

　適切な運用管理を行い児童相談業務の改善に繋げた。また、更なる業務支援を図るためシステムの入れ替えを進めているところである。

★視点１　企画への参画

基本目標

当初予算額計（千円） 9,161

事　業　名 児童相談所支援システムの充実

担　当　課 児童家庭課

5,916
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 82

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 4

決算額計(千円)

実績

２　事業の実施結果

　
３　評価

（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 -

8 -

9 ○

（2）改善点等

４　委員意見

＜改善した点＞
・死亡事例検証報告書（第５次答申）がまとめられ、その提言に基づいた様々な取り組み（千葉県子ども虐待対応マニュアルの改定、児童相
談所の体制強化・管轄の見直し・整備、等）がなされており、児童虐待の防止に大きく寄与している。

＜課題・今後改善すべき点＞

　昨年度の児童虐待事案に関して、大事な命の代償として多くの課題が抽出され、審議されたことは当然であったが、早急に児童相談所管轄
の見直しや増設につながったことは評価したい。
　本部会では要保護児童に対して適切な支援を行うために必要な社会的養護の質及び量を確保するという観点から運営に取り組んでいただ
きたい。また、審議され答申された内容を関係機関・関係者に周知され、児童虐待防止・対応に活用されることを期待したい。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

性に起因する問題に配慮したか

★視点２　受益の公平性

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

事業の概要・目的

　児童福祉法に基づき、児童虐待の防止及び社会的養護に関する知事の諮問事項の審議、被措置児童等虐待の防
止等に関する審議を行う。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

数値目標など

指標名等

目標

 社会的養護検討部会を４回開催し、千葉県こども虐待対応マニュアルの一部改正について、千葉県こどもを守る基本計画の見直しについ
て、児童虐待死亡事例等検証報告について、千葉県児童相談所の管轄区域の見直しについて、被措置児童との虐待に関わる報告について
等に関する審議を行った。また、死亡事例等検証委員会は、平成３０年度に引き続いて８回（第３回から第１０回）開催した。

★視点１　企画への参画

基本目標

当初予算額計（千円） 1,900

事　業　名 社会福祉審議会社会的養護検討部会の開催

担　当　課 児童家庭課

4,904
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 83

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 5

決算額計(千円)

年1回 実績 1回

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ₋

9 ₋

（2）改善点等

４　委員意見

＜改善した点＞
会議において取組発表を行う機関を増やし、更なる情報共有を図った。前年度不参加だった団体に対して会議への参加の呼びかけを行い、
参加してくれた団体があった。

＜課題・今後改善すべき点＞
会議構成員である団体へ引き続き積極的に参加を呼びかけていく。

　DV問題の解決には「各機関の連携」が必須であるため、関係機関のネットワークが構築され、更に情報交換の場である会議が実施されてい
ることは評価できる。
　今後は構成員増加と参加団体の増加に努めるとともに、具体的な連携の成果を見える形にしていくことや結果を他の関連する事業に生かし
ていくことを期待したい。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ＤＶ、ストーカー、人身取引などの女性が被害者と
なりやすい問題について情報共有を図った。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

参加しやすいよう環境調整を図った。

性に起因する問題に配慮したか

★視点２　受益の公平性

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 参加者の名簿は存在する。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

事業の概要・目的

　ドメスティック・バイオレンスや児童虐待など家庭等における弱者に対する暴力の防止及び被害者の速やかな保護に
ついて、関係機関・団体の認識の共有化と連携を強化するため、裁判所や警察、医師会などの関係機関で構成する
「家庭等における暴力対策ネットワーク会議」を年１回開催し、それぞれの機関における状況などを確認しあい、連携
のあり方や問題点を共有している。
ネットワーク会議構成員　23団体

固定的な性別役割分担を前提としていない。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか 女性、男性双方が参画している。

数値目標など

指標名等 -

目標

　家庭等における暴力対策ネットワーク実務者連絡会議を1月23日に開催（30機関参加）し、情報共有及び連携強化を図った。

★視点１　企画への参画

基本目標

当初予算額計（千円） 0

事　業　名 家庭等における暴力対策ネットワーク会議の開催

担　当　課 児童家庭課

0
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 84

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 5

決算額計(千円)

4地域で開催 実績 4地域で開催

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 -

9 -

（2）改善点等

４　委員意見

令和元年5月に県内4地域(5/9(山武・長生・夷隅、5/15(印旛・香取・海匝)、5/21(千葉・葛南・東葛)、5/23(安房・君津・市原))で市町村ＤＶ担当
課長会議を開催した。議題としては、令和元年度の県のＤＶ対策の推進方針、市町村におけるＤＶ被害者支援実態調査の結果、女性サポート
センターへ一時保護を依頼する場合の留意点、被害者の安全確保及び秘密保持のための事務の適正な執行等について説明し、意見交換を
行った。

★視点１　企画への参画

事　業　名 市町村ＤＶ担当課長会議の開催

担　当　課 児童家庭課

基本目標

当初予算額計（千円） 0 0

指標名等 市町村DV対策担当課長会議の開催

事業の概要・目的

　ＤＶ対策に係る認識の共有を図り、より円滑な被害者の支援につなげるため、市町村ＤＶ対策担当課長及び県内配
偶者暴力相談支援センターによる会議を県内４地域で開催する。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

参加しやすいよう環境調整を行った。

DVの相談は女性が多いが、男性にも配慮した施
策（男性相談等）も推進している。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか 女性、男性双方が参画している。

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 参加者の名簿は存在する。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　市町村がＤＶ対策を推進するためのＤＶ基本計画策定について、未策定市町村のうち6市町村を訪問し、働きかけを行った。令和元年度末現
在、策定済みの市町村が平成29年度末の37団体から40団体に増加した。また、今年度末までに4市町村が策定予定としている。

＜課題・今後改善すべき点＞
　千葉県ＤＶ防止・被害者支援基本計画(第4次)では、令和2年度末までに全市町村でＤＶ基本計画を策定する目標を掲げており、
未策定市町村への個別訪問等を行い、計画策定を促す。

　会議を実施することでDVへの関心や支援の在り方等の具体策も検討することができるので、より効果的で充実した会議となるよう継続して
取り組んでいただきたい。また、地道な努力の結果、「ＤＶ基本計画」策定済みの自治体が増加していることは評価できる。
　今後も未策定市町村に対して計画策定のための支援を行うことを期待したい。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか
男女双方からのＤＶなど被害者の固定的な性別
役割意識の解消につなげた。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 85

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 5

決算額計(千円)

54市町村
（H30年度）

実績
全市町村設置済
（H30年度）

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 -

9 -

（2）改善点等

４　委員意見

平成30年12月、千葉県内全市町村に要保護児童対策地域協議会を設置済みである。
令和元年度は市町村要保護児童対策地域協議会（代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議）に対して医師、弁護士、大学教授等の専
門家を20回派遣しており、各市町村で対応している児童虐待等について講演、助言等をしてもらい、実務に活かしている。（新型コロナウイルス
感染症拡大のため、他2回は中止。）

★視点１　企画への参画

事　業　名 市町村児童虐待防止ネットワーク機能の強化

担　当　課 児童家庭課

基本目標

当初予算額計（千円） 960 655

指標名等 要保護児童対策地域協議会の設置市町村数

事業の概要・目的

・県内全市町村に要保護児童対策地域協議会が設置されるよう推進することで市町村児童虐待防止ネットワークの関
係機関連携の強化を図るとともに、専門的人材の確保が困難である市町村に学識経験者や医師、弁護士等の専門家
を派遣して要保護児童地域対策協議会の機能強化と実効性を高める。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか
妊産婦が抱える課題等については女性の保健師
が関わる等の配慮をしている。

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、その
他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

会議等の日程調整は性別問わず参加者が多くな
る時間帯に行うようにする等配慮している。

担当となった際には性別関係なく、役割を担うこと
となっている。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか 各市町村ごとに担当者がいるが、男女関係なく話
し合いに参加している。

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 各市町村ごとで参加者名簿をまとめている。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか 性別関係なく支援を行っている。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたもの
になっていないか

＜改善した点＞
本事業を利用している市町村からは支援対象の家庭について多角的な見方ができるようになったとの意見が寄せられており、一年間で複数回
利用する市町村も出ている。

＜課題・今後改善すべき点＞
千葉市を除く53市町村のうち、本事業を利用する市町村が固定されつつあったため、活用したことのない市町村にも利用を促すことができるよ
うに令和元年度の実績とともに周知する必要がある。

　県内全市町村に要保護児童対策地域協議会が設置されたことは評価したい。今後は、地域の子どもは地域で守るという更なる積極性を求め
たい。専門家派遣による要保護児童地域対策協議会の機能強化は重要であり、一定の効果も期待できるが、活用しなかった市町村に対しては
活用促進に努めてほしい。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか 各家庭が抱える課題や支援については性別問わ
ずできる人ができることを行う前提で考えている。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか 該当しない。

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか 該当しない。
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 86

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 5

決算額計(千円)

- 実績 -

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 －

5 －

6 －

No. チェック

7 －

8 －

9 －

（2）改善点等

４　委員意見

　令和元年12月24日に実施し、児童虐待の現状・対策の共有、「千葉県子どもを虐待から守る基本計画」の進捗状況の報告などを行い、意見
交換を行った。（出席者35名）

★視点１　企画への参画

事　業　名 千葉県要保護児童対策協議会の開催

担　当　課 児童家庭課

基本目標

当初予算額計（千円） 98 0

指標名等 -

事業の概要・目的
　児童虐待について、平成22年7月に発足した「千葉県要保護児童対策協議会」を活用し、関係機関の連携強化及び
情報の共有を図る。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか その年度の委員の構成による。

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

該当しない。

担当となった際には性別関係なく、役割を担うこと
となっている。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか その年度の委員の構成による。

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 該当しない。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか 該当しない。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　児童虐待の現状・対策の共有、「千葉県子どもを虐待から守る基本計画」の進捗状況の報告など幅広いテーマを取り上げることができた。

＜課題・今後改善すべき点＞
　今後は児童虐待問題を周知するだけでなく、幅広い分野から委員を構成しているので、それぞれの分野で施策に生かしていただくよう働き
かけていきたい。

　県内では残念ながら児童虐待事案が発生しており、児童虐待問題の解決のためには国、行政、地域、家庭の連携が欠かせない。本協議会
については、情報交換するだけでは関係機関との連携強化には不十分であることから、その在り方について見直しを検討するとともに、要保
護児童に対する県としての姿勢を明確にする必要がある。
　全県的な関係機関のネットワーク組織として、市町村や医療機関との連携をより一層図り、児童虐待防止に向けて積極的に取り組むことを
期待したい。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか 該当しない。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか 該当しない。

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか 該当しない。
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 87

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 5

決算額計(千円)

実績

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 -

9 -

（2）改善点等

４　委員意見

基本目標

当初予算額計（千円） 4,432 4,432

指標名等

事業の概要・目的

　児童虐待の早期発見及び深刻化を未然防止するため、千葉県こども病院に本事業を委託し、中核的な医療機関とし
て、児童虐待対応のネットワーク作りや保健医療従事者の教育等を行い、医療機関における児童虐待対応の向上を
図る。

数値目標など

事　業　名 児童虐待防止医療ネットワーク事業

担　当　課 児童家庭課

目標

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

日程等は事前に調整し、多くの参加者が集まれ
るように配慮している。

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 会議、研修等の参加者名簿を委託先が取りまと
めている。

チェック項目

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか 常に性別問わず参加している。

チェック項目 説明

説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

医療機関や保健従事者等の資格を要することが
必要だが、性別で分けられているものではない。

千葉県こども病院にコーディネーター（ＭＳＷ）を配置。コーディネーターを中心として、令和元年度は地域医療機関等への助言（延べ１３２
件）、医療保健従事者向け研修会（年２回、計８６人参加）、関係機関連携会議（年４回、計１５７人参加）を行った。

　相談件数が増加しており、その内容が医療機関からの相談・虐待案件の判断とその後の対応など、児童虐待防止への意識が高まったこと
は評価できる。コーディネーターの存在と業務が定着し、医療機関の更なる協力と連携が強化されるとよい。また、医療機関向けQ＆Aが早期
に配布され、活用されることを期待したい。

チェック項目 説明

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか 性別問わず、相手の課題に沿った立場の者が支
援を行うことになっている。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか 該当しない。

＜改善した点＞
　相談件数が増加していること、県内各地域からの相談が寄せられることから、千葉県こども病院が県内７か所の病院に相談助言の協力依頼
している。その結果、協力病院を含めると相談件数が延べ約５８００件となっており、相談に対応できる件数がかなり増え、児童虐待に関する
医療的な対応について充実を図ることができた。

＜課題・今後改善すべき点＞
地域の医療機関も児童虐待発見時に適切な対応ができるよう医療機関向けＱ＆Ａが令和元年度中に完成予定であったが間に合わなかった
ため、令和２年度中に完成できるようにしたい。Q＆Aの普及によって、児童虐待を地域で早期に発見できるようになり、児童の安全がより守ら
れる体制を目指す。

企
画
・
立
案
過
程

★視点１　企画への参画

性に起因する問題に配慮したか
性別問わず、医療等従事者として妊産婦等への
支援を検討している。

★視点２　受益の公平性

実
施
結
果
・
効
果

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか
性別問わず、課題がある家庭への支援等を検討
している。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか 該当しない。
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 89

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 6

決算額計(千円)

実績

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7

8

9

（2）改善点等

４　委員意見

基本目標

当初予算額計（千円） 5,559 5,466

指標名等 なし

事業の概要・目的

　社会全体で犯罪被害者等（被害者本人及びその家族・遺族）を支援していく体制づくりを推進するため、県・市町村担
当職員に対する研修会を実施し、各機関の連携強化と窓口職員の対応の充実を図るとともに、街頭キャンペーンや性
犯罪被害者支援に関する講習会の実施、ポスターやリーフレットによる犯罪被害者等及び県民向けに情報提供などを
実施する。

数値目標など

事　業　名 犯罪被害者等からの相談等の充実

担　当　課 くらし安全推進課

目標

★視点２　受益の公平性

※犯罪被害者等支援の目標を数値で表すことはできない。
　（適切に推進します。）

・「犯罪被害者等のための相談窓口等のご案内」リーフレット、ポスターを作成し、犯罪被害者等及び県民に対する情報提供を実施した。（リー
フレット15,000部、ポスター1,000部作成）
・支援員を確保するため、県民向け犯罪被害者支援員養成講座を開催した。（入門編59名、初級編20名受講）
・「市町村犯罪被害者等支援施策担当課長会議及び県犯罪被害者等相談関係機関連絡会議」を開催して、県及び市町村との情報共有を図
り、支援の方向性等を確認した。（54名参加）
・県・市町村相談関係機関職員研修を実施して、窓口対応職員のスキルアップを図るとともに、関係機関との連携を強化した。（86名受講）
・犯罪被害者週間に合わせ、ＪＲ千葉駅、ＪＲ船橋駅、県警音楽隊定期演奏会会場でキャンペーンを行うとともに、「千葉県民のつどい」を開催
して、犯罪被害者等が置かれている現状や犯罪被害者等支援に関する理解を求めた。（「千葉県民のつどい」300名参加）
・犯罪被害者週間に係る懸垂幕（１４枚）、懸垂幕（６枚）を製作し、犯罪被害者週間に合わせ県及び１９市町の庁舎に掲示して、広報啓発を実
施した。

★視点１　企画への参画

性に起因する問題に配慮したか 性犯罪被害に対応している。

犯罪被害者等に男女の別なく、固定的な性別役
割分担を前提としていない。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか
企画・立案に際し、男女双方の職員に意見を求め
るなど、男女ともに参画している。

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

犯罪被害者支援員養成講座、県・市町村職員会
議・研修、「千葉県民のつどい」参加者については
性別データがある。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか
犯罪被害及び被害者支援に男女の別はないた
め、一方に偏っていない。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

＜改善した点＞
　　被害を受けたときから途切れることのない支援を行い、関係機関へ確実につなげることを目的とし、また、各々の犯罪被害者等にふさわし
い支援を提供するために、千葉犯罪被害者支援センターにコーディネーターを設置した。

＜課題・今後改善すべき点＞
　犯罪被害者等支援は、警察・行政・民間支援団体等の様々な関係機関との連携が重要であることから、更なる連携強化を図り、あらゆる機
会を通じて県民に対する広報啓発活動を展開する。

　犯罪被害者からの相談を各支援機関等につなげる常勤コーディネーターを千葉犯罪被害者支援センターに設置し、体制を整備したことは評
価できる。
　「県民のつどい」等の際にアンケート調査等を活用することにより、県民の理解度などを確認し、広報等に活かせるとよい。
　犯罪被害者等支援の重要性に鑑み、本事業について、県民への更なる周知・啓発を期待したい。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか 本事業内容に該当しない。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか 本事業内容に該当しない。

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか 本事業内容に該当しない。
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重点的取組　（５）DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 93

１　事業の概要
Ⅱ 基本的な課題 4 施策の方向 ① 施策番号 6

決算額計(千円)

実績

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7

8

9 ○

（2）改善点等

４　委員意見

基本目標

当初予算額計（千円） 25,287 18,855

指標名等 なし

事業の概要・目的

　性犯罪・性暴力の被害者に対しては、被害直後からの支援を提供することにより、被害者の心身の負担を軽減し、そ
の健康回復を図るとともに、被害の潜在化を防止する必要がある。
　性犯罪・性暴力被害者が安心して相談できるきめ細やかな支援を提供するため、被害者支援団体や医療機関・警察
等との連携による総合的な支援体制を整備する。

数値目標など

事　業　名 性暴力・性犯罪被害者に対するワンストップ支援の体制の構築

担　当　課 くらし安全推進課

目標

★視点２　受益の公平性

※性犯罪・性暴力被害者支援の目標を数値で表すことは
できない。　（適切に推進します。）

・性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターである「千葉性暴力被害支援センターちさと」と「千葉犯罪被害者支援センター（ＣＶ
Ｓ）」に補助金を交付した。
・「ＣＶＳ」に業務委託して、性犯罪・性暴力被害者支援員養成講座（２回）を実施した。（計３２名受講）
・関係機関団体を集め、医療従事者連絡会（１回）、性犯罪・性暴力被害者支援協議会及びケース会議（１回）を実施した。

★視点１　企画への参画

性に起因する問題に配慮したか
本事業自体が性犯罪等の性に関する事業であ
り、配慮している。

ワンストップ支援に男女の別はなく、固定的な性
別役割分担を前提としていない。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか
本事業実施のために作られた「あり方検討会議」
では男女で構成されていた。

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

性犯罪・性暴力被害者支援員養成講座、医療従
事者連絡会、協議会・ケース会議参加者について
は性別データがある。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか
「ＣＶＳ」では男女の別なく支援を実施しており、支
援内容に性差は無い。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

「ＣＶＳ」には男性の相談員も常駐しており、男性
からの相談も受けられる体制となっている。

＜改善した点＞
　病院拠点型ワンストップ支援センターちさと（千葉医療センター内・千葉市）から離れた地域に居住する相談者のために、県内５か所に連携
病院を設置しており、当該医療機関の協力を得て、医療機関名の公表を実施した（令和２年３月）。

＜課題・今後改善すべき点＞
　支援員や医療従事者の研修を充実させるとともに、連携医療機関をはじめ、弁護士会、県警等関係機関・団体との連携を強化する。

　表面化しにくい性被害の相談やケアの業務が定着するために補助金が交付されるなど、業務の安定化に向けての取組は大いに評価した
い。また、　「病院拠点型ワンストップ支援センターちさと」「千葉犯罪被害者支援センター（CVS）」の他、県内5か所に連携病院を設置・公表し、
地域に居住する相談者が受診しやすい環境を整えたことは評価できる。
　今後は、被害直後から切れ目のない支援ができるように、本事業について、県内の産婦人科等への更なる周知に努めてほしい。また、相談
内容の傾向等実績を個人情報が特定されない範囲で関係機関・団体と共有することで、被害者支援と被害の未然防止に向けた対策を充実す
ることができると思料され、検討の余地がある。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか 本事業内容に該当しない。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか 本事業内容に該当しない。

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
本事業実施のために作られた「あり方検討会議」
には男性も参画していた。
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重点的取組　（６）あらゆる人々にとっての男女共同参画の推進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 168

１　事業の概要
Ⅲ 基本的な課題 7 施策の方向 ① 施策番号 1

決算額計(千円)

①増加を目指します。
②増加を目指します。 実績 ー

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック（該当する項目のみ記載）

No. チェック

1 ○

2 ○

3 -

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 -

（2）改善点等

数値目標など

事　業　名 男女共同参画センターにおけるフェスティバルの開催、情報誌の発行

担　当　課 男女共同参画課（男女共同参画センター）

基本目標

当初予算額計（千円） 1,263 775

事業の概要・目的

【男女共同参画フェスティバル】
　県民に、男女共同参画への理解を深めていただくことを目的とした、「男女共同参画フェスティバル」を開催する。
【情報誌の発行】
　男女共同参画を推進するため、男女共同参画センターの事業内容や、男女共同参画に関する情報等を掲載した情
報誌を、年２回（各12,000部）発行する。
　市町村や男女共同参画関連施設等への配布、及びホームページへの掲載により、広く県民に対し広報・啓発を行う。

企
画
・
立
案
過
程

★視点１　企画への参画
チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたもの
になっていないか

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

性に起因する問題に配慮したか

チェック項目 説明

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、その
他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

＜改善した点＞
【千葉県男女共同参画フェスティバル】
定員数の少ないワークショップは事前申込みを設けることで、参加者が安心して複数のワークショップに参加できるよう工夫した。
【情報誌】
幅広い世代、ニーズに合わせた内容を掲載することにより、あらゆる人に向けて男女共同参画を啓発することができた。

＜課題・今後改善すべき点＞
【千葉県男女共同参画フェスティバル】
幅広い世代が参加しやすくなるよう、魅力ある講師による講演会やワークショップの開催等、更なる工夫をしていく。
【情報誌】
より多くの方に興味を持って読んでもらえるよう、掲載内容や紙面構成を更に工夫していく必要がある。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか

指標名等

①社会全体で男女の地位が平等になっていると思う人の割合
（男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査）
②女性の権利に関する法制度の認知度
（男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査）

目標

【千葉県男女共同参画フェスティバル】
落語家の柳家三之助氏による講演会、講演終了後はワークショップ（6団体）を開催した。
【情報誌】
「ｅパートナーちば」Ｎｏ．２６及びＮｏ．２７を、それぞれ9月末と3月末（各12,000部）の年間2回発行した。

★視点２　受益の公平性
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重点的取組　（６）あらゆる人々にとっての男女共同参画の推進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 169

１　事業の概要
Ⅲ 基本的な課題 7 施策の方向 ① 施策番号 1

決算額計(千円)

164名 実績 395名

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック（該当する項目のみ記載）

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 各種講座・研修会の開催

担　当　課 男女共同参画課（男女共同参画センター）

基本目標

当初予算額計（千円） 2,643 1,912

事業の概要・目的
　男女共同参画社会の実現を目指し、県民意識の醸成や人材育成を図るため、県民ニーズに対応した、各種講座を
企画運営する。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

性に起因する問題に配慮したか

指標名等 千葉県男女共同参画センターの研修等参加者数

目標

【男女共同参画シンポジウム＆ネットワーク会議】
講演会として、油井文江氏による「誰もが活躍チャレンジ！いまどき仕事の選び方、働き方」と堀正仁氏による「副業が福業を呼ぶ　あなたの
働き方改革」と、ネットワーク会議を行った。
【関係機関との連携講座】
・大学等との連携
千葉商科大学、日本政策金融公庫、一般財団法人ＳＦＣフォーラム、はじめてＷＥＢと連携し、「女性のための起業チャレンジセミナー」と題し、
女性の起業支援講座を２日間実施した。１日目は、上田将史氏による講義を行い、２日目には上田将史氏による講義の他に、パソコンを使っ
た実習の時間を設けた。実習の講師には、山本和泉氏をお呼びした。
・地域団体との連携
千葉県医師会と連携して、「人生の選択と終い方」をテーマに、医師による講義とお話し会を実施した。
【女性リーダー養成講座】
地域活動の場などにおいて、リーダーとして活躍する人材育成を目的とし、「女性が働くこと」をテーマに、それぞれの女性の目標に合わせて、
就労・就農・起業とジャンルを分けて講演を行った。（全５回）

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
「大学等との連携講座」では、民間企業・団体、公的機関とともに連携することで、より専門性・先進性の高い、また、初心者にもわかりやすい
講座が実施できた。

＜課題・今後改善すべき点＞
各種講座において、より幅広い世代の参加や、参加者の更なる増加のため、今後も企画内容、開催日程、広報等を工夫する必要がある。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（６）あらゆる人々にとっての男女共同参画の推進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 170

１　事業の概要
Ⅲ 基本的な課題 7 施策の方向 ① 施策番号 1

決算額計(千円)

月2回発行 実績 月2回発行

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 -

2 ◯

3 -

No. チェック

4 -

5 -

6 -

No. チェック

7 ◯

8 ◯

9 -

（2）改善点等

　登録者数約1,500人に対し、メールマガジンを発行した。
　県が開催するイベントやセミナーで、広報チラシを配布した。

★視点１　企画への参画

事　業　名 ホームページ、メールマガジン等による情報発信

担　当　課 男女共同参画課

基本目標

当初予算額計（千円） 施策コード169の予算に含む 施策コード169の決算に含む

指標名等 メールマガジン配信回数

事業の概要・目的

　県及び県内市町村が主催する男女共同参画や女性に対する暴力に関するイベント、協働事業等の情報をメールマガジ
ンに掲載、発行する。また、県内市町村が開催するイベント等を男女共同参画課ホームページに掲載する。

数値目標など

性に起因する問題に配慮したか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

メール配信のため登録者の性別は把握していない。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

目標

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか
メール配信のため登録者の性別は把握していない。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか
メール配信のため登録者の性別は把握していない。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　県内における男女共同参画に関する記事の充実を図った。

＜課題・今後改善すべき点＞
　男女共同参画に関する情報を周知するため、更なる掲載記事の充実と登録者数の増加を図る必要がある。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（６）あらゆる人々にとっての男女共同参画の推進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 171

１　事業の概要
Ⅲ 基本的な課題 7 施策の方向 ① 施策番号 1

決算額計(千円)

5回以上 実績 4回

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 —

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等
＜改善した点＞
男女共同参画における日本の状況を説明するため内閣府の統計データを用いたが、中学生向けの講座において、更にわかりやすくするた
め、見てほしいポイントに矢印を加えたり、色を変える等工夫をした結果、受講者からとても分かりやすかったとの感想をいただいた。

＜課題・今後改善すべき点＞
現在、講義テキストは1種類のため、職員向けと学生向けで、テキストの内容を分けて工夫する必要があると感じた。
講師は、原稿を見ないで話せるよう話術の訓練も必要。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか
固定的な性別役割分担意識の解消のサンプルと
して、DR.スミスのクイズを紹介した。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

ワークライフバランスの普及啓発として、県におけ
る取組や働き方改革の改正法の概要を紹介し
た。

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
広い意味で男女共同参画の促進に貢献するよう
にした。

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

通常の勤務時間内、又は、就学時間内。

性に起因する問題に配慮したか

医大入試における合格者について、女子受験者
を故意に落とした事案等を紹介し、性差別の問題
を身近な問題として捉えてもらい、意識改革を促
す講義となっている。

★視点２　受益の公平性

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 特に収集していない。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか
男女共同参画基本計画の趣旨に則った、男女共
同参画に関する広報啓発となっている。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

事業の概要・目的

　男女共同参画について理解を深めるため、県職員・教職員に対する研修をはじめ、市町村や企業、各種団体などの
依頼により、県職員を講師として派遣する。

固定的な性別役割分担などの意識改革のための
講座でもある。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか
課内（男性女性双方）で検討の上、企画立案し
た。

数値目標など

指標名等 関係機関などが行う研修会等への講師派遣回数

目標

　受講者の受講後の感想では、行政職員からは、男女共同参画は進んでいると答えた人が、あまり進んでいないと答えた人を若干上回ってい
た。　また、講義後の印象として、行政職員の方は、男女共同参画に興味が湧きにくいという印象を受けた。
　他方、学生の方は、男女共同参画を知らない方がほとんどだったが、講義後は、男性の育児参加やデートDVなどとても興味を抱いたり、世
界の中の日本の現状を知り、大人になっていくときに自分はどうしていくべきかを考えるきっかけになったようだった。

★視点１　企画への参画

基本目標

当初予算額計（千円） 0

事　業　名 関係機関等が行う研修会等の取組に対する支援

担　当　課 男女共同参画課

19,138
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重点的取組　（６）あらゆる人々にとっての男女共同参画の推進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 172

１　事業の概要
Ⅲ 基本的な課題 7 施策の方向 ① 施策番号 1

決算額計(千円)

全市町村 実績 ４１市町

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 -

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等
＜改善した点＞
既存のパネルについて掲載情報を時点修正するとともに更新し、内容の充実を図った。

＜課題・今後改善すべき点＞
市町村へのパネルの貸出について、毎年３、４件の申請しかないので、利用の呼びかけをしていく必要がある。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

パネルに「男女共同参画社会に向けての県民意
識調査」で県民に伺った、家事や育児の参加時
間・役割分担の集計結果を掲載し、役割分担意識
の解消を促した。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

家庭内での男女の役割や労働時間の調査結果
パネルに記載し、仕事と生活の調和について考え
るきっかけを作った。

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
事業分野における男女別の活躍度数を示し、
男女共同参画の促進を促した。

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

男女双方が利用する千葉そごうにて展示を行っ
た。

性に起因する問題に配慮したか
性に起案する問題に配慮しつつ、改善を促す事
業。

★視点２　受益の公平性

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか
パネルは展示をするため、閲覧・利用した人々の
性別データは取っていない。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか
パネルの内容は全て男女共同参画に係る
ものであり、一方に偏った受益となっていない。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

事業の概要・目的

　男女共同参画計画及びDV基本計画を未策定等の市町村において、男女共同参画啓発及びDV防止パネルの貸し出
しを行い、住民意識の向上を図るとともに、市町村における男女共同参画施策の推進を支援する。

固定的な性別役割分担を解消するため、パネル
を閲覧する人々の意識改革をめざす事業である。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか 企画立案段階で上席、課内担当班員で企画した。

数値目標など

指標名等 男女共同参画計画及びDV基本計画策定市町村数

目標

　市町村へのパネル貸出について、佐倉市に1回、冨里市に１回、野田市に１回の貸出を行った。また、６月２３日から６月２９日までの男女共
同参画週間に合わせて、そごう千葉店で男女共同参画パネルの展示会を行った。

★視点１　企画への参画

基本目標

当初予算額計（千円） 106

事　業　名 あらゆる人々への意識啓発の展開

担　当　課 男女共同参画課

73
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重点的取組　（６）あらゆる人々にとっての男女共同参画の推進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 173

１　事業の概要
Ⅲ 基本的な課題 7 施策の方向 ① 施策番号 1

決算額計(千円)

①増加を目指します。
②増加を目指します。 実績 ー

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 関係機関との連携による専門講座

担　当　課 男女共同参画課（男女共同参画センター）

基本目標

当初予算額計（千円） 施策コード169の予算に含む 施策コード169の予算に含む

事業の概要・目的
　男女共同参画社会の実現を目指し、県民意識の醸成や人材の養成を図るための各種講座のほか、大学や地域団体
等との連携により専門性・先進性の高い、社会経済情勢に対応した講座を開催する。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

性に起因する問題に配慮したか

指標名等

①指標名：社会全体で男女の地位が平等となっていると思う人の
割合（男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査）
②女性の権利に関する法制度の認知度（男女共同参画社会の実
現に向けての県民意識調査）

目標

・大学等との連携
千葉商科大学、日本政策金融公庫、一般財団法人ＳＦＣフォーラム、はじめてＷＥＢと連携し、「女性のための起業チャレンジセミナー」と題し、
女性の起業支援講座を２日間実施した。１日目は、上田将史氏による講義を行い、２日目には上田将史氏による講義の他に、パソコンを使った
実習の時間を設けた。実習の講師には、山本和泉氏をお呼びした。
・地域団体との連携
千葉県医師会と連携して、「人生の選択と終い方」をテーマに、医師による講演とお話し会を実施した。

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、その
他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたもの
になっていないか

＜改善した点＞
関係機関の専門的な知見を活かした多様な講座を実施して、多くの県民に参加いただくことが出来た。

＜課題・今後改善すべき点＞
今後も社旗のニーズを捉えたテーマを企画し、幅広い世代が参加し、満足いただけるように講座内容の充実を図っていく。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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重点的取組　（６）あらゆる人々にとっての男女共同参画の推進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 174

１　事業の概要
Ⅲ 基本的な課題 7 施策の方向 ① 施策番号 2

決算額計(千円)

- 実績 -

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 男女共同参画センターにおける相談事業の実施

担　当　課 男女共同参画課（男女共同参画センター）

基本目標

当初予算額計（千円） 20,017 19,138

事業の概要・目的

　一人ひとりがそれぞれ自立し、自分らしく生きていけるように、女性及び男性の総合相談窓口として、一般相談及び
専門相談を実施する。
　また、配偶者暴力相談支援センターとして、ＤＶ被害女性並びに男性の相談・カウンセリングに応じる。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

性に起因する問題に配慮したか

指標名等 -

目標

【女性のための総合相談】
延べ6,843件の相談に応じた。（電話相談6,102件（うちＤＶ相談843件）、面接相談233件（うちＤＶ相談197件）、カウンセリング439件（うちＤＶ相
談266件）、法律相談38件（うちＤＶ相談37件）、こころの相談31件（うちＤＶ相談27件））

【男性のための総合相談】
延べ671件の相談に応じた。（電話相談577件（うちＤＶ相談46件）、カウンセリング94件（うちＤＶ相談69件））

【相談業務支援スーパービジョン】
行政機関で同様の相談業務に従事する相談員等の資質向上を図るため、外部の専門家から助言・指導を受けるスーパービジョンを開催し
た。
講師：平川和子（東京フェミニストセラピィセンター所長）（月1回　年度計9回）

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
　子どもを連れて面接に来ることができるようにするため、保育士が対応する託児施設を用意した。

＜課題・今後改善すべき点＞
　ＬＧＢＴ等「男性・女性に該当しない性別」の相談者への対応や、外国語にも対応できる環境整備について考慮していく必要がある。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか

161



重点的取組　（６）あらゆる人々にとっての男女共同参画の推進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 175

１　事業の概要
Ⅲ 基本的な課題 7 施策の方向 ① 施策番号 2

決算額計(千円)

実績

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 —

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等
＜改善した点＞
昨年度は申請なし。

＜課題・今後改善すべき点＞
労働法制の相次ぐ改正への対応については、内閣府の苦情処理制度制度では、セクシャルハラスメント・パワハラについて同制度の対象とし
ているが、本県では、千葉県男女共同参画設置要綱において、男女雇用機会均等法に該当する事項については本制度の適用除外としてい
ることから、令和2年6月1日施行の労働施策総合推進法基本指針に盛り込まれた、パワハラやLGBTに関する事項についても同様の扱いと
し、要綱等の所用の改正を行う。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

男女共同参画の推進を目標にしている制度であ
り、固定的な性別役割分担の解消を目指している
事業である。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

男女共同参画の一施策として、ワークライフバラン
スは位置付けられているので貢献することを目指
している制度と言える。

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか

男女共同参画の一施策として、民間への取組も施
策の一つと位置付けられているので、事業分野に
貢献することを目指している制度と言える。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか
企画立案段階で、課内担当班、上席が参画した。

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか 申請に当たり、性別に記入は求めていない。

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか 県民全体の受益を考慮した制度である。

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献

★視点２　受益の公平性

企
画
・
立
案
過
程

チェック項目 説明

チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

性に起因する問題に配慮したか

男女共同参画の推進を目標にしている制度であ
り、性に起因する問題についてもその解消を目指
しており、男女共同参画に関する各施策に対する
県民からの苦情等に迅速に対応する事業である。

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

179 24

指標名等 なし

事業の概要・目的

　男女共同参画社会基本法等の趣旨に則り、県が実施する男女共同参画社会の形成に資する施策及びこれに関連
する施策に関する苦情並びに男女共同参画推進施策を阻害する要因によって人権が侵害された事案について、県民
等から苦情の申出があった場合に、千葉県男女共同参画苦情処理委員が公正・中立な立場から調査を行い、適切か
つ迅速に処理する。

数値目標など

目標

令和元年度の申出なし

★視点１　企画への参画

県民にとっては、男女センターが窓口になってい
るが、ケースバイケースでできる限り配慮してい
る。

男女共同参画の推進を目標にしている制度であ
り、固定的な性別役割分担の解消を目指している
事業である。

基本目標

当初予算額計（千円）

事　業　名 男女共同参画苦情処理制度の活用

担　当　課 男女共同参画課
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重点的取組　（６）あらゆる人々にとっての男女共同参画の推進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 176

１　事業の概要
Ⅲ 基本的な課題 7 施策の方向 ① 施策番号 3

決算額計(千円)

360名以上 実績 358名

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 ○

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等
＜改善した点＞
　女性の活躍を推進するためにはパートナーである男性の協力が不可欠であるため、令和元年度は、「夫婦間の家事ギャップ解消」をテーマ
に、講演とパネルディスカッションを実施した。
　また、より多くの県民に参加してもらえるように、開催日を休日の午後にしたことで、メインターゲットとなる20～40代の子育て世代が半数以上
参加するなど、普段、男女共同参画関連イベントへの参加が多くない方々に強く訴えかけることができた。

＜課題・今後改善すべき点＞
　参加者の増加に向け、講演会等の開催に係るチラシを関係団体等に配布するとともに、県が実施するイベントや講座など様々な機会におい
て配付するなど、講演会等の開催について幅広く周知する必要がある。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

シンポジウムにおいて、夫婦間の「家事ギャップ解
消」をテーマとしたパネルディスカッションを行っ
た。

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

より多くの県民に参加してもらえるように、シンポ
ジウムの開催日を休日の午後にした。

性に起因する問題に配慮したか

★視点２　受益の公平性

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

事業の概要・目的

　県と連携しながら民間における男女共同参画の自主的な取組を推進することを目的に、産業・地域・教育分野におけ
る県域組織で構成された男女共同参画推進連携会議により、県と団体・団体相互の意見・情報交換や研修会、講演会
等を開催するとともに、団体及び参加団体へ幅広く働きかけを行う。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

数値目標など

指標名等 男女共同参画推進連携会議全体会及各部会参加者数

目標

　産業・女性活躍推進特別合同部会、産業部会、地域・教育・女性活躍推進特別合同シンポジウム、地域・教育合同部会を、計４回開催した。
　延べ参加団体は、31団体、参加者数は、358名であった。参加者の満足度は非常に高く、事後アンケートでは、各部会参加者の９割以上が
「非常に役に立った」「役に立った」と回答した。

★視点１　企画への参画

基本目標

当初予算額計（千円） 2,818

事　業　名 千葉県男女共同参画推進連携会議の充実

担　当　課 男女共同参画課

1,570
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重点的取組　（６）あらゆる人々にとっての男女共同参画の推進

《第４次千葉県男女共同参画計画》令和元年度事業　評価シート 施策コード 177

１　事業の概要
Ⅲ 基本的な課題 7 施策の方向 ① 施策番号 3

決算額計(千円)

30 実績 21

２　事業の実施結果

３　評価
（1）男女共同参画の視点からのチェック

No. チェック

1 ○

2 ○

3 -

No. チェック

4 ○

5 ○

6 ○

No. チェック

7 ○

8 ○

9 ○

（2）改善点等

★視点２　受益の公平性

数値目標など

事　業　名 千葉県男女共同参画社会づくりネットワーク会議の充実

担　当　課 男女共同参画課（男女共同参画センター）

基本目標

当初予算額計（千円） 施策コード168の予算に含む 施策コード168の予算に含む

事業の概要・目的

　県民団体と県民が一同に会し、共通のテーマについて意見交換をする機会を提供し、一層の交流促進を図る。

企画、立案過程で女性、男性双方が参画したか

性に起因する問題に配慮したか

指標名等 男女共同参画ネットワーク会議参加者数

目標

シンポジウムと同日に開催し、「本日の講演で感じたこと」や「それぞれが考える働き方・副業」についてグループ意見交換を行うことで、県民
の交流を図った。（参加者数：シンポジウム35名、ネットワーク会議21名）

★視点１　企画への参画

女性、男性双方にとって利用しやすい形態（情報提供、時間帯、そ
の他の配慮（育児・介護の便宜）等）となっているか

実
施
結
果
・
効
果

事業を利用・参加した人々の性別データが存在するか

男女のいずれか一方に偏った受益となっていないか

★視点３　男女共同参画社会形成への貢献
チェック項目 説明

企
画
・
立
案
過
程 チェック項目 説明

チェック項目 説明

事業内容や事業の設計が、固定的な性別役割分担を前提としたも
のになっていないか

＜改善した点＞
各グループにファシリテーターとして中小企業診断士に参加していただくことで、より専門性の高い話を聞き、質問をすることができるグループ
ワークとなった。

＜課題・今後改善すべき点＞
さらに多くの県民と多様な意見交換ができるよう、十分な時間を確保する必要があると思われる。

固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発となったか

ワーク・ライフ・バランスの啓発、促進に貢献したか

事業分野における女性、男性の参画の促進に貢献したか
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第４次千葉県男女共同参画 

計画に記載されている 

指標の令和元年度実績 
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1 子どもを生み育てやすいと感じる家庭の割合
（子育てアンケート）

76.1% 79.2%
80％以上

（H31）

2 保育所等待機児童数
1,646人

（H27.4.1）
1,020人
(H31.4.1)

解消を目指します
(H33.4.1)

3
定期巡回・随時対応型訪問介護看護

実施市町村数
15市 21市

増加を
目指します

4 社員いきいき！元気な会社宣言会社数 570社 822社 800社以上

5 家族経営協定締結数
1,666戸

（H27.3.31)
1,977戸 2,000戸

6 農林水産業における女性による起業経営体数
437経営体
(H27.3.31)

446経営体 525経営体

7 女性の農業士等認証数
100人

(H27.3.31)
117人 180人

8 県の審議会等における女性委員割合
29.7%

（H27.4.1）
30.4%

(H31.4.1)
40%

9 農業協同組合の役員に占める女性の割合
6.3%

(H27.3.31)
7.6% 15%

10 農業委員に占める女性の割合
4.6%

(H27.3.31)
13.1% 30%

11 ＤＶが人権侵害であると認識する人の割合
（男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査）

女性　77.6％
男性　75.8％

-
増加を

目指します

12 要保護児童対策地域協議会の設置市町村数
53市町村
（Ｈ27.4.1）

54市町村
54市町村
(全市町村)

13
職場等のセクシュアル・ハラスメントを

人権侵害と感じる者の割合
（男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査）

女性　78.3％
男性　81.6％

-
増加を

目指します

14 総合型地域スポーツクラブ設置市町村数
32市町村
（Ｈ26.4.1）

35市町
54市町村
(全市町村)

15 総合型地域スポーツクラブ会員数
20,064人
（Ｈ26.4.1）

21,877人 28,000人

16 自殺死亡率
（人口動態統計に基づく人口10万人当りの自殺者数）

女性12.7
男性27.1
（H26）

女性9.7
男性24.0

（H30)

減少を
目指します

17 がん検診の受診率

胃がん
　女性34.2％
　男性47.7％
肺がん
　女性41.4％
　男性49.2％
大腸がん
　女性36.7％
　男性43.6％
乳がん
　女性48.6％
子宮頸がん
　女性43.7％
　　　(H25)

胃がん
　女性36.9％
　男性47.2％
肺がん
　女性46.8％
　男性52.8％
大腸がん
　女性42.7％
　男性46.3％
乳がん
　女性49.9％
子宮頸がん
　女性44.2％
　　　(H28）

50％以上

目標
（令和2年度）

番号 指標名
計画策定時

の状況
（平成26年度）

現状
（平成30年度）

現状
（平成30年度）

　　目標Ⅱ　安全・安心に暮らせる社会づくり

第４次千葉県男女共同参画計画に位置付けた指標一覧

目標
（令和2年度）

指標名
計画策定時

の状況
（平成26年度）

番号

　　目標Ⅰ　あらゆる分野で男女がともに活躍できる環境づくり
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　　目標Ⅲ　男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり

18
社会全体で男女の地位が平等と

なっていると思う人の割合
（男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査）

女性　 9.0％
男性　18.1％

-
増加を

目指します

19

女性の権利に関する法制度の認知度
　①男女共同参画社会基本法

　②男女雇用機会均等法
　③女子差別撤廃条約

（男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査）

①男女共同参画
社会基本法

　47.6％
②男女雇用機会

均等法
　86.9％

③女子差別撤廃
条約

　28.9％

-
増加を

目指します

20
学校教育の場で男女の地位が平等と

なっていると思う人の割合
（男女共同参画社会の実現に向けての県民意識調査）

女性　50.9％
男性　61.5％

-
増加を

目指します

21 県内消防団における女性消防団員数
517人

(H27.4.1)
578人

(H30.4.1)
増加を

目指します

　○推進体制○

22 千葉県男女共同参画地域推進員設置市町村数
42市町村

（Ｈ27.3.31）
42市町村
(H31.3.31)

54市町村
（全市町村）

23 男女共同参画計画策定市町村数
37市町

（H27.3.31）
41市町

（H31.4.1）
54市町村
(全市町村)

目標
（令和2年度）

番号 指標名
計画策定時

の状況
（平成26年度）

現状
（平成30年度）

番号 指標名
計画策定時

の状況
（平成26年度）

現状
（平成30年度）

目標
（令和2年度）
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第４次千葉県男女共同参画計画 

関係事業 

令和元年度予算額・決算額 

及び 

令和元年度・令和２年度 

当初予算額比較 

 

 

 





（単位：千円）

2月補正予算額 内再掲 決算額 内再掲

Ⅰ 205,358,777 60,198 140,677,756 59,854

1 ライフステージに応じた仕事と生活の調和の促進 14,296,547 0 13,407,073 0

①子育て・介護への支援 13,980,600 13,093,076

②ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の調和）の普及促進 15,927 15,108

③誰もが健康で安心して働ける環境の整備 542 541

④家庭生活における男女共同参画の促進 350 259

⑤地域活動における男女共同参画の促進 299,128 298,089

2 労働の場における男女共同参画の促進 191,061,046 59,261 127,269,941 59,252

①雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 9,274 35 8,737 28

②農林水産業における男女共同参画の促進 2,692 2,258

③自営業者、家族従業者、起業家等に対する支援 190,022,354 126,422,107

④意欲と能力を生かす再就職に向けた支援 967,500 777,615

⑤多様な働き方に対する支援 59,226 59,226 59,224 59,224

3 政策・方針決定過程における男女共同参画の促進 1,184 937 742 602

①政策・方針決定過程への男女共同参画 1,184 937 742 602

②女性の能力発揮への支援 0 0

Ⅱ 5,378,400 0 4,835,121 0

4 あらゆる暴力の根絶と人権の尊重 1,820,799 0 1,524,090 0

①DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援 603,823 397,842

②性に起因する人権侵害を許さない社会環境づくり 620,793 543,373

③メディアにおける女性や子どもの人権への配慮 596,183 582,875

5 誰もが安心して暮らせる環境の整備 1,967,413 0 1,759,915 0

①ひとり親家庭等様々な困難な状況に置かれている人々への対応 1,613,293 1,474,371

②高齢者・障害者の自立した生活に対する支援 332,915 267,134

③外国人が安心して暮らせる環境づくり 21,205 18,410

6 生涯を通じた健康づくりの促進 1,590,188 0 1,551,116 0

①生涯を通じた男女の健康支援の増進 269,360 250,558

②妊娠・出産等に関する健康支援 1,320,828 1,300,558

Ⅲ 799,915 2,071 784,161 1,713

7 男女共同参画への意識づくり 51,535 2,071 47,929 1,713

①あらゆる人々にとっての男女共同参画の推進 47,888 2,071 44,343 1,713

②男女共同参画に関する調査研究、情報の収集・整備・提供 3,647 3,586

8 男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実 743,709 0 733,090 0

①学校教育・社会教育等における男女共同参画の啓発・推進 742,271 732,225

②多様な選択を可能にし、個性を伸ばす教育・学習の充実 1,438 865

9 防災分野における男女共同参画の推進 4,671 0 3,142 0

①男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の促進 1,031 908

②消防・防災活動における女性の活躍促進 3,640 2,234

211,537,092 62,269 146,297,038 61,567

Ａ　小計（再掲を除いた合計） 211,474,823 146,235,471

7,132 6,225 4,444 3,636

7,132 6,225 4,444 3,636

Ｂ　小計（再掲を除いた合計） 907 808

※再掲の欄の金額については，一度前の課題で出ているものについて記載してあります。

男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり

計

Ⅳ　推進体制

推進体制

計

総計（Ａ＋Ｂ） 211,475,730 146,236,279

安全・安心に暮らせる社会づくり

第４次千葉県男女共同参画計画関係事業　令和元年度予算額・決算額

令和元年度

あらゆる分野で男女がともに活躍できる環境づくり
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（単位：千円）

当初予算額 内再掲 当初予算額 内再掲

Ⅰ 208,988,236 60,454 209,774,698 59,435

1 ライフステージに応じた仕事と生活の調和の促進 17,398,794 0 18,221,748 0

①子育て・介護への支援 17,082,053 17,918,007

②ワーク・ライフ・バランス（仕事と家庭の調和）の普及促進 16,042 20,493

③誰もが健康で安心して働ける環境の整備 542 542

④家庭生活における男女共同参画の促進 350 87

⑤地域活動における男女共同参画の促進 299,807 282,619

2 労働の場における男女共同参画の促進 191,588,220 59,479 191,551,561 58,171

①雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保 10,044 247 11,221 247

②農林水産業における男女共同参画の促進 3,773 3,771

③自営業者、家族従業者、起業家等に対する支援 190,022,419 190,021,549

④意欲と能力を生かす再就職に向けた支援 1,492,752 1,457,096

⑤多様な働き方に対する支援 59,232 59,232 57,924 57,924

3 政策・方針決定過程における男女共同参画の促進 1,222 975 1,389 1,264

①政策・方針決定過程への男女共同参画 1,222 975 1,389 1,264

②女性の能力発揮への支援 0 0

Ⅱ 5,827,623 0 6,627,099 0

4 あらゆる暴力の根絶と人権の尊重 1,630,851 0 2,363,584 0

①DV・児童虐待等あらゆる暴力の根絶と被害者への支援 402,842 528,567

②性に起因する人権侵害を許さない社会環境づくり 630,727 1,133,889

③メディアにおける女性や子どもの人権への配慮 597,282 701,128

5 誰もが安心して暮らせる環境の整備 2,092,374 0 2,174,597 0

①ひとり親家庭等様々な困難な状況に置かれている人々への対応 1,603,832 1,630,836

②高齢者・障害者の自立した生活に対する支援 472,039 510,683

③外国人が安心して暮らせる環境づくり 16,503 33,078

6 生涯を通じた健康づくりの促進 2,104,398 0 2,088,918 0

①生涯を通じた男女の健康支援の増進 299,075 307,124

②妊娠・出産等に関する健康支援 1,805,323 1,781,794

Ⅲ 818,705 2,307 881,056 2,619

7 男女共同参画への意識づくり 33,022 2,307 51,871 2,619

①あらゆる人々にとっての男女共同参画の推進 29,375 2,307 51,315 2,619

②男女共同参画に関する調査研究、情報の収集・整備・提供 3,647 556

8 男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実 780,393 0 826,035 0

①学校教育・社会教育等における男女共同参画の啓発・推進 778,955 819,551

②多様な選択を可能にし、個性を伸ばす教育・学習の充実 1,438 6,484

9 防災分野における男女共同参画の推進 5,290 0 3,150 0

①男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の促進 1,650 650

②消防・防災活動における女性の活躍促進 3,640 2,500

215,634,564 62,761 217,282,853 62,054

Ａ　小計（再掲を除いた合計） 215,571,803 217,220,799

8,581 7,474 9,458 7,398

8,581 7,474 9,458 7,398

Ｂ　小計（再掲を除いた合計） 1,107 2,060

※再掲の欄の金額については，一度前の課題で出ているものについて記載してあります。

第４次千葉県男女共同参画計画関係事業　令和元年度・令和２年度当初予算額比較

令和２年度

あらゆる分野で男女がともに活躍できる環境づくり

令和元年度

安全・安心に暮らせる社会づくり

計

総計（Ａ＋Ｂ） 217,222,859215,572,910

男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくり

計

Ⅳ　推進体制

推進体制
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事業内容 R元年度　実施状況 R2年度　実施計画

一般相談

（電話）
　火～日曜日　9:30～16:00
（面接）
　電話相談のあと、希望に応じて受付

実施
相談件数　6,335件

実施

専門相談
（予約制）

（カウンセリング）
　面接相談のあと、希望に応じて受付
（法律相談）
　毎月第４木曜日　13:00～16:00
(こころの相談）
　毎月第３火曜日　13:00～16:00

実施
相談件数　508件

実施

一般相談
（電話）
　火・水曜日　16:00～20:00

実施
相談件数　577件

実施

専門相談
（予約制）

（カウンセリング）
　電話相談のあと、希望に応じて受付

実施
相談件数　94件

実施

ＤＶ被害者の心の回復を図り、自分らしい生活を取
り戻すことができるよう、同じような体験をしたＤＶ被
害者や支援者との交流の場を提供するとともに、法
律や就職講座など自立を支援する講座を実施す
る。

実施
講座　6回
延べ参加人数　26人

実施

男女共同参画を推進するため、千葉県男女共同参
画センターの事業や男女共同参画に関する情報等
を掲載した情報誌「ｅパートナーちば」を発行する。

12,000部×2回 10,000部×2回

県民に男女共同参画への理解を深めてもらうととも
に、民間団体と県民の交流・学習の場を提供し、男
女共同参画社会づくりに向けた機運を高めること目
的に、講演会、ワークショップなどを実施する。

実施　1日間
第1部：講演会
第2部：ワークショップ
延べ参加者 496名

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

男女共同参画に関する情報、センター事業内容、
講座情報及びイベント情報等をホームページに随
時掲載し、県民に情報を提供する。

通年 通年

地域活動又は政策・方針決定過程の場などにおい
て、自らの能力を十分に発揮し、男女共同参画の
視点をもって活躍する女性人材を養成することを目
的に連続講座を実施する。

実施　5回
延べ受講者　120名

実施

男女共同参画シンポジウム＆ネットワーク会議、大
学との連携セミナー、地域団体との連携セミナーを
実施する。

シンポジウム＆ネットワー
ク会議　56名
大学との連携セミナー
106名
地域団体との連携セミナー
174名

シンポジウム、大学との連
携・専門講座、地域団体等
との連携・専門講座として
実施

女
性
の
た
め
の
総
合
相
談

各種講座

千葉県男女共同参画センター事業一覧

男
性
の
た
め
の
総
合
相
談

（３）学習・研修事業

女性リーダー養成講座

（２）広報・啓発事業

情報誌の発行

男女共同参画セン
ターフェスティバル

ホームページ等によ
る
広報・啓発

事業名

ＤＶ被害者等自立支援
サポート事業

（１）相談事業
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事業内容 R元年度　実施状況 R2年度　実施計画

おしゃべり交流会in市原
実施　1回
参加者　35名

災害からまずは自分を守る
実施　1回
参加者　44名

``いいとこ探し``でいきいき家族～もっと☆ステキに
コミュニケーション～

実施　1回
参加者　82名

○○が△△に変身！？～くらしの知恵は防災の知
恵

実施　1回
参加者　38名

認知症のあれ？これ？
実施　1回
参加者　47名

昔話・今話・落語で考える「笑って楽しく男女共同参
画」落語～モモタローノーリターン～

実施　1回
参加者　47名

女性が輝くために大切なワーク・ライフ・バランス
実施　1回
参加者　109名

新聞「Kaisou Sanbu 男女共同参画だより」の発行
（7,000部印刷）

発行　1回

忘れていませんか？あの時のこと
実施　1回
参加者　83名

指導者育成のための研修会～男女共同参画・多様
性配慮の視点から学ぶ命・健康・人権を守る避難
所運営について～

実施　1回
参加者　20名

みんなで踊ろう！座よさこい
実施　1回
参加者　48名

中学校出前セミナー
「生徒とともに身近な男女共同参画を考える」

実施　1回
参加者　81名

中学校出前セミナー
「生徒とともに身近な男女共同参画を考える」

実施　1回
参加者　189名

県内の男女共同参画関連施設及び設置市町村の
担当者が一堂に会し、事業内容・情報の交換や共
有、連携について検討する。

実施　1日間 実施

民間団体等との連携・協働により地域の男女共同
参画を推進するため、団体間の自主的な交流や幅
広いネットワークづくりを推進する。

通年 通年

千葉県男女共同参画センターが管理する会議室を
男女共同参画に関する会議、研修、交流等のため
に貸し出す。

通年 通年

男女共同参画に関する図書・ビデオ、行政資料等
を収集・整理し、情報コーナーにおいて貸出又は閲
覧に供する。

蔵書 約8,000冊 実施情報の収集・提供

東葛飾

実施

男
女
共
同
参
画
地
域
推
進
員
の
活
動
支
援

事業名

（４）市町村支援事業

千葉・葛南

北総

東上総

南房総

（６）情報収集・提供事業

（５）交流・活動支援事業

男女共同参画関係団
体・グループ間の交
流促進支援

会議室の貸出

男女共同参画セン
ター等連絡会議の開
催

海匝・山武
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                  アナタの“自分らしく生きたい”を応援します！ 

 

 

 

 講座・フェスティバルの開催 

 相談事業 

 情報誌の発行 

 情報コーナーの運営 

 会議室の貸出 

 

 

 

 

火～金曜日  9 時～21 時  

土日・祝日  9 時～17 時   

休館日  月曜日（祝日の場合は翌火曜日が休館）、年末年始 

 

 

 

 

〒260-0001 

千葉市中央区都町 2-1-12 

（千葉県都町合同庁舎１階） 

TEL 043-420-8411

FAX 043-420-8581 

 アクセス 

 ※駐車場に限りがありますので、公共交通機関を御利用ください。 

JR 千葉駅前 京成バス 8 番乗場 「千 05 千城台車庫行」 

「千 06 御成台車庫行」「千 07 市営霊園行（平日朝のみ）」 

 「千葉テレビ入口」下車徒歩１分 

  

所 在 地 

事 業 内 容 
女性のための総合相談 

０４－７１４０－８６０５ 

火～日 9：30～16：00 

男性のための総合相談 

０４３－３０８－３４２１ 

火・水 16：00～20：00 

 電話相談のあと、希望に応じて専門相談
が受けられます。（予約制） 

 料金無料・秘密厳守 開 館 時 間 

千葉県マスコット 

キャラクター 

チーバくん 

 

男女共同参画センターは、平成３０年１０月、 

千葉市中央区都町に移転しました。 
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